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省庁名 実施状況

第１　平穏な暮らしを脅かす身近な犯罪の抑止

内閣官房 ｉ

◎地域の自由な発想と創意工夫に基づく先導的な都市再生活動を支援する「平成１８年度全国
都市再生モデル調査」において、地域の多様な取組を取り上げる中で、「安全・安心なまちづくり」
に関する地域住民、ボランティア団体等の活動に対する支援も行うこととしている。

ⅰ
◎（財）全国防犯協会連合会が実施する研修等を内容とする「防犯ボランティア活性化事業」に
協力して、防犯ボランティアリーダーの育成による自主防犯活動の活性化を行っている。

ⅱ
◎平成18年度、（財）全国防犯協会連合会が主催する「防犯ボランティアフォーラム」に協力し、
全国のボランティア団体に対して活動に係る情報提供を行うことにより、全国の活動の高揚を
図っている。

ⅲ

◎平成16年６月に自主防犯活動を活性化するための施策の全体像を示すものとして取りまとめ
た「「犯罪に強い地域社会」再生プラン」及び同年11月に発出した「犯罪に強い地域社会の再生
に向けた地域住民の各種活動に対する支援の充実・強化について」に沿って、各都道府県警察
において、自主防犯活動の支援、活性化のための施策を推進している。

ⅳ

◎平成17年度において、活動拠点を中心とした自主防犯活動を支援するための「地域安全安心
ステーション」モデル事業を、総務省消防庁、文部科学省の行う事業と連携しつつ、全国231地区
で実施した。

ⅴ
◎平成18年度において、「地域安全安心ステーション」モデル事業について、新たに100の実施地
区を追加選定し、全国331地区で実施している。

ⅵ
◎平成17年度に警察庁ホームページ内に立ち上げた自主防犯活動支援サイトを、随時更新して
いる。

ⅶ
◎平成18年度予算において、自主防犯活動の情報提供に係る経費（１百万円）を措置した。

ⅰ

◎「地域安心安全ステーション整備モデル事業」を警察庁と連携のもと推進し、地域ニーズに根
付いた自主防災組織等のコミュニティを核にした防災・防犯活動の支援及び活性化を行い、地域
防災力の向上を図っている。平成１８年度においては、モデル事業実施団体として10３団体を選
定し、これまでの団体と合わせて２１８団体が活動を行っている。

ⅱ
◎平成18年度においては、全国的な施策展開に向けた取り組みを進めるため、手引きの作成、
シンポジウムや出前講座の開催等に３６百万円の予算を措置した。

ⅰ

◎地域安心安全情報ネットワーク構築事業として、インターネットや携帯電話等を活用して住民
が地域の安心安全情報を共有する「地域安心安全情報共有システム」を開発した。開発したシス
テムは、引き続き、活用を希望する地方公共団体に対して無償配布を行い、地域の安心安全の
確立への取組みを支援する。

総務省
消防庁

総務省

施策名

１　地域連帯の再生と安全で安心なまちづくりの実現
①自主防犯活動に取り組む地域住民、ボランティア団体の支援

警察庁

1



省庁名 実施状況施策名

ⅱ

◎わがまちづくり支援事業として、住民が中心となって考え、主体となって行う地域づくりを推進
し、住民による話し合いの場づくりやその結果を受けた取組みへの市町村の支援に対して、地方
財政措置を講じる。

ⅰ

◎海の情報提供ボランティア組織「海守」等による沿岸監視等の活動に対し、一層の活発化を支
援することで、犯罪の未然防止等に努めている。

ⅱ

◎平成１８年度において、地域における犯罪情報収集、地域住民に対する海上防犯啓発活動の
推進等のため、地域犯罪対策官５名を増員した。

警察庁
総務省

ⅰ

◎平成18年度地方財政計画において、地域住民やボランティア団体が行う犯罪抑止活動への支
援に要する経費を措置した。

文部科学省 ⅰ

◎平成１８年度において、地域における防犯ボランティア活動を含む，様々な分野におけるボラン
ティア活動促進のための多彩な事業を実施する、「地域教育力再生プラン（地域ボランティア活動
推進事業 ）」（４７３百万円）を実施。

ⅰ

◎平成16年９月、(財)全国防犯協会連合会及び特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェ
ルスをはじめ、各防犯ボランティア団体の協力を得て、全国各地で行われている自主防犯活動
の事例やその活動に対する支援事例等の官民の協力関係を収集した「地域住民・ボランティア
団体活動事例集」を作成し、警察庁ホームページに掲載したほか、都道府県警察、(財)全国防犯
協会連合会等を通じ、地域住民、自治体等へ配布、紹介した。

ⅱ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅶ）自主防犯活動の情報提供に係る経費の措置。

ⅲ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅵ）警察庁ホームページ内の自主防犯活動支援サイトの更新。

ⅳ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅱ）全国のボランティア団体に対する情報提供。

警察庁
総務省

ⅰ

◎平成18年度地方財政計画において、地域住民やボランティア団体が行う犯罪抑止活動の支援
に要する経費、地域住民への防犯情報の提供に要する経費、防犯教室・講座の開催に要する経
費、防犯アドバイザーの導入に要する経費等を措置した。

ⅰ
◎平成18年度地方財政計画において、地域住民への防犯情報の提供に要する経費を措置し
た。

ⅱ
◎平成18年度地方財政計画において、スクールサポーターの導入に係る経費を措置した。

ⅰ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅰ）防犯ボランティアリーダーの育成による自主防犯活動の活性
化

ⅱ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅱ）全国のボランティア団体に対する情報提供。

海上保安庁

警察庁
総務省

③　国民への犯罪情報・地域安全情報の提供

警察庁

②　自主防犯活動のノウハウの全国的共有
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ
◎（再掲：第１－１－①－警－ⅲ）「「犯罪に強い地域社会」再生プラン」等に沿った施策の推進。

ⅳ
◎（再掲：第１－１－①－警－ⅳ）平成17年度における「地域安全安心ステーション」モデル事業
の実施。

ⅴ
◎（再掲：第１－１－①－警－ⅴ）平成18年度における「地域安全安心ステーション」モデル事業
の実施。

ⅵ

◎「「犯罪から子どもを守るための対策に関する関係省庁連絡会議」決定に係る各種対策の推進
について」（平成17年12月）、「スクールサポーター制度の拡充について」（平成18年１月）を都道
府県警察に発出し、スクールサポーターに学校における児童等の安全確保、犯罪被害防止教育
の支援、地域安全情報の提供等の役割を担わせるとともに、制度の普及を推進するよう指示し
た。

ⅶ

◎平成17年12月、「通学路等における子どもの犯罪被害を防止するための諸対策の徹底につい
て」を発出し、学校等関係機関、地域住民、保護者、児童等に対し、声掛け事案等不審者情報の
積極的な提供について都道府県警察に指示した。

ⅷ
◎平成18年３月、「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対策の推進につ
いて」を発出し、子どもを犯罪から守るための対策の推進について都道府県警察に指示した。

内閣官房
内閣府

ⅰ

◎治安対策を年間を通じて内閣の重点広報テーマとして位置付け、関係府省による広報連絡会
議（課長級）を開催するとともに、良好な治安の維持に向け政府が行う施策のみならず、国民一
人一人や地域社会が犯罪抑止のための活動に参画するよう啓発することについて、政府広報等
を活用した重点的な広報を実施している。

ⅰ

◎ひったくり被害防止、侵入犯罪被害防止、自動車盗難防止、ストーカー被害防止、子どもが被
害者となる犯罪の防止などの内容について、関係団体と連携したポスターの作成、ホームページ
の作成、政府広報等の広報啓発活動を実施し、その普及を図っている。

ⅱ

◎毎年10月11日～20日までの10日間、全国地域安全運動を実施し、関係機関・団体と連携し、
地域安全活動の一層の浸透と定着を図っている。

ⅲ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅲ）「「犯罪に強い地域社会」再生プラン」等に沿った施策の推進。

ⅳ ◎（再掲：第１－１－①－警－ⅳ）平成17年度における「地域安全安心ステーション」モデル事業
の実施。

ⅴ
◎（再掲：第１－１－①－警－ⅴ）平成18年度における「地域安全安心ステーション」モデル事業
の実施。

ⅵ
◎（再掲：第１－１－①－警－ⅶ）自主防犯活動の情報提供に係る予算の措置。

警察庁

警察庁

④　国民の防犯意識を向上させるための広報啓発活動の推進
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省庁名 実施状況施策名

ⅶ

◎平成18年度予算において、全国地域安全運動に係る経費（15百万円）を措置した。

警察庁
総務省

ⅰ

◎（再掲：第１－１－②－警、総－ⅰ）地域住民やボランティア団体が行う犯罪抑止活動の支援に
要する経費等の措置。

ⅰ

◎平成１７年度中に検察当局では，移動教室，出前教室及び刑事裁判傍聴等の広報活動を３，
００９回実施している（参加人数１８万８，７４３人）。

ⅱ
◎「検察の歩み」に関するパネル展を実施している。

ⅲ
◎平成１７年度までに全国１１地検に検察広報官を設置していたが，平成１８年４月から２地検を
増設し，全国１３地検に設置した。

ⅳ

◎法務省の主唱に基づき，“社会を明るくする運動の”一環として，小中学生による作文コンテス
ト，広報ビデオを活用したフォーラム，ミニ集会，講演会等，犯罪や非行の予防を目的とした多数
の行事が全国各地で行われている。平成１８年度において，これら地域活動の一層の推進等の
ため，１２百万円を措置した。

文部科学省 ⅰ
◎平成１８年度において、社会教育施設が中核となり、防犯教育をはじめとする地域における課
題を総合的に把握し、その課題解決等を行うモデル事業を実施し、成果を全国的に普及啓発す
る「社会教育活性化２１世紀プラン」（１０６百万円）を実施。

警察庁 ⅰ
◎都道府県が検討しているいわゆる「安全なまちづくり条例」その他の条例について、都道府県
からの質問に対し、助言を行うなどの支援を行っている。

法務省 ⅰ ◎検察当局において，罰則の定めのある条例立案に必要な助言を行っている。

警察庁 ⅰ
◎防犯関連の民間事業者に対し、犯罪情勢等の情報を提供し、情報交換を図るとともに、防犯
設備士等の専門家を防犯教室に招くなどの取組みをするよう、都道府県警察に対し指導を行っ
ている。

警察庁
経済産業省
国土交通省

ⅰ

◎侵入犯罪の防止を図るため、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会
議」を設置し、建物部品の防犯性能試験を実施試験結果に基づき、「防犯性能の高い建物部品
目録」を公表し、ホームページに記載。また、普及促進のため、試験合格品が共通して使用でき
る標章を定めた。同会議では、引き続き１８年度も試験を継続し、目録を随時更新している。

法務省

⑥　民間事業者との連携による防犯対策の推進

⑤　犯罪対策に関する条例制定の支援
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎警備業者の専門的な指導教育体制を高め、また、警備員の検定をより普及させること等を内
容とする警備業法の一部を改正する法律を第159回通常国会に提出し、平成16年５月に成立し
た（５月26日公布、平成17年11月21日施行）。  また、この法改正に伴い、警備業法施行令を改
正するなど下位法令の整備を行った。

ⅱ

◎平成18年度予算において、警備業務の区分ごとの警備員指導教育責任者に対する講習、検
定試験及び資格審査等において必要な、警備業務における高度な業務知識・技能を有する専門
家の養成等に係る経費（６百万円）を措置した。

ⅰ

◎平成17年７月には、英国・ロンドンにおける爆発物を使用した地下鉄等に対するテロ事件が、
同年10月にはインドネシア・バリ島における連続爆弾テロ事件が発生するなど、国際テロ情勢は
依然として厳しい状況にあることを踏まえ、関係省庁に対して、関係事業者等に対する指導を要
請している。

ⅱ

◎大規模イベント施設、高層ビル、地下街等多数の者が来集する施設について、事業者に対し
自主警備の更なる強化を要請するとともに、巡回・職務質問等の強化、自主警備に関する指導・
助言を行うよう、都道府県警察に指示している。

ⅰ
◎平成１６年４月に発生した羽田空港侵入事件を受けて、空港における自主警備の強化、フェン
ス、ゲート等の空港施設の強化、緊急事態発生時の連絡体制の強化等の対策を引き続き推進し
ている

ⅱ

◎平成１７年７月に発生した英国・ロンドンにおける爆発物を使用した地下鉄等に対するテロ事件
を受けて、鉄軌道事業者等関係事業者に対し鉄軌道関連施設等における巡回等の自主警備の
強化を要請した。さらに国及び地域レベルにおいて関係事業者を交えた鉄軌道に係るテロ対策
連絡会議を開催し、テロの脅威の度合に応じた危機管理レベルを設定するとともに、事業者の警
備強化策を講ずるなど、公共交通機関に対するテロの未然防止対策を推進している。

ⅰ

◎警察庁から示した指針（「治安情勢に対応した交番機能の強化について」（平成15年12月25日
付け通達））に基づき、都道府県警察において交番勤務員の増配置、交番の配置見直し、交番相
談員の活用等により交番勤務員の不在が常態化しているいわゆる「空き交番」を解消するために
策定した3か年計画を推進している。

ⅱ
◎平成18年度予算において、無線警ら車等の資器材の整備等に要する経費（113百万円）を措
置した。

警察庁
総務省

ⅰ

◎平成18年度地方財政計画において、交番相談員の配置及びテレビ電話システムの整備に要
する経費を措置した。

ⅰ

◎街頭犯罪・侵入犯罪抑止総合対策に基づき、平成１7年においても各都道府県警察において
新規計画の策定、見直しを行い、街頭犯罪・侵入犯罪抑止の推進を図っている。
　

⑦　生活安全産業としての警備業の育成と活用

警察庁

警察庁

⑧　事業者、施設管理者による自主警備の促進

警察庁
国土交通省

警察庁

⑨　「空き交番」の解消と交番機能の強化

⑩　警察の街頭活動の強化と「見て見ぬふりをしない」社会
　　気運の醸成
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省庁名 実施状況施策名

ⅱ
◎平成17年における街頭犯罪・侵入犯罪抑止総合対策の基本方針として、秩序違反行為の取
締りを具体的施策例の１つとして改めて掲げ、その推進を図っている。

ⅲ
◎平成16年11月、「平成17年における街頭犯罪・侵入犯罪抑止総合対策の基本方針」を全国警
察に示し、引き続き平成17年における総合対策を強力に推進している。

ⅳ
◎平成16年12月、犯罪の多発する時間帯・地域を重点に地域の実態に即したパトロールを実施
するなど街頭活動を強化するよう都道府県警察に改めて指示し、犯罪の抑止及び検挙を図って
いる。

ⅴ
◎平成18年度予算において、街頭犯罪捜査体制強化に伴う資器材の整備に要する経費（351百
万円）を措置した。

ⅰ

◎検察当局において、警察等の関係機関や地域住民等と連携し、地域の犯罪情勢を分析すると
ともに、特定地域で社会問題化している犯罪等に対し、警察等と連携し、的確かつ厳正な事件処
理の実現に努めている。

ⅱ
◎検察当局において，当該地域の犯罪情勢の実態を公判で適切に立証し，これを反映した科刑
の実現に努めている。

ⅲ
◎平成１８年度において，地域の犯罪情勢等を踏まえた検察活動を推進するため，１０４，１０１
百万円を措置した。

ⅰ
◎緊急通報システム（ＨＥＬＰ）による緊急通報に際して位置情報を警察で把握するために必要
な、データ通信を利用した緊急通報の受理システムを整備し、全都道府県で運用中。

ⅱ

◎緊急車両が現場に到着するまでの時間の短縮と緊急走行に伴う事故防止を図るため、緊急車
両の優先信号制御を行う現場急行支援システム（ＦＡＳＴ）を整備し、平成17年度末現在、９都道
府県で運用中。

ⅲ
◎平成18年度予算において、携帯電話発信地表示システムに係る経費（604百万円）を措置し
た。

ⅰ

○携帯電話からの緊急通報の発信者位置情報通知機能に係る技術的条件について、情報通信
審議会（総務省）において緊急通報受理機関、携帯電話事業者等が参加して平成１６年６月末に
取りまとめ、平成18年１月に総務省令及び総務省告示の整備を行った（施行：平成19年４月）。緊
急通報受理機関における運用開始の目標を平成１９年４月とした。

ⅱ

○ＩＰネットワークにおける緊急通報、重要通信の確保方策について、情報通信審議会（総務省）
において緊急通報受理機関、ＩＰ電話事業者等が参加して平成17年３月末に取りまとめ、平成18
年１月に総務省令及び総務省告示の整備を行った（施行：平成19年４月）。緊急通報受理機関に
おける運用開始の目標を平成19年４月とした。

警察庁
総務省

法務省

警察庁

警察庁

⑪　地域に密着した検察活動の推進

⑫　緊急通報を行った携帯電話等の位置を特定するシステム
　　の導入等
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎平成１８年春季・秋季の全国火災予防運動において「放火火災・連続放火火災予防対策の推
進」を重点目標とし、「放火火災防止対策戦略プラン」を活用した放火火災に対する地域の対応
力の向上について全国的に対策実施。

ⅱ

◎放火火災防止対策戦略プランの一環として、平成１７年度に開発した、個人や事業所等がＨＰ
上で簡単に放火火災に対する危険度をチェックし、その対策集例を確認できる「ｗｅｂ版評価シス
テム」を平成１８年度にＨＰ上に掲載予定。

ⅲ

◎全国５カ所の消防本部において、平成１５，１６年度に開発を行った放火対策機器（放火監視カ
メラ）について平成１７年度に設置を行い、運用等に関するノウハウを収集するとともに、平成１８
年度においても運用評価を継続して実施。

ⅳ
◎平成１８年度において、平成１６年度に作成した放火火災防止対策戦略プランをより効果的な
ものとするため、客観的評価手法を活用した放火火災防止対策の普及促進に要する経費２５百
万円を措置した。

ⅰ

◎都道府県警察において、駐車場、公園及び公衆便所における犯罪発生場所の構造、設備等
の分析等を行うとともに、地方公共団体と協働して、防犯灯や歩車道分離柵の整備等の取組み
を推進している。

ⅱ
◎平成18年度予算において、犯罪高密度地区に対する犯罪抑止対策として、街頭緊急通報シス
テム等の整備に係る経費（242百万円）を措置した。

国土交通省 ⅰ

◎関係省庁が防犯まちづくり関係省庁協議会を設置してとりまとめた「防犯まちづくりにおける公
共施設等の整備・管理に係る留意事項」（平成１５年７月２４日）の着実な実施を図ることにより、
防犯に配慮した犯罪の発生しにくい公共施設等の整備・管理の普及を促進。

警察庁 ⅰ
◎（再掲：第１－１－⑭－警－ⅱ）街頭緊急通報システム等の整備に係る経費の措置。

警察庁
総務省

ⅰ
◎（再掲：第１－１－①－警・総－ⅰ）地域住民やボランティア団体が行う犯罪抑止活動への支援
に要する経費の措置。

ⅰ

◎深夜におけるコンビニでの強盗事件が多発している状況を踏まえ、警察庁では、経済産業省
及び関係業界団体と「コンビニエンスストア・スーパーマーケット強盗防犯対策会議」を開催して、
平成15年12月、「コンビニエンスストア・スーパーマーケットの防犯基準」を策定し、これに基づく
防犯措置を講ずるよう業界団体に対し、要請するとともに、防犯指導を行っている。

ⅱ

◎平成17年10月から実施されたコンビニエンスストア業界によるセーフティステーション活動（緊
急通報の支援、強盗・万引きの防犯対策等）の全国展開を積極的に支援している。

警察庁

⑯　金融機関、コンビニその他の犯罪に遭いやすい店舗、事業
　所の防護

⑭　犯罪の発生しにくい道路、公園、駐車場等の整備・管理

消防庁

⑮　防犯灯の整備促進と機能の高度化

警察庁
経済産業省

⑬　放火・連続放火から我がまちを守るための対策の推進
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎平成17年８月に「コンビニエンスストア・スーパーマーケットの防犯基準」の周知・履行状況、被
疑者の実態を調査し、その結果を踏まえて、コンビニエンスストアの業界団体に対して各店舗へ
の防犯指導の徹底、防犯訓練の実施などを指導している。

ⅱ
◎平成18年３月、（社）日本フランチャイズチェーン協会安全対策委員会において、犯罪情勢及び
今後の防犯対策について討議を行った。

ⅰ
◎平成16年４月、いわゆるピッキング対策法に基づく指定建物錠の防犯性能表示制度を開始し
た。

ⅱ
◎平成16年、17年度において、ピッキング対策法の施行等のため、防犯性能の高い建物錠等の
開発・普及促進等に関するポスターやホームページの制作等による国民への広報啓発を行って
いる。

警察庁
国土交通省
経済産業省

ⅰ
◎(再掲：第１－１－⑥－警、経、国－ⅰ)「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民
合同会議」における「防犯性能の高い建物部品目録」の更新。

警察庁 ⅰ

◎各都道府県におけるいわゆる「安全なまちづくり条例」において、住宅等の建設に当たっての
防犯への配慮等が盛り込まれる例が出ており、これらを受けて策定された指針等に基づき、各都
道府県警察において、防犯に配慮した住宅の普及に必要な協力を行っているところである。

国土交通省 ⅰ

◎防犯に配慮した住宅の普及を促進するため、住宅性能表示制度において、防犯に関すること
として、開口部の侵入防止対策を性能表示事項に追加し、平成18年4月より住宅性能評価の運
用を開始。

ⅰ

◎平成18年４月、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」等における
取組や、近年の防犯設備の普及状況等を踏まえ、「共同住宅に係る防犯上の留意事項」及び「防
犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」を改正し、公表した。

ⅱ

◎平成18年４月、（財）ベターリビング、（財）全国防犯協会連合会及び（社）日本防犯設備協会に
協力し、「防犯優良マンション標準認定基準」を策定した。今後、都道府県において認定制度の実
施を推進し、防犯性に優れた共同住宅の普及を図る。

警察庁
総務省

ⅰ

◎（再掲：第１－１－③－警、総－ⅱ）スクールサポーターの導入に係る経費の措置。

ⅰ

◎平成17年２月に、平成16年中の小学校への侵入事案等、対策の推進状況を公表し、文部科学
省、教育委員会等との緊密な連携のもと、施設面での安全管理の促進、防犯訓練、防犯指導の
推進、通報連絡体制の確立等を推進している。

ⅱ ◎（再掲：第１－１－③－警－ⅵ）スクールサポーターの任務追加と制度の普及推進。

ⅲ

◎（再掲：第１ー１－③ー警ーⅶ）「通学路等における子どもの犯罪被害を防止するための諸対策
について」を発出し、学校等関係機関、地域住民、保護者等と連携した通学路等における子ども
の犯罪被害防止対策の推進等について指示。

⑲　学校等の安全対策の推進

警察庁

警察庁

警察庁
国土交通省

警察庁

⑰　防犯性能の高い建物部品や設備の開発・普及

⑱　防犯に配慮した戸建住宅、マンション等の普及
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省庁名 実施状況施策名

ⅳ

◎（再掲：第１ー１－③ー警ーⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」の発出。

ⅰ

◎平成１８年度において、安全対策に資する、低学年教室や管理諸室等の配置換えに伴う改造
経費、門やフェンス等の設置や改修に要する経費及びその他安全確保に関する必要な工事に要
する経費について補助するため、「公立学校施設における安全管理対策」に５４，８９１百万円の
内数を措置した。

ⅱ

◎平成１８年度において、私立高等学校等施設高機能化整備費補助金等により門やフェンス，
防犯システム等の学校施設の安全管理に必要な工事等に対する補助を実施するため、「私立学
校施設における安全管理対策」に１，６３８百万円の内数を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、各学校の安全管理について、継続的な取り組みを推進するため、地域
ぐるみの学校安全体制整備推進事業、子どもの安全に関する情報の効果的な共有システムに
関する調査研究、防犯教室の推進、学校施設の安全対策推進事業等を総合的実施する「子ども
安心プロジェクト」に係る予算2,592百万円を措置した。

警察庁 ⅰ

◎イモビライザが搭載された盗難自動車の手口分析を行い、その分析結果を、より盗難被害に
遭いにくい装置の開発に資するため（社）日本自動車工業会に提供している。

ⅰ

◎平成１６年５月に、自動車盗難情勢についてとりまとめるとともに、自動車盗難等防止に関する
官民合同プロジェクトチームにおいて、イモビライザの効果検証を行ったほか、「イモビライザ等
盗難防止装置の装着義務付けの検討」等を内容とした自動車盗難等防止行動計画の改定を
行った。同プロジェクトチームにおいて、引き続きイモビライザ等盗難防止装置の義務付けの検
討を進めている。

ⅱ

◎平成17年４月に、自動車盗難等防止に関する官民合同プロジェクトチームにおいて、「防盗性
能評価制度導入の検討」を内容とした自動車盗難等防止行動計画の改定を行い、検討を進めて
いる。

国土交通省 ⅰ

◎運輸支局等は、平成１３年１２月から登録事項等証明書交付及び自動車検査証再交付の際、
また平成１７年１月から開始した二輪の小型自動車の検査記録事項等証明書交付の際に、運転
免許証等の提示を求めて申請者等の本人確認を実施している。また、平成１５年８月から自動車
の保管場所の確保等に関する法律等を悪用した不正な登録（いわゆる車庫とばし）が行われな
いよう厳格な審査を行っている。

警察庁
国土交通省

ⅰ

◎平成１６年５月に、自動車盗難等防止に関する官民合同プロジェクトチームとして、自動車盗難
等防止行動計画の改定を行い、登録事項等証明書の交付等に当たっての厳格な運用に努める
とともに、検査登録の審査業務を通じた不審案件への対応機能を強化している。

２　犯罪防止に有効な製品、制度等の普及促進
①　自動車盗難防止装置の普及

警察庁
経済産業省
国土交通省

文部科学省

②　道路運送車両法に基づく審査、検査等の厳格な運用
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省庁名 実施状況施策名

国土交通省 ⅰ
◎平成１６年９月から、封印を引き抜こうとすると上部が円形に切り取られ、再使用できなくなる新
型封印の導入を開始した。

警察庁
国土交通省

ⅰ

○平成16年5月に、自動車盗難等防止に関する官民プロジェクトチームにおいて、自動車盗難等
防止行動計画の改訂を行い、ナンバープレートの盗難及び悪用の防止等について検討を進めて
いる。

警察庁 ⅰ

◎平成18年度予算において、盗難自動車の発見や自動車を利用した重要犯罪の捜査に活用す
るため、自動車ナンバー自動読取システムの整備等に要する経費（3,070百万円）を措置した。

国土交通省 ⅰ
◎平成１６年４月から、盗難にあったナンバープレートについては再交付を行わないよう運輸支局
等に徹底している。

ⅰ

◎古物営業法施行規則の一部を改正する規則が平成17年１月１日から施行され、都道府県公
安委員会の承認を受けた法人その他の団体（盗品売買等防止団体）に対し、都道府県公安委員
会が盗品等に関する情報の提供を行っている。

ⅱ

○自動車盗難等防止に関する官民プロジェクトチームにおいて、盗難車両の売買防止等に資す
るよう、盗難車両に関する情報を警察部外に提供する仕組みについて、検討を進めている。

ⅰ
◎平成１６年７月から、盗難自動車の情報を国土交通省に提供している。（警察庁）

ⅱ

◎平成１６年７月より、警察庁から盗難自動車情報の提供を受け、これを自動車登録検査業務電
子情報処理システムに記録し、盗難車の不正な登録の防止に努めている。（国土交通省）

警察庁
財務省

ⅰ

◎盗難自動車の不正輸出の防止を推進するため、盗難自動車の情報を警察庁から財務省（税
関）へ提供している。

警察庁
総務省
法務省

ⅰ

◎警察庁、法務省において総務省と協議し、刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照
会には回答義務があることを確認した上で、各市町村が有する原動機付自転車に関する所有者
情報については、回答しても地方税法上の守秘義務違反には当たらない旨の解釈を明確にし、
17年3月、総務省から各地方団体へ所要の通知をした。

ⅰ
◎関係機関が実施する自動二輪車、原動機付自転車盗難の調査・研究などについて、犯罪情報
を提供するなどの協力を図ることで、盗難防止対策を推進している。

ⅱ
◎（再掲：第１－２－⑤－警－ⅰ）盗品売買等防止団体に対する都道府県公安委員会による盗
品等に関する情報の提供。

警察庁
国土交通省

警察庁

警察庁

④　自動車ナンバー自動読取システムの整備活用

③　ナンバープレートの盗難及び悪用の防止

⑤　盗難車両に関する情報共有の推進・効率化

⑥　自動二輪車・原動機付自転車の盗難の防止
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ

◎（社）全国二輪車安全普及協会等と連携し、自動二輪車、原動機付自転車販売店の協力を得
て、利用者に対する広報啓発のほか、グッドライダー・防犯登録の登録率向上を図っている。（登
録率H15.10  14.3→H18.4  21.9）

ⅰ
◎市町村が撤去した放置自転車についての市町村からの照会に対する情報提供の迅速・効率
化について、都道府県警察を指導をしている。

ⅱ
◎各都道府県警察において、自転車軽自動車商協同組合、防犯協会等と連携し、自転車販売
店の協力を得て、防犯登録の登録率の向上を図るための広報啓発等の取組みをしている。

ⅰ

◎平成16年4月、日本自動販売機工業会による、自販機販売業者等を対象に自販機堅牢化基
準のポイントを示した「自販機の破壊・盗難防止（ブロック・ザ・自販機ねらい！）」と題するリーフ
レットの作成に関し、犯罪情報を提供するなどの協力をし、破壊・盗難に強い自販機の普及を推
進している。

ⅱ

◎平成８年８月に自動販売機工業会が自動販売機荒し等の犯罪行為を未然に防止する自動販
売機の堅牢化に関する技術基準を制定し、新たに製造する自動販売機に適用。技術基準につい
ては、自動販売機荒し等の実態調査を踏まえ、その後、二度の改訂を実施。（直近では平成１５
年３月）。その後に製造された自動販売機に順次適用しているところ。

ⅲ

◎警視庁（平成16年12月から）、愛知県警（平成17年8月から）、大阪府警（平成18年3月から）と
（社）全国清涼飲料工業会、日本自動販売機工業会、（社）日本たばこ協会が連携し、両警察管
内の自動販売機ねらいが多発している地区において、「自販機犯罪通報システム」の試験的運
用を行っている。さらにその運用結果を踏まえ、全国への展開を検討しているところ。

警察庁 ⅰ

◎経営者等による自主防犯対策としての防犯カメラ等防犯設備の設置、警備員の配置等が一層
推進されるよう、都道府県警察において防犯指導を強化している。また、学校等と連携した少年
に対する指導、処分先となる新古書店に対する本人確認の励行の指導等の対策を推進してい
る。

経済産業省 ⅰ

◎書籍、レコード、CD、DVDの万引きに対応するため、平成１６年度、書籍業界並びにレコード、
CD、DVD業界が無線ＩＣタグ技術を活用し、販売店における未会計の商品の持ち出しや中古業者
における未会計の書籍の持ち込みを検知することができるモデルシステムの実証実験を行った。

ⅰ ◎通貨偽造防止等の観点から、通貨の発行当局、業界団体等と継続的な情報交換を行ってい
る

ⅱ

◎平成16年11月１日の新しい日本銀行券の発行に際し、日本銀行と連携し、コンビニエンススト
ア・スーパーマーケット、鉄道、航空、タクシー会社等の業界団体に対し、新しい日本銀行券の特
徴の周知と通貨の授受の際における真贋の確認励行並びに偽造日本銀行券発見時の早期通
報を要請した。

⑦　自転車の盗難の防止と被害回復の促進

警察庁

警察庁
経済産業省

⑧　自動販売機荒し対策の推進

⑩　クレジットカード、通貨、公文書等の偽造・変造対策の推進

⑨　万引きの防止
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ

◎全国クレジットカード犯罪対策連絡協議会等と協力し、啓発のためのポスター、ステッカー及び
チラシの作成による加盟店及び会員への注意喚起、不正使用対策の検討等を実施するととも
に、クレジットカードの偽造・変造事犯等の取締りを強化している。

ⅳ

◎平成16年12月６日、金融機関関係団体に対して、キャッシュカードのＩＣカード化の普及促進、
ＡＴＭにおける取引額の制限等を、クレジットカード関連団体に対してクレジットカード等のＩＣカー
ド化等の推進、加盟店に対する被害の防止のための活動の推進等を、それぞれ要請した。ま
た、平成17年２月22日、金融機関関係団体に対して、ＡＴＭにおける払出回数の設定等を要請し
た。

ⅴ

◎平成17年11月11日、金融機関の現金自動預入支払機(ATM)に隠しカメラやスキマーが取り付
けられた事案を認知したことから、金融機関関係団体に対して、ATM機器及びその周辺の点検
並びに利用者への注意喚起の呼び掛けなどを要請した。

ⅵ

◎警察庁のホームページに、「にせ札（偽造日本銀行券）にご注意」（平成17年１月21日）、「偽造
新500円貨にご注意」（平成17年２月９日）を掲載し、注意喚起を行っている。

ⅶ

◎平成１８年度予算において、通貨偽造対策のため、通貨偽造発見届出者に対する協力謝金に
係る経費（17百万円）を措置した。

ⅷ
◎平成17年度予算で全国の都道府県警察に偽造クレジットカード犯罪対策用の「携帯用カード
データ収集機」を配分し、積極かつ適正な活用を図っている。

経済産業省 ⅰ
◎クレジットカードの不正利用及び偽造による犯罪被害防止のため、クレジット関係業界に対し、
クレジットカードのＩＣカード化及びＩＣカードの受け入れのためのインフラ整備を推進するよう要請
してきている。

ⅰ

◎平成１６年１２月末から偽造旧１万円券が大量に発見された状況を受けて、財務省、警察庁及
び日本銀行の関係部局長の連名で、日本自動販売機工業会等に対して、新券の流通促進によ
る偽造銀行券の抑制の観点から、現金取扱機器における新券対応の促進について、平成１７年
１月、協力要請を行った。

ⅱ
◎日本銀行が、平成１７年９月、新型の自動銀行券鑑査機を導入。また、平成１７年１１月、偽造
防止のポスター約１２万枚を全国の金融機関、財務局、税関、税務署等に配布した。また、この
ポスターを財務省の広報誌に掲載した。

ⅲ
○新券の流通促進による偽造銀行券の抑制に向けて、財務省、警察庁及び日本銀行が相互に
協力して情報交換を行うとともに、関係業界等との連携強化を図る。

警察庁

財務省
警察庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅳ ○偽造通貨に関する政府広報（新聞・モバイル端末・電子掲示板）を７月に行う予定である。

ⅰ

◎平成１７年１月末から偽造新５００円貨が３都県（福岡、熊本、東京）の郵便局等において大量
に発見されたことを受けて、財務省、警察庁、金融庁、日本銀行等で構成された「偽５００円貨に
係る関係省庁等連絡会議」での検討を踏まえ、財務省、警察庁及び金融庁は各般の施策をとり
まとめ、平成１７年３月、偽造対応策を発表した。

ⅱ

◎上記施策を踏まえ、
　①捜査当局等への連絡の迅速化
　②造幣局による鑑定作業の迅速化（平成１７年度の造幣局鑑定枚数は、１１，０２９枚と昨年の
約２．３倍。）
　③新５００円貨のクリーン化（新品貨幣の支払は、４７２百万枚と昨年の約１．３倍増。）
　④税関における偽貨の密輸取締りの強化
　⑤広報・注意喚起の徹底
を実施した。

ⅲ
◎平成１８年度において、５００円貨のクリーン度を向上させるための経費を含む予算（貨幣製造
費：１９，３５０百万円）を措置した。

ⅰ
◎警察庁、金融庁及び全国銀行協会による会議を開催するなどし、偽造キャッシュカード等によ
る被害防止のための対策を検討している。

ⅱ
◎金融庁、警察庁のホームページに、「あなたのキャッシュカードが狙われています」（平成17年
10月14日）を掲載し、注意喚起を行っている

ⅲ
◎平成１７年１２月から警察庁、金融庁及び金融機関関係者による金融機関防犯連絡協議会を
設置し、金融機関の防犯対策全般について情報交換及び協議を行っている。

ⅳ

◎平成１８年３月から、金融庁、警察庁、各金融関係団体による「情報セキュリティに関する検討
会」を開催し、偽造・盗難キャッシュカード問題を始めとした金融機関の情報セキュリティについて
検討を行っている。

ⅰ

◎偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループにおいて、偽造キャッシュカード被害に対
する補償のあり方について、平成17年3月31日に中間とりまとめを公表し、同年６月２４日、偽造・
盗難キャッシュカード被害発生の被害発生の予防策、被害拡大の抑止策等を中心とする最終報
告書を公表した

ⅱ

◎偽造キャッシュカード預金者保護法の成立を受け、カード規定試案の速やかな改定、国会審議
等を踏まえた被害の補償のあり方についての参加金融機関への周知、顧客への広報活動につ
いての的確な対応を取るよう、各金融関係団体に要請を行った。（平成１７年８月１０日）

ⅲ
◎偽造キャッシュカード問題に関する実態調査を行い、その結果を平成１７年１０月１４日に公表
した。

金融庁

警察庁
金融庁

財務省
警察庁
金融庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅳ
◎偽造・盗難キャッシュカード問題に関する金融機関への監督手法について、監督指針に記載し
た。（平成17年10月28日、平成17年12月22日）

ⅴ
◎偽造・盗難キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況について17年12月末時点で
アンケート調査を行い、平成18年２月10日に公表した。

ⅰ

◎警察庁、金融庁及び全国銀行協会による会議を開催するなどし、盗難通帳等による払出し防
止のための対策の検討を実施している。

ⅱ
◎（再掲：第１－２－⑩－警、金－ⅲ）金融機関防犯連絡協議会の設置。

ⅲ ◎（再掲：第１－２－⑩－警、金－ⅳ）「情報セキュリティに関する検討会」の開催。

金融庁 ⅰ

◎盗難キャッシュカードについて、偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループにおいて、
盗難キャッシュカード被害に対する補償のあり方について、平成17年5月13日に第2次中間とりま
とめを公表し、同年６月２４日、偽造・盗難キャッシュカード被害発生の予防策、被害拡大の抑止
策等を中心とする最終報告書を公表した。

ⅰ
◎金融機関等に対し、適切に口座の利用停止等の措置が講じられるよう申し入れを実施してい
る。

ⅱ ◎犯罪に使用された預金口座に対しては、迅速な口座凍結を依頼するよう都道府県警察に指示
している。

ⅲ

◎平成18年度予算において、振り込め詐欺等の匿名性の高い知能犯罪に対応するため、広域
知能犯罪対策用資機材の整備等に要する経費（53百万円）を措置した。

金融庁 ⅰ

◎当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、当該口座が設置されてい
る金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施している。

ⅰ
◎警察庁、金融庁及び全国銀行協会による会議を開催するなどし、預金口座の不正利用防止の
ための対策の検討を実施している。

ⅱ ◎（再掲：第１－２－⑩－警、金－ⅲ）金融機関防犯連絡協議会の設置。

警察庁
金融庁
法務省

ⅰ

◎議員立法により「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が改正され（平成16
年12月３日成立、同月10日公布、同月30日施行）、預貯金通帳等の売買等が処罰されることとな
り、検察、警察が連携しつつ、同法等の法令を駆使し、預金口座の不正利用の防止に努めてい
る。

ⅰ

◎いわゆるオレオレ詐欺やヤミ金融事犯に対処するため、金融機関に対し、本人確認の徹底を
要請しているほか、万引きした書物の処分先となっている新古書店等についても、本人確認の徹
底を要請している。

警察庁

警察庁
金融庁

警察庁
金融庁

警察庁

⑬　本人確認の徹底

⑫　預金口座の不正利用防止対策の推進

⑪　盗難通帳等による払出し対策の推進
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省庁名 実施状況施策名

ⅱ

◎「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の
防止に関する法律」の制定を受け（平成17年５月５日一部施行、平成18年４月１日全部施行）、被
害拡大防止のための警察署長による契約者確認や携帯電話の違法な譲渡等の取締り等を推進
している。

金融庁 ⅰ

◎平成15年7月の金融団体との会議等において、本人確認の徹底について適切な対応をとるよ
う周知徹底を図ったところであり、引き続き本人確認法の制度、主旨を記載したリーフレットの作
成やホームページへの掲載等、その徹底を図っている。

ⅰ

◎携帯電話事業者各社に対し、プリペイド式携帯電話の販売時における本人確認の徹底につい
て要請を行い、携帯電話事業者各社においては、平成１６年１２月末までに、代理店店頭におけ
る本人確認実施後すぐに使える方式から、事業者において契約者情報を確認後に使用を可能と
する方式に切り替えた。

ⅱ

◎総務省は携帯電話事業者各社等と協議を行い、携帯電話事業者各社においては、平成１７年
４月から、すべてのプリペイド式携帯電話について、その契約者情報を確認・登録し、契約者の確
認ができない場合には利用を停止するという運用を行い、平成１８年３月３１日までに契約者情報
の確認・登録を完了し、契約者を確認できなかった約３０万回線について利用停止措置を講じ
た。

ⅲ

◎平成１７年４月に、犯罪に利用されることの多い匿名の携帯電話を排除するため、「携帯音声
通話事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関す
る法律」（平成１７年法律第３１号）が成立し、平成１８年４月１日から全面施行されている。この法
律においては携帯電話・PHS事業者に対して契約締結時・譲渡時の本人確認義務を課すととも
に、携帯電話・ＰＨＳの無断譲渡・匿名貸与営業等の行為を処罰の対象としている。総務省は、
周知及び適切な運用に努めていく。

ⅳ
◎平成１８年度予算において、インターネット上の違法・有害情報、匿名性の高い携帯電話を利
用した犯罪、ファーミング等の新たな手口の横行等、電気通信サービスの不適正利用に関する
実態調査・分析強化のため、１７百万円を措置した。

ⅰ ◎ガソリンの適正販売等について、関係業界団体等に要請した。

ⅱ
◎平成17年３月、都道府県警察に対し、爆発物製造に用いられるおそれのある物質の適正な管
理等に関する指示を行った。

ⅲ

◎平成17年７月、都道府県警察の危険物業務、毒劇物事犯を担当している警察官及び警察職
員を対象に、危険物事犯や毒劇物事犯捜査に必要な知識・技能の習得及び警察で運搬届出事
務を行っている原子炉等規制法、放射線障害防止法、化学兵器禁止法の基礎知識を習得させる
ため、集合教養を実施した（15日間）。

ⅳ
◎毎年11月中、関係省庁に協力を求め、危険物運搬車両に対する指導取締りを集中的に実施し
ている。

警察庁

警察庁

総務省

⑭　犯罪に用いられるおそれのある各種物質の管理の徹底等
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省庁名 実施状況施策名

　
消防庁

ⅰ

◎事業所・一般家庭においてガソリンを詰め替え、又は運搬を行う場合には消防法令に適合した
容器を用いて行うことを周知する通知（「給油取扱所におけるガソリンの詰め替え行為について
（平成１５年９月１９日付け消防危第１０１号）」）を都道府県・市町村宛発出した。

ⅰ

◎平成１８年度、独立行政法人日本原子力研究開発機構において、監視装置や出入管理装置、
伝達及び表示装置、侵入防止用フェンスなどの核物質防護設備の更新や維持管理・点検保守等
を行い、昨年の改正炉規法の施行も踏まえ、厳重な核物質防護措置を実施する。また、核不拡
散上機微な物質を取り扱っている施設につき、施設内の核物質の監視等や保障措置（IAEAへの
活動状況の報告等）、核燃料物質の計量管理等を行っている。

ⅱ
◎平成１８年度において、核物質防護に係る施設設計の基礎となる想定脅威に基づき、効果的・
効率的に国内の核物質防護体制を整備・強化するための調査を実施。

ⅲ

◎平成１８年度、放射性同位元素のセキュリティ確保に係る対応として、放射性物質セキュリティ
専門官（１名）及び放射線源管理係長（１名）、放射性同位元素の登録システムの整備に係る調
査委託費（７百万円）を措置した。

ⅰ

◎薬事・食品衛生審議会において平成17年9月に健康有害性を有する3物質を劇物に指定する
ことが適当な旨の答申を受け、平成18年4月21日に新たに当該物質を劇物に指定する政令を公
布した。

ⅱ
◎毒物・劇物の指定及び流通・保管・管理等の推進を図るために、平成18年度において毒物劇
物取締法施行費１２百万円が措置された。

ⅰ
◎化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（以下化学兵器禁止法という）に定める
特定物質の製造・使用を行う事業者等に対し、同法第３３条に定める立入検査を実施している。

ⅱ
◎化学兵器禁止法に定める特定物質・指定物質の製造・使用を行う事業者等に対し、米軍等に
よるイラク攻撃に際してなど折に触れて通知・依頼を行い、管理の徹底を図っている。

ⅲ
◎平成１８年１月に民間企業等の病原性微生物、毒素の保有・管理状況の調査を定期的に行う
とともに、適切な管理を要請したところ。

ⅳ

◎平成１８年度において、化学兵器禁止条約に定める化学物質についての分析能力向上、化学
兵器禁止条約締約国における化学物質の製造・使用等の規制について調査・研究のため予算３
１１,１９４百万円を確保。

ⅴ

○サリンやホスゲンに代表されるような化学剤による特殊災害（化学剤を用いたテロやプラントの
人為的な爆発などによる化学剤漏出による災害）に対応するべく、国内外において対策に用いら
れる装備等に係る検討を行うことを目的として、有識者・関係省庁を集めて検討委員会を実施し
ている。

文部科学省

厚生労働省

経済産業省
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省庁名 実施状況施策名

国土交通省 ⅰ

◎平成１８年２～３月に放射性物質の輸送業務に係わる作業従事者等に対し放射性物質に関す
る基礎知識及び輸送に関連する規則、知識等の徹底を図るとともに輸送管理者等に対する専門
的知識の徹底を図るため講習会を開催した。

総務省 ⅰ
◎平成１６年１月、電波法第１１０条の無免許で無線局を開設し、又はそれを運用することに対す
る罰金の上限額を５０万円から１００万円に改正した。

警察庁
総務省
海上保安庁

ⅰ

◎毎年6月に電波利用保護旬間を設け 、電波利用に関する周知・啓発活動を集中的・重点的に
行うとともに、不法無線局の取締りを強化することとしている。

ⅰ

◎平成17年12月、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「犯罪被
害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、刑事手続における被害者対策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ
◎平成18年４月、犯罪被害者等施策推進会議の下に、犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた
施策の実施状況の検証・評価・監視を行う「基本計画推進専門委員等会議」を設置した。

ⅳ
○本年中に、平成17年度に政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての年次報告を国
会に提出する。

ⅰ

◎「被害者の手引」の配布、被害者連絡制度による情報提供を実施しているほか、性犯罪事件
捜査における女性警察官の活用、被害者用事情聴取室の整備、指定被害者支援要員による付
き添い支援等、捜査過程における被害者の負担を軽減するための施策を推進している。

ⅱ

○平成18年度予算において、被害者の二次的被害の防止・軽減を図るための被害者対策用車
両の増強等に係る経費(116百万円)を、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(155百万円)
及び遺体搬送等に係る経費(110百万円)を措置した。

ⅲ
◎平成18年度予算において、犯罪被害者の保護のため、刑事手続における被害者対策に係る
経費（14百万円）を措置した。

ⅰ

◎被害者等通知制度により，被害者等に①事件の処理結果などの通知②受刑者の出所情報の
通知③再被害防止等のため，受刑者の釈放予定に関する情報の通知をしている。

ⅱ

◎民事訴訟等において被害回復の権利行使に必要と認められる場合の不起訴記録の弾力的な
開示をしている。

警察庁

３　犯罪被害者の保護

内閣府

①　刑事手続における被害者対策の推進

法務省

⑮　重要無線通信妨害対策の推進
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ
◎更なる被害者等のための施策の在り方を検討するため，平成１５年９月，「犯罪被害者のため
の施策を研究する会」を設置して調査・研究を進めている。

ⅳ
○昨年１２月に決定した「犯罪被害者等基本計画」を受け，更生保護官署が，保護司との協働態
勢の下，犯罪被害者等に対して刑事裁判終了後の加害者の情報を提供する等の新しい施策に
つき検討中。

ⅰ
◎被害者への刑事手続きの概要説明、捜査の過程その他被害者等の救済、不安の解消に資す
ると認められる事項（捜査状況、被疑者の逮捕及び送致状況）の通知を行っている。

ⅱ
◎性犯罪捜査時における、被害者の心情に配慮した捜査活動（例：女性海上保安官による事情
聴取）を実施している。

ⅲ ◎部署における事情聴取について、被害者の心情に配慮した事情聴取室を確保し実施してい
る

ⅳ
◎平成１８年度において、犯罪被害者の遺族の新たな経済的・精神的負担を軽減するため、司
法解剖後の遺体搬送費等（0.5百万円）を措置した。

ⅴ

◎平成１８年度において、被害者への刑事手続や法的救済措置等の概要、海上保安庁の被害
者対策などを被害者に周知するため、リーフレット作成費（0.1百万円）を措置した。

ⅰ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、被害者等に対する支援等に係る施策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

ⅴ
◎平成18年３月、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議を開催し、地方公
共団体に対して、国における犯罪被害者等施策の進行状況について紹介するとともに、犯罪被
害者等に関する適切な情報提供等を行う総合的な対応窓口の設置等について要請した。

ⅵ
◎平成18年度において、各種犯罪被害者等支援機関の連携の現状を把握し、犯罪被害者等に
対する効率的な支援のためのネットワークを検討するための経費（９百万円）及び犯罪被害者団
体等同士の連携促進を図るポータルサイトの構築経費（８百万円）を措置した。

ⅶ

◎平成18年４月、犯罪被害者等基本計画に基づき、犯罪被害者等に対する経済的支援制度の
在り方、支援のためのネットワークづくり及び民間団体に対する財政的援助の在り方をそれぞれ
検討するため、有識者及び関係府省庁職員からなる３つの検討会を立ち上げた。いずれも平成
19年末を目途に結論を出すべく、現在検討を進めている。

ⅷ

◎犯罪被害者支援組織を含む民間非営利団体からの特定非営利活動促進法に基づく法人格の
取得申請に対し、適切な対応を行うための施行体制の整備等を図っている。

内閣府

海上保安庁

②　被害者等に対する支援等の推進
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省庁名 実施状況施策名

ⅸ
◎平成18年度において、特定非営利活動促進法の施行体制の整備等を図るため、予算174百万
円を措置した。

ⅰ

◎　犯罪被害給付制度を適正に運用したほか、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有
する職員の配置を推進するとともに、関係機関や民間被害者支援団体等との連携に努めるな
ど、被害者の様々なニーズに対応するための施策を推進している。

ⅱ

◎平成16年10月、「組織犯罪対策要綱」を発出し、暴力団犯罪の被害者等の被害回復を図るた
め、都道府県暴力追放運動推進センターや弁護士会と連携し、暴力団員等を相手方とする損害
賠償請求訴訟等に対する支援に努めることとした。

ⅲ
◎平成16年８月、「児童買春に係る被害児童に対する立直り支援の強化について」を発出し、児
童買春に係る被害児童の立直り支援の措置について指示した。

ⅳ

◎平成17年２月、「学期末・新学期における少年の非行・犯罪被害の防止と有害環境の浄化対
策の推進について」を発出し、街頭補導等を通じた福祉犯被害少年の早期発見・保護とともに、
再被害防止や立直り支援の推進について都道府県警察に指示した。

ⅴ

◎平成18年度予算において、被害者やその遺族に対して経済的・精神的に支援するため、新た
に重傷病給付金の支給範囲等の拡大するなど犯罪被害給付制度の運用等に係る経費(1,494百
万円)を措置した。

ⅵ
◎平成17年７月、「秋の家出少年及び福祉犯被害少年等の発見保護活動の強化について」 を発
出し、街頭補導等を通じた福祉犯被害少年の早期発見・保護の推進等について都道府県警察に
指示した。

ⅶ

◎平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画への対応について」を発出し、犯罪被害者等基本計
画の推進に当たり、被害少年に対する継続的な支援等被害者対策の着実な実施と充実を都道
府県警察に指示した。

ⅷ
◎（再掲：第１ー１－③ー警ーⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、福祉犯被害少年の早期発見・保護等について指示。

ⅸ
◎平成18年度予算において、少年福祉犯罪対策打ち合わせ会議等に係る経費、被害少年カウ
ンセリングアドバイザー謝金等に係る経費等（118百万円）を措置した。

ⅹ
◎平成18年度予算において、児童虐待等の被害から少年を守るための被害抑止対策の充実強
化に係る経費（14百万円）を措置した。

ⅹⅰ

◎平成18年４月、「少年指導委員制度の運営に係る留意事項について」を発出し、少年の健全な
育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対する少年指導委員による援助等について
都道府県警察に指示した。

ⅹⅱ

◎平成18年５月、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対する少年
指導委員による助成等の事項を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律の一部を改正する法律」が施行された。

警察庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎被害者支援員が全国の地方検察庁に配置されており，被害者からの相談への対応及び各種
情報提供，法廷への案内・付添い，被害者支援機関等との連絡調整などを実施しているが，平
成１６年４月からは，大規模庁に常時複数名を配置するなどの態勢の強化に努めている。

ⅱ ◎全国の地方検察庁に被害者ホットラインを設置している。

ⅲ ◎平成１８年度において、被害者対策の推進を図るため，２３６百万円を措置した。

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－法ーⅳ）更生保護官署による，加害者の情報提供等の新しい施策につ
き検討中

ⅰ
◎（再掲：第１－１－⑲－文－ⅲ）事件、事故後の心のケアの問題等への取組に係る予算を措置
した。

ⅱ

◎平成１８年度において、教育相談体制を一層充実させるため、各都道府県・指定都市が、ス
クールカウンセラーを活用する際の諸課題についての調査研究事業を行うために必要な経費の
補助を実施する「スクールカウンセラー活用事業補助」に係る予算(4,217百万円）を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、小学校段階における不登校や問題行動などの未然防止・早期発見の
ため、「子どもと親の相談員」を配置するとともに、生徒指導体制の充実や関係機関との連携を
推進する「生徒指導推進協力員」を配置するための予算（５００百万円）を措置した。

厚生労働省 ⅰ

◎精神保健福祉センター、保健所等において、精神科医師、精神保健福祉士等が犯罪被害者を
含む心のケアが必要な方々に対して精神保健福祉相談を行っている。

ⅰ
◎「被害者支援連絡協議会」へ参画し、被害者支援ネットワークの構築に寄与している。

ⅱ ◎（再掲：第１－３－①－海－ⅲ）被害者の心情に配慮した事情聴取室を確保

ⅲ

◎部署等において、職員を「犯罪被害者対策主任者」として指定し、犯罪被害者等に対する支援
を実施している。

ⅰ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、犯罪被害に対する啓発活動に係る施策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

ⅴ
◎犯罪被害者等に対する国民の理解を喚起させるため、犯罪被害者等基本計画紹介パンフレッ
ト及びポスターを作成・配布した。また、同パンフレット及びポスターは、より広範な国民の目に触
れるよう、内閣府ホームページにも掲載している。

海上保安庁

法務省

文部科学省

③　犯罪被害に対する啓発活動の推進

内閣府
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省庁名 実施状況施策名

ⅵ

○平成18年度において、犯罪被害者等に対する国民の理解を深め、適切な配慮や協力がなされ
る社会を形成するため、パンフレット・ポスター等の啓発資料の作成経費（５百万円）及びシンポ
ジウム等の開催経費（19百万円）を措置した。

ⅰ

◎職員に対して、被害者の立場・心情への配慮や具体的対応の在り方等についての教育を推進
するとともに、民間被害者支援団体と連携しての広報啓発活動を実施したほか、広報用パンフ
レット、ポスター、犯罪被害者対策広報用ホームページ等による広報啓発を推進している。

ⅱ
○平成18年度予算において、被害者対策について広報するため、広報用パンフレット「警察によ
る犯罪被害者支援」の作成等に係る経費(11百万円)を措置した。

ⅲ
◎平成18年度予算において、女性被害者犯罪防止対策経費等及び相談業務専科に係る経費
（37百万円）を措置した。

法務省 ⅰ

◎刑事手続や被害者等通知制度，犯罪被害者保護のための二法等を分かりやすく説明した被
害者向けパンフレットを作成し，検察庁や警察署等において被害者に配布するとともに，法務省
ホームページにも掲載している。

文部科学省 ⅰ
◎（再掲：第１－１－⑲－文－ⅲ）事件、事故後の心のケアの問題等への取組に係る予算を措置
した。

ⅰ

◎　精神保健福祉センター、保健所、医療機関等の医師、保健師、精神保健福祉士等に対して、
ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）専門家の養成研修等を実施している。さらに、各都道府県・指
定都市・中核市等へ研修修了者名簿を提供し、人材の有効活用を図っている。

ⅱ ◎平成１８年度において、ＰＴＳＤ対策のため、ＰＴＳＤ対策事業費（１５百万円）を措置した。

ⅲ ○平成１８年度において、引き続きＰＴＳＤ専門家養成研修を実施予定。

ⅰ ◎新たに採用した職員に対し、犯罪被害者の人格の尊重を含め、人権に関する教育を実施して
いる。

ⅱ
◎海上保安官に対する各種階層別研修において海上保安業務に関する行政と法と人権の関わ
りを教授し犯罪被害者等への配慮を推進している。

ⅲ

○犯罪被害者等支援に関する一層の意識向上を図るため部内通達を発出したほか、平成18年
度末までに職員向けのマニュアルを作成・配布することとしている。

ⅳ
◎海上保安庁が実施する犯罪被害者等のための施策を海上保安庁ホームページを活用して周
知した。

ⅴ ◎（再掲：第１－３－①－海－ⅴ）平成18年度において、リーフレット作成費を措置

ⅰ
◎（再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、被害者等の安全確保に係る施策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

警察庁

海上保安庁

厚生労働省

④　被害者等の安全確保

内閣府
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省庁名 実施状況施策名

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

ⅰ
◎被害者との連絡を密にし、必要な助言を行うとともに、状況に応じて自宅や勤務先における身
辺警戒やパトロール等を強化したり、緊急通報装置を貸し出すなどの再被害防止措置を推進し
ている。

ii
◎平成16年10月、「組織犯罪対策要綱」を発出し、暴力団犯罪等の被害者等に対する危害行為
を防圧するため、暴力団・暴力団関係企業・暴力団員等の動向を十分に把握し、的確な保護対
策を実施することとした。

iii
◎平成18年度予算において、暴力団犯罪等の被害者等に対する危害行為を防圧するため、保
護対策等に係る経費（54百万円）を措置した。

法務省 ⅰ
◎検察当局において，被害者等への報復等を動機とする犯罪など，被害者等の安全を脅かす犯
罪について，厳正な処罰の実現に努めている。

ⅰ
◎被害者の氏名等を推知されるような事項を被疑者その他の関係者に告げないよう配慮してい
る。

ⅱ
◎必要に応じ、部署と被害者等との緊密な連絡体制を構築する等、被害者等の安全確保策を講
じている。

ⅰ
◎（一部再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、ストーカー対策、配偶者からの暴力対策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

ⅴ

◎女性に対する暴力に関する専門調査会及び女性に対する暴力に関する関係省庁課長会議の
開催並びに女性に対する暴力をなくす運動をはじめとする広報啓発活動、女性に対する暴力に
関する調査研究、ホームページを通じた配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報提供等を
実施している。

ⅵ

◎平成18年度において、地方公共団体との連携強化、広報・啓発活動の強化、配偶者からの暴
力に関する実態等の調査研究、配偶者からの暴力の被害者支援情報サイトの更新等のため、
女性に対する暴力に関する調査等経費（63百万円）を措置した。

ⅰ

◎ストーカー事案や配偶者からの暴力事案に対しては、「女性・子どもを守る施策実施要綱」等に
基づき、刑罰法令に抵触する事案については、被害者の意思を踏まえ、検挙等の措置を講ずる
とともに、抵触しない事案についても、適切な自衛・対応策の教示、関係機関の紹介、相手方へ
の指導・警告などにより、事案に応じた適切な措置を講ずるよう努めている。

ⅱ
◎被害者保護のための住民票の閲覧や写しの交付の制限の在り方についてのガイドラインに基
づき、平成16年５月、市町村との連携確保の在り方等について、都道府県警察に対し指示した。

警察庁

警察庁

内閣府

⑤　ストーカー対策、配偶者からの暴力対策の推進

海上保安庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ

◎平成17年11月、迅速な警告等ストーカー行為等に関する法律の適正な運用について都道府
県警察に指示した。

ⅳ
◎平成18年度予算において、ストーカー対策関連マニュアル等及びストーカー実務担当者専科
に係る経費（９百万円）を措置した。

総務省 ⅰ

◎総務省において、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳
閲覧、写しの交付に係るガイドライン研究会｣を、平成１５年１１月から開催し、平成１６年３月、研
究会において報告書を作成した。総務省は、平成１６年５月３１日に、当該報告書に基づき、省令
及び事務処理要領の改正を行った。これらに基づき、平成１６年７月１日より、地方公共団体にお
いて統一的に支援措置が講じられた。

法務省 ⅰ
◎検察当局において，受理したこれら事案について，厳正な捜査及び処理を行っている。

厚生労働省 ⅰ

◎平成１８年度において、配偶者からの暴力への対策を推進するため、婦人相談所（一時保護
所）における同伴乳幼児の対応職員及び心理療法担当職員の配置、一時保護委託の実施につ
いては、婦人保護費（2,087百万円)の中で、休日・夜間電話相談事業の実施については児童虐
待・ＤＶ対策等総合支援事業(1,783百万円)の中で、また母子生活支援施設への心理療法担当職
員の配置や広域入所の促進にかかる費用については、入所施設措置費等(72,501百万円)の中
で措置した。

ⅰ

◎平成１６年３月には、子どもも接近禁止命令の対象とするなど保護命令制度の充実等を内容と
する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正案が議員提案により国
会に提出され、同年５月に成立し、同年12月に施行された。

ⅱ

◎平成16年11月には、一部改正された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律」に基づく国家公安委員会規則である「配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための
警察本部長等の援助に関する規則」を制定した。被害者から援助の申出を受けた場合には、必
要な援助を実施している。（平成17年中の援助件数：3,519件）

ⅲ

◎平成１６年１２月に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、
主務大臣（内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣）は、「配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」を策定した。なお、同法の
規定により設置されている配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力に係る相談、
一時保護、自立支援等の業務を実施している。（平成16年度の一時保護件数：4,535件）

ⅰ
◎（一部再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、児童虐待への的確な対応に係る施策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

⑥　児童虐待への的確な対応

内閣府
警察庁
法務省
厚生労働省

内閣府
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ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

ⅰ
◎平成16年１月、「児童虐待に対する適切な対応について」を発出し、児童相談所等の関係機関
とのより一層の連携の強化による児童虐待の早期発見と適切な対応について指示した。

ⅱ
◎平成16年９月、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」を
発出し、児童虐待の早期発見、迅速かつ確実な通告、関係機関・団体との連携の強化等につい
て指示した

ⅲ
◎平成17年６月、平成16年中の被害児童が死に至った児童虐待事件の検挙状況、関係機関の
関与状況等を調査し、調査結果を公表した。

ⅳ

◎平成17年３月、「児童福祉法の一部を改正する法律の施行について」を発出し、要保護児童対
策地域協議会への積極的参加等による関係機関と連携した児童虐待への取組の推進について
指示した。また、関係省庁と「要保護児童対策地域協議会設置・運用指針」を作成し、都道府県
警察へ通知した

ⅴ
◎平成17年６月、平成16年中の被害児童が死に至った児童虐待事件の検挙状況、関係機関の
関与状況等を調査し、調査結果を公表した。

ⅵ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅶ）「犯罪被害者等基本計画への対応について」を発出し、児童虐
待の早期発見等に資する職員への教育等犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた施策を推進す
るよう都道府県警察に指示。

ⅶ ◎（再掲：第１－３－②－警－ⅸ）被害少年カウンセリングアドバイザー謝金等に係る経費を措
置

ⅷ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹ）児童虐待等の被害から少年を守るための被害抑止対策の充
実強化に係る経費を措置。

ⅰ ◎平成17年３月「要保護児童対策地域協議会設置・運用指針」を作成した。

ⅱ

◎平成17年６月現在の「要保護児童対策地域協議会」の設置状況は、全国2,399市町村の4.6%に
あたる111か所で設置済、また、地域協議会に移行前の虐待防止ネットワークは、全市町村の
46.4%にあたる1,113か所で設置済であり、合わせて全国の約半数で協議会又はネットワークが設
置されており、設置の促進が図られている。

ⅲ
◎平成17年11月、「児童虐待防止推進月間」において、関係機関と連携して、児童虐待事案の早
期発見・早期通報についての広報啓発を実施した。

法務省 ⅰ

◎検察当局において，受理したこれら事案について，厳正な捜査及び処理を行っている。

ⅰ

◎平成１８年度において、行政と子育て支援団体等との連携による家庭教育支援の充実を図る
ことを目的として、子育てサポーターの資質向上を図るリーダーの養成や、家庭教育に関する学
習機会の提供等を行うため、「家庭教育支援総合推進事業」に係る予算（９８７百万円）を措置し
た。

警察庁
法務省
厚生労働省
文部科学省

警察庁
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ⅱ

◎平成１８年度において、一人一人の親が家庭を見つめ直し、自信をもって子育てに取り組んで
いく契機となるよう、家庭教育に関する冊子を作成し、厚生労働省との連携のもと母子保健の機
会等を活用して、乳幼児や小学生等を持つ親に配布することを目的として、「家庭教育手帳の作
成・配布」に係る予算（２１３百万円）を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、子育てについて学ぶ余裕がない親等が、いつでも気軽に学習をした
り、子育て情報を入手できるよう、ＩＴを活用した家庭教育支援の試行・検証を行い、より効果的な
支援手法の普及を目的とした「ＩＴを活用した次世代型家庭教育支援手法開発事業」に係る予算
（４４百万円）を措置した。

ⅳ

◎平成１８年度において、早寝早起きや朝食をとるなど、子どもの望ましい基本的生活習慣を育
成し、生活リズムを向上させるための国民運動を展開するため、全国的な普及啓発活動を行うと
ともに、地域ぐるみで子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムの向上のための先
進的な実践活動等の調査研究の実施を目的とした「子どもの生活リズム向上プロジェクト」に係る
予算（１３０百万円）を措置した。

ⅴ

◎平成１８年度において、児童虐待に向けた先進事例の研究成果を全国へ普及させるとともに、
本成果を活用した研修モデルプログラムを作成・試行する「学校等における児童虐待防止に向け
た取組に関する調査研究」に係る予算（１０百万円）を措置した。

ⅵ
◎平成１８年５月に、国内・諸外国の児童虐待防止に向けた先進的取組等を収集・分析した成果
をまとめた「学校等における児童虐待防止に向けた取組について（報告書）」を公表した。

ⅰ

◎平成16年４月、「児童虐待の防止等に関する法律」が改正され、児童虐待の通告義務の範囲
の拡大や児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期するための規定の整備等が行われた。
◎平成16年12月、児童虐待防止対策の充実・強化を図るため、「児童福祉法」を改正し、児童相
談に関する市町村の役割を法律上明確にし、児童相談所の役割を専門性の高い困難な事例へ
の対応や市町村の後方支援に重点化したり、地方公共団体に要保護児童に関する情報交換を
行う協議会の設置を可能にし、その運営に必要な規定の整備等を行った。

ⅱ

◎平成17年度においては、①発生予防体制の充実を図るため、養育が困難になっている家庭に
対する訪問による育児・家事の援助等を行う育児支援家庭訪問事業の推進、②早期発見、早期
対応体制の充実を図るため、児童相談所の機能強化として、新たに夜間・休日を問わず対応す
る「24時間・365日体制整備事業」及び「児童福祉司の任用資格取得のための研修」等を加えた
児童虐待防止対策支援事業の実施、③児童の自立に向けた保護・支援・アフターケアの充実を
図るため、施設の小規模化の推進について、地域小規模児童養護施設の実施や小規模グルー
プケアを行う対象施設の拡大、里親支援の推進について、里親養育援助事業や里親養育相互
援助事業の実施、総合的な自立支援の推進について、自立援助ホームの推進等を行った。

厚生労働省

文部科学省
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ⅲ

◎平成18年度においては、①育児支援家庭訪問事業の強化、（次世代育成支援対策交付金
33,956百万円の内数）②児童相談所等の体制強化（児童虐待・DV対策等総合支援事業1,783百
万円の内数）、③地域小規模児童養護施設の推進（797百万円）や小規模グループケアの推進
（1,576百万円）、施設から里親への委託を推進する里親委託推進事業の創設及び自立援助ホー
ムの拡充等（児童虐待・DV対策等総合支援事業1,783百万円の内数）を措置した。

ⅳ
◎虐待を受けた子どものケアや虐待を行った保護者の指導や支援のあり方等のプログラム開発
等を行う「虐待防止福祉指導専門官（1名）」を措置した。

ⅰ
◎（一部再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、子どもに対する防犯教育に係る施策を含む同計画を適切に推進していく。

ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

総務省
警察庁

ⅰ
◎（再掲：第１－１－③－警・総－ⅱ）スクールサポーターの導入に係る経費の措置。

ⅰ ◎各自治体等において、子どもに対する防犯教室等を開催しており、警察官を派遣するなどして
いる

ⅱ
◎平成18年度予算において、女性・子どもを犯罪から守るための施策等に係る経費（12百万円）
を措置した。

ⅲ

◎広島県及び栃木県の女子児童が殺害される事件を受け、文部科学省と協議の上、平成17年
12月６日「通学路等における子どもの犯罪被害を防止するための諸対策の徹底について」を都道
府県警察に発出し、通学路等における犯罪被害防止を図るよう指示した。

ⅳ ◎（再掲：第１－１－③－警－ⅵ）スクールサポーターの任務追加と制度の普及推進。

ⅴ
◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」の発出。

文部科学省 ⅰ

◎平成１７年度において、防犯教室の開催を推進するとともに、防犯教室の取組を支援するた
め、「学校における防犯教室等実践事例集」や小学校低学年用のリーフレットを作成し、配布し
た。
（再掲：第１－１－⑲－文－ⅲ）子どもに防犯についての訓練等を実施する防犯教室の推進に係
る予算を措置した。

警察庁
総務省

ⅰ
◎平成18年度地方財政計画において、防犯教室・講座の開催に要する経費を措置した。

ⅰ
◎（一部再掲：第１－３－①－府ーⅰ）平成17年12月、「犯罪被害者等基本計画」を策定。

ⅱ ◎今後、被害児童へのメンタルサポート等に係る施策を含む同計画を適切に推進していく。

警察庁

内閣府

内閣府

⑦　子どもに対する防犯教育の推進

⑧　被害児童へのメンタルサポート等の推進
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ⅲ ◎（再掲：第１－３－①－府ーⅲ）平成18年４月、「基本計画推進専門委員等会議」を設置。

ⅳ ○（再掲：第１－３－①－府ーⅳ）平成17年度に講じた施策についての年次報告を国会に提出。

ⅰ
◎（再掲：第１－１－⑲－文－ⅲ）事件、事故後の心のケアの問題等への取組に係る予算を措置
した。

ⅱ
◎（再掲：第１－３－②－文ーⅱ）「スクールカウンセラー活用事業補助」に係る予算を措置。

ⅲ
◎（再掲：第１－３－②－文ーⅱ）平成１８年度において、「子どもと親の相談員」「生徒指導推進
協力員」を配置するための予算を措置。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、少年非行防止・保護対策
を行うための推進体制の整備等について指示した。

ⅱ
◎平成18年度予算において、少年犯罪及びぐ犯少年対策に係る経費、触法少年・ぐ犯少年に係
る事件の調査体制の充実強化に係る経費（15百万円）を措置した。

ⅰ
◎検察当局において，少年事件及び少年の福祉に関係する事件を重点的に担当する少年係検
事等を指名し，これらの事件の処理に十全を期している。

ⅱ
◎平成１８年度において，少年院の教育処遇体制の充実強化等及び少年鑑別所の観護処遇体
制の充実強化のため，少年院３１人，少年鑑別所１８人の増員及び３３，６０２百万円を措置した。

ⅰ
◎平成17年５月、「非行少年に係る事案の適正な捜査及び調査の推進について」を発出し、ち密
かつ適正な捜査及び調査の徹底について都道府県警察に指示した。

ⅱ
◎平成17年７月、少年事件のうち軽微なものに関して行っている簡易送致について、その基準を
見直すとともに、簡易送致に係る書類について犯罪捜査規範を改正した。

ⅲ
◎平成18年度予算において、厳正かつ迅速な少年事件捜査の推進のため、鑑定謝金等に係る
経費（２百万円）を措置した。

ⅰ

◎非行事実を十分に解明し，少年に適切な保護を加えるため，検察当局において，所要の捜査
を行った上，家裁に送致するなど，適切な処分を行っている。

ⅱ ◎平成１８年度において，少年犯罪対策の推進を図るため，１，９２３百万円を措置した。

ⅰ

◎平成１７年３月，保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に
関する規定を整備することなどを内容とする「少年法等の一部を改正する法律案」を第１６２回国
会に提出したが，衆議院の解散により廃案となったため，平成１８年２月，第１６４回国会に同法
律案を再提出し，継続審議とされた。

警察庁

第２　社会全体で取り組む少年犯罪の抑止

②　厳正かつ迅速な少年事件捜査の推進

法務省

③　非行少年の保護観察の在り方の見直し

法務省

①　少年犯罪対策のための体制の整備

法務省

警察庁

内閣府

１　少年犯罪への厳正・的確な対応

文部科学省
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ⅱ
◎平成１８年度において，少年保護観察対象者に対する処遇の強化のため，５５百万円を措置し
た。

ⅰ

◎各種協議会や研修等を通じ，教育活動等の充実，職員の指導力向上等を図ることにより，被
収容者一人一人の特性に応じた処遇の個別化を推進し，特に，被害者の視点を取り入れた教育
の充実に努めている。

ⅱ
◎（再掲：第２－１－①－法ーⅱの一部）平成１８年度において，少年院の教育処遇体制の充実
強化等のため，３１人の増員及び２２，３８５百万円を措置した。

⑤　触法少年事案に関する調査権限等の明確化

法務省
ⅰ

◎平成１７年３月，いわゆる触法少年及びぐ犯少年に係る事件について，警察官による調査手続
を整備することなどを内容とする「少年法等の一部を改正する法律案」を第１６２回国会に提出し
たが，衆議院の解散により廃案となったため，平成１８年２月，第１６４回国会に同法律案を再提
出し，継続審議とされた。

ⅰ
◎平成16年12月、「少年非行防止法制に関する研究会」での検討を踏まえ、不良行為少年の補
導手続等の在り方の提言である「少年非行防止法制の在り方について（提言）」を公表した。

ⅱ ◎平成17年度、「修復的カンファレンスモデル事業」を都道府県警察において実施した。

ⅲ
◎平成18年度予算において、再非行抑止等としての「少年対話会」推進体制の充実強化に係る
経費（17百万円）を措置した。

法務省 ⅰ

○政府は，改正少年法施行（平成１３年４月）後５年を経過した場合において，改正後の規定の
施行状況について，事件処理等に係る統計数値等を国会に報告するとともに，その状況につい
て検討を加え，必要と認めるときは法制の整備その他所要の措置を講ずることとされている。今
後も，上記③⑤の点を含め，各方面での議論等を踏まえて所要の対応を図る。

ⅰ
◎少年補導センター機能の充実強化を図るため、センター職員等の知識や能力の向上を目的と
したブロック研修会、都道府県単位での青少年育成関係機関等の連絡調整会議等を引き続き開
催する。

ⅱ
◎平成１８年度において、引き続き青少年育成支援相談活動充実強化事業費（１２４百万）を措
置した。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、街頭補導活動の強化によ
る不良行為少年等の早期発見・早期措置の推進について指示した。

ⅱ ◎（再掲：第２－１－⑥－警－ⅰ）「少年非行防止法制の在り方について（提言）」の公表。

ⅲ
◎平成17年７月、全国で活動している少年警察ボランティアの先進的な少年健全育成活動の取
組事例等を電子教材としてまとめ、警察庁ホームページにて公表した。

警察庁

法務省

⑥　少年法制とその運用上の問題点に関する検討

２　少年の非行防止につながる健やかな育成への取組

内閣府

①　少年補導活動の強化による非行少年の早期発見・
　早期措置

④　少年院における処遇の充実強化
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ⅳ
◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、不良行為少年の発見、補導活動の強化等について都道府県警察
に指示

ⅴ
◎平成18年度予算において、少年補導職員の活動の支援を行うため、少年補導職員の活動支
援に必要な経費、少年警察補導職員研修会等の費用に係る経費（253百万円）を措置した。

ⅵ
◎平成18年度予算において、少年指導委員の活動の充実化を図るため、歓楽街等における環
境浄化対策の推進に係る経費（23百万円）を措置した。

ⅶ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹⅰ）「少年指導委員制度の運営に係る留意事項について」を発
出し、少年の補導活動等を行う少年指導委員制度の適正かつ効果的な運営について指示。

ⅷ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹⅱ）少年の補導活動等に従事する少年指導委員について、風俗
営業の営業所等へ立ち入らせることができることなどを内容とする「風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行。

文部科学省 ⅰ

◎平成１８年度においても引き続き学校、教育委員会、関係機関等からなるサポートチームの形
成など、地域における支援システムづくりを行うとともに、「あそび・非行」型の不登校児童生徒等
に対応するため、学校外での支援の場や機能の在り方等について調査研究を行う「問題行動に
対する地域における行動連携推進事業」に係る予算（５２５百万円）を措置した。

ⅰ
◎「暴走族対策関係省庁会議における申合せ」（平成13年2月）を踏まえ、違法行為の指導取締
りを徹底して行う。

ⅱ

◎平成17年末において、道路交通法違反、道路運送車両法違反等で51,736人の暴走族構成員
を検挙（うち4,906人逮捕）。前年同期比で、い集・走行回数は657回（12.6％）減少し、暴走族に関
する110番は、14,084件（16.1％）減少した。

ⅲ

◎道路交通法の一部を改正する法律（平成16年法律第90号）のうち、暴走族対策の強化（共同
危険行為等の禁止違反に係る規定の見直し、騒音運転等に対する罰則の新設及び消音器不備
に係る罰則の引上げ）に係る規定が平成16年11月1日から施行された。平成17年中は、共同危
険行為等の禁止違反により300件3,221人を検挙した。

法務省 ⅰ

◎検察当局において，暴走族対策条例違反を含め，暴走族関連事件について，厳正な捜査処理
に努めている。

ⅰ

○我が国の自動車単体騒音の実態について調査・分析を行い、欧米の規制動向を把握し、新た
な規制の検討を行う。

ⅱ
◎平成１７年６月に「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」諮問を行い、現在、中
央環境審議会において審議を行っている。

ⅲ
◎騒音規制法に基づく規制強化のため、自動車単体騒音対策検討・調査を実施している。

警察庁

警察庁

②　暴走族等の非行集団対策の推進

環境省
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警察庁
国土交通省

ⅰ

◎暴走族の各種不法事案を抑止し、不正改造車を排除すべく、同時期（６月）を「暴走族取締強
化期間」及び「不正改造車排除強化月間」とし、警察と運輸支局の合同街頭検査等を実施してい
る。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、暴力団の影響の排除の推
進について指示した。

ⅱ

◎「少年に対する暴力団の影響の排除」への取組を平成16年中における暴力団総合対策の重
点の一つとして強化するよう全国都道府県警察に指示し、また、平成16年10月には、「組織犯罪
対策要綱」を発出して、少年に対する加入強要等に対する暴力団対策法による命令の発出等の
措置を的確に講じることとしているところであり、平成17年中、全国で、暴力団対策法に基づく少
年に対する加入強要・勧誘に係る中止命令30件及び再発防止命令１件並びに脱退妨害に係る
中止命令7件を発出している。

ⅲ
◎平成18年度予算において、少年福祉犯罪対策打ち合わせ会議等に係る経費（６百万円）を措
置した。

法務省 ⅰ

◎検察当局において，関係諸機関と連携しつつ，児童買春，児童ポルノ，薬物乱用等にかかわ
る少年の福祉を害する暴力団犯罪について，厳正に対処している。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、深夜はいかいや家出を抑
制するための取組みの推進について指示した。

ⅱ
◎「平成15年中におけるカラオケボックスに関係する少年非行等の状況について」  を取りまとめ
公表した。

ⅲ ◎（再掲：第２－１－⑥－警－ⅰ）「少年非行防止法制の在り方について（提言）」の公表。

ⅳ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅳ）「学期末・新学期における少年の非行・犯罪被害の防止と有害
環境の浄化対策の推進について」を発出し、不良行為少年の発見、補導活動の強化、不良行為
少年が立ち寄る可能性が高い営業の営業者に対する協力依頼について指示。

ⅴ
◎（再掲：第２－２－①－警－ⅲ）少年警察ボランティアの先進的な少年健全育成活動の取組事
例等の公表。

ⅵ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅵ）「秋の家出少年及び福祉犯被害少年等の発見保護活動の強
化について」 を発出し、街頭補導等を通じた家出少年等の発見保護活動の強化、立直り支援の
推進等について指示

ⅶ
◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」の発出。

ⅷ ◎平成18年度予算において、家出人特別捜索等の費用に係る経費（３百万円）を措置した。

ⅸ ◎（再掲：第２－２－①－警－ⅵ）歓楽街等における環境浄化対策の推進に係る経費の措置。

ⅹ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹⅰ）「少年指導委員制度の運営に係る留意事項について」の発
出。

警察庁

警察庁

④　深夜徘徊や家出を抑制するための取組の推進

③　少年に対する暴力団の影響の排除
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ⅹⅰ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹⅱ）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一
部を改正する法律」の施行。

ⅰ

◎平成１７年６月、｢青少年を取り巻く環境の整備に関する指針ー情報化社会の進展に対応し
てー」（平成１６年４月７日青少年育成推進課長会議申合せ）に基づく関係省庁、地方公共団体及
び関係業界等における取組等の実施状況を取りまとめ、出版、広告、映画、ビデオ等関係業界に
対して通知するとともに、自主的な取組を一層推進するよう依頼した。

ⅱ
◎平成１８年度において、①青少年有害環境モニター事業②青少年有害環境整備連絡協議会
③青少年有害環境対策推進委員会の設置など、青少年の有害環境の改善・浄化推進強化を図
るため、青少年有害環境対策推進事業費として予算(36百万円）を措置した。

ⅰ

◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、有害図書、ピンクビラ等の
有害環境の浄化の推進について指示した。

ⅱ

◎平成16年６月、「未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて（要
請）」を全国たばこ販売協同組合連合会等にあてて発出し、関係業界に未成年者の喫煙防止に
向けた取組みを要請した。

ⅲ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅳ）「学期末・新学期における少年の非行・犯罪被害の防止と有害
環境の浄化対策の推進について」を発出し、少年を取り巻く有害環境の浄化対策の強化につい
て指示。

ⅳ
◎平成17年３月、「効果的な未成年者喫煙防止対策の推進について」を発出し、喫煙をしている
少年に対する補導活動の推進等について指示した。

ⅴ

◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、有害図書、ピンクビラ等の少年を取り巻く有害環境の浄化対策の
強化等について指示。

ⅵ
◎平成18年度予算において、青少年総合研究調査費等に係る経費及び青少年非行防止総合対
策費等に係る経費（38百万円）を措置した。

ⅶ
◎（再掲：第２－２－①－警－ⅵ）歓楽街等における環境浄化対策の推進に係る経費の措置。

ⅷ

◎平成18年４月、「映像送信型風俗特殊営業に係る年少者利用防止措置並びに店舗型電話異
性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る年齢確認措置の徹底について」を発出し、こ
れらの営業者による年少者利用防止措置及び年齢確認措置状況の確認等を都道府県警察に指
示した

ⅸ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹⅱ）性風俗関連特殊営業の違法広告に対する罰則の整備等を
内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の施
行。

警察庁

内閣府

⑤　有害図書、ピンクビラ等の有害環境の浄化
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ⅰ

○平成１８年度においても引き続き、青少年を取り巻く有害情報対策を推進する観点から、地域
で大人たちが青少年を有害情報から守る取組や、青少年とその保護者を対象にインターネット上
のルール等について学ぶ機会の提供などを行うモデル事業等を実施するため、「青少年を取り
巻く有害環境対策の推進」に係る経費（６０百万円）を措置した。

ⅱ

○平成１８年２～３月に、関係団体に対して、青少年の健全育成の観点から、有害な情報への自
主的措置等の適切な配慮について要請した。平成１８年度においても実施する予定。

内閣府 ⅰ
◎（再掲：第２－２－⑤－府ーⅰ）指針に基づき、関係業界に自主的な取組を一層推進するよう
依頼。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、インターネット上の有害コ
ンテンツ対策の推進について指示した。

ⅱ ◎「出会い系サイト」から少年を守るための広報啓発ビデオを作成し、都道府県警察本部に配布
した。

ⅲ
◎平成17年８月、「出会い系サイト」から少年を守るための広報啓発用リーフレットを作成し、都道
府県警察本部に配布した。

ⅳ

◎出会い系サイトを利用した犯罪から児童を守るため、児童、保護者等に対する広報啓発及び
出会い系サイト事業者に対する適正な運用を促進する目的で、「出会い系サイトにかかる犯罪予
防ホームページ」を平成17年12月、公開した。

ⅴ
◎平成16年10月、全国少年補導員協会が実施したボランティア研修に講師を派遣し、同協会が
行うサイバーパトロール活動推進上の留意事項等について情報発信するなどの支援を行った。

ⅵ
◎（再掲：第１－３－②－警－ⅳ）「学期末・新学期における少年の非行・犯罪被害の防止と有害
環境の浄化対策の推進について」を発出し、フィルタリング機能に関する広報啓発活動の強化に
ついて指示

ⅶ

◎平成17年７月、「非行防止教室等を活用したインターネット上における違法・有害情報対策の
強化について」を発出し、非行防止教室等を活用したフィルタリングシステムの利用促進等につ
いて都道府県警察に指示した。

ⅷ

◎平成17年度総合セキュリティ対策会議（情報セキュリティに関する産業界等と警察との連携の
在り方について検討を実施するため、平成13年度に設置した会議）において、「インターネット上
の違法・有害情報への対応における官民の連携の在り方」として、インターネット利用者からイン
ターネット上の違法・有害情報についての通報を受け付け、その情報について一定の基準に基づ
いて判断を行い、警察への通報やプロバイダや電子掲示板の管理者等に削除依頼等を行う仕
組みであるインターネット上の「ホットライン」について検討を実施し、報告書を取りまとめた。

ⅸ
◎平成18年３月、「情報セキュリティ対策の推進に関する広報啓発について」を発出し、子どもの
サイバー犯罪被害の抑止等について広報啓発活動を推進するよう都道府県警察に指示した。

ⅹ
◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、インターネット上の違法・有害情報対策等の推進を図るよう指示。

警察庁

⑥　インターネット上の有害コンテンツ対策の推進

文部科学省
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ⅹⅰ
◎平成18年度予算において、ネット上の有害環境対策として、サイバーボランティア等による有
害環境浄化活動の推進等に係る経費（９百万円）を措置した。

ⅹⅱ
◎平成18年度予算において、インターネット上の違法・有害サイト等への対策の強化等のための
経費（72百万円）を措置した。

ⅹⅲ
◎平成18年４月、警察庁において、インターネット等にのめり込むことの弊害について幅広く議論
を行うため、「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」を設置した。

ⅹⅳ
◎（再掲：第２－２－⑤－警－ⅷ）「映像送信型風俗特殊営業に係る年少者利用防止措置並びに
店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る年齢確認措置の徹底につい
て」の発出

ⅹⅴ

◎平成18年５月、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す
る法律に基づく児童による利用の防止の徹底について」を発出し、児童による出会い系サイトの
利用防止の徹底を図るため、同法に基づく出会い系サイト事業者に対する警告等の実施につい
て都道府県警察に指示した。

ⅹⅵ

◎平成18年５月、「「インターネット・ホットラインセンター」の運用開始に伴う警察における対応に
ついて」を発出し、インターネット上の違法・有害情報対策を効果的かつ効率的に推進するため
の警察の対応について都道府県警察に指示し、同年６月、ホットライン業務の運用を開始した。

ⅰ

◎平成１７年度においては、インターネット上における違法・有害な情報の増大に対処し、利用者
によるサイトの安全性の判断に資する観点から、サイト開設者が自らのサイトの安全性を示す
マークの活用に向けての取組を推進するための予算を確保し、開発・実証を行った。平成１８年
度においては、当該取組の普及・啓発などを通じて、引き続き民間における自主的な取組を推進
する。

ⅱ

◎総務省では、インターネット上における自殺予告事案へのプロバイダ等の対応について、電気
通信関連４団体及び警察庁と検討し、その結果、平成１７年１０月５日、電気通信関連４団体にお
いて、自殺企図者の人命保護の観点から、プロバイダ等による迅速かつ適切な対応を促すため
のガイドラインを策定し、運用している。

ⅲ

◎平成１７年７月に、学識経験者、プロバイダ等から成る「インターネット上の違法・有害情報への
対応に関する研究会」を設置し、インターネット上の違法・有害情報に対するプロバイダ等による
自主的措置及びこれを効果的に支援する方策等について検討。平成１８年１月に中間的な取り
まとめを公表し、平成１８年７月を目途に最終的な取りまとめを行う。

ⅳ
◎平成１８年度において、インターネット上の違法・有害情報、匿名性の高い携帯電話を利用した
犯罪、ファーミング等の新たな手口の横行等、電気通信サービスの不適正利用に関する実態調
査・分析強化のための予算を要求した。

ⅰ 〇(再掲：第２－２－⑤－文－ⅰ）「青少年を取り巻く有害環境対策の推進」 係る予算を措置。

ⅱ
〇（再掲：第２－２－⑤－文ーⅱ）１８年度も関係団体に対して青少年の健全な育成の観点から
有害な情報への適切な配慮を要請する予定。

文部科学省

総務省
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経済産業省 ⅰ
◎平成１７年度において、作成・一般に提供したインターネット上の有害コンテンツフィルタリング
システムのカテゴリ強化及び普及啓発等を実施した。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、少年及び保護者に対する
相談活動の強化について指示した。

ⅱ

◎平成17年３月、「社団法人全国少年補導員協会による「インターネット利用による少年相談活
動」への協力について」を発出し、少年警察ボランティアの行うインターネット利用の少年相談へ
の協力を都道府県警察に指示した。

ⅲ
◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、少年及び保護者に対する相談活動の強化等について指示。

ⅳ
◎平成18年度予算において、少年及び保護者に対する相談活動を強化するため、全国少年相
談フォーラムの開催等に係る経費（57百万円）を措置した。

ⅰ ◎（再掲：第１－３－②－文ーⅱ「スクールカウンセラー活用事業補助」に係る予算を措置した。

ⅱ
◎（再掲：第１－３－②－文ーⅲ）平成１８年度において、「子どもと親の相談員」「生徒指導推進
協力員」の予算を措置した。

ⅰ ◎児童相談所では電話による相談等にも応じており、相談件数の20％を電話相談が占めてい
る。

ⅱ

◎平成17年度において、児童相談体制の強化を図るため、平成16年度に創設された「子育て支
援総合推進モデル都道府県事業」を平成17年度予算において「児童虐待防止支援事業」と組み
替え、新たに夜間・休日を問わず対応する「24時間・365日体制強化事業」を盛り込んだ。

ⅲ
◎児童福祉法の改正により、平成17年度から児童家庭相談全般に関し、市町村が一義的な役
割を担うことを法律上明確化した。

ⅳ

◎平成１８年度において、児童相談所及び一時保護所の機能強化を図るため、児童虐待防止対
策支援事業（児童虐待・DV対策等総合支援事業（統合補助金））に、親支援を強化するための家
族療法事業を加えるとともに、一時保護所における心理療法担当職員の配置の充実（入所施設
措置費）を図った。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、非行防止教室等の開催に
よる教育及び啓発について指示した。

ⅱ

◎平成16年９月、「麻薬・覚せい剤乱用防止運動への協力について（通達）」を発出し、厚生労働
省及び都道府県が主催する麻薬・覚せい剤乱用防止運動に協力し、薬物乱用防止に対する国
民の理解と協力の確保に努めるよう指示した。

ⅲ
◎平成16年10月、「非行防止教室等の積極的な実施・開催について」を発出し、非行防止教室等
の実施・開催の推進について指示した。

警察庁

厚生労働省

⑧　非行防止教室等の教育・啓発による少年の規範意識の
　向上

⑦　少年及び保護者に対する相談活動の強化

文部科学省
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ⅳ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅳ）「学期末・新学期における少年の非行・犯罪被害の防止と有害
環境の浄化対策の推進について」を発出し、非行防止教室等の少年の規範意識の向上に資す
る活動の強化について指示。

ⅴ
◎（再掲：第２－２－⑥－警－ⅵ）「非行防止教室等を活用したインターネット上における違法・有
害情報対策の強化について」の発出。

ⅵ

◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、非行防止教室等の少年の規範意識の向上に資する活動の強化
等について指示。

ⅶ ◎平成18年度予算において、少年非行防止に関する広報啓発活動に係る経費（７百万円）を措
置した

ⅷ ◎（再掲：第２－２ー⑤－警－ⅵ）青少年非行防止総合対策費等に係る経費の措置。

ⅰ

◎検察当局においては，検察に関する説明・質疑応答を行う移動教室，出前教室等を実施して
いるほか，法務省ホームページ及び検察庁ホームページにおいても，少年層を対象としたコー
ナーを作成している。

ⅱ
◎「学校担当保護司」による非行防止教室，問題を抱えた生徒の指導についての保護司と教師
との協議など，少年の規範意識の向上を目的とした保護司と中学校との行動連携を進めてい
る

ⅲ

◎平成１８年度において，「中学生サポート・アクションプラン」推進のため，１８百万円を措置し
た。

文部科学省 ⅰ

◎平成18年度において、①中高生に対して薬物乱用の問題を含んだ啓発教材の配布、②中高
生を対象としたＭＤＭＡ等合成麻薬などの乱用の危険性を啓発するための地域フォーラムの開
催、教職員保護者等を対象としてシンポジウムの開催等、学校における薬物乱用防止教育の充
実を図るため、63百万円を措置した。

警察庁
文部科学省 ⅰ

◎平成18年５月、文部科学省と警察庁は共同して、学校現場において非行防止教室を実施する
際の教師用資料として「児童生徒の規範意識を育むための指導資料」を作成・公表し、すべての
学校等に配付した。

ⅰ
◎薬物乱用防止キャラバンカーの派遣や「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」の全国展開による広報啓
発活動等を実施している。

ⅱ
◎平成１８年度において、引き続き薬物乱用防止キャラバンカーの派遣等を実施するための予算
（１６６百万円）を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、近年増加傾向にあるＭＤＭＡや大麻の乱用に対応するための予算（１
５百万円）を引き続き措置した。

警察庁

厚生労働省

法務省
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⑨　学校における道徳教育の推進

文部科学省 ⅰ

◎平成１８年度において，命を大切にする心の育成など道徳教育を推進するため、指導方法の
工夫や教材の充実を図り、地域と連携した教育活動を促進するとともに、道徳の内容をわかりや
すく表した「心のノート」の全小・中学生への配布などを行うため，「道徳教育推進事業」等に係る
予算（５７９百万円）を措置した。

ⅰ
◎（再掲：第１－３－⑥－文－ⅰ）家庭教育支援総合推進事業

ⅱ ◎（再掲：第１－３－⑥－文－ⅱ）家庭教育手帳の作成・配布

ⅲ ◎（再掲：第１－３－⑥－文－ⅲ）ＩＴを活用した次世代型家庭教育支援手法開発事業

ⅳ ◎（再掲：第１－３－⑥－文－ⅳ）子どもの生活リズム向上プロジェクト

ⅰ
◎小学生の保護者向け薬物乱用防止読本の作成・配布した。

ⅱ

◎平成１８年度において、小学生の保護者向け薬物乱用防止読本を作成・配布するための予算
（１８百万円）を措置した。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、少年の活動機会・場所づく
りの促進及び立直り支援の推進について指示した。

ⅱ
◎（再掲：第２－２－①－警－ⅲ）少年警察ボランティアの先進的な少年健全育成活動の取組事
例等の公表。

ⅲ
◎平成18年度予算において、非行少年の立直り支援対策として、非行少年の早期発見・立直り
支援対策関係機関担当者ブロック別研修会に係る経費（３百万円）を措置した。

ⅰ

◎平成１８年度において、心豊かでたくましい子どもを社会全体で育む環境を整備するため、地
域の大人の協力を得て、学校の余裕教室や校庭等を活用し、安全で安心して活動できる子ども
の活動拠点（居場所）を設け、放課後や週末等における様々な体験活動や地域住民との交流活
動を推進する「地域教育力再生プラン（地域子ども教室推進事業）」（６,６４４百万円）を実施。

ⅱ
◎（再掲：第１－１－①－文－ⅰ）「地域教育力再生プラン（地域ボランティア活動推進事業）」に
かかる予算を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、学校における体験活動の一層の推進のため、他校のモデルとなる体
験活動を行うとともに、それらの取組をブロックごとに開催する交流会等を通じて広く全国に普及
する「豊かな体験活動推進事業」に係る予算（４７０百万円）を措置した。

ⅰ
◎小中学生やその保護者世代を対象とした薬物問題に関する対話集会を開催している。

ⅱ ◎平成１８年度において、引き続き対話集会を開催するための予算（６百万円）を措置した。

警察庁

厚生労働省

文部科学省

厚生労働省

⑩　家庭における教育・啓発の充実

⑪　地域社会における教育と少年の居場所づくりの促進

文部科学省
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ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、少年の活動機会・場所づく
りの促進及び立直り支援の推進について指示した。

ⅱ
◎（再掲：第２－２－①－警－ⅲ）少年警察ボランティアの先進的な少年健全育成活動の取組事
例等の公表。

ⅲ
◎（再掲：第２－２－⑪－警－ⅲ）非行少年の早期発見・立直り支援対策関係機関担当者ブロッ
ク別研修会に係る経費の措置。

ⅳ
◎平成18年度予算において、少年の活動機会・場所づくりの促進及び立直り支援の推進に係る
経費（22百万円）を措置した。

文部科学省 ⅰ

○平成１８年度においても引き続き、非行等の問題を抱える青少年の立ち直りの支援策として、
地域のボランティア団体、青少年団体、スポーツクラブ等と連携・協力し、社会奉仕活動や体験
活動、スポーツ活動などを行うことができる継続的活動の場（居場所）を構築するため、「問題を
抱える青少年のための継続的活動の場づくり事業」に係る経費（５１百万円）を措置した。

警察庁

⑫　社会適応上支援を必要とする少年への積極的対応
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ⅰ

◎若者が自らの適性にあった職に就くことを支援するため、適職診断、カウンセリングなどの
サービスを１カ所でまとめて受けられるワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）モデル事業を
推進。平成１７年度は、20のモデル地域を選定して実施。
　

ⅱ
◎平成１８年度においてワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）モデル事業を引き続き推進
するため予算を確保。【１８年度予算　５，２５０百万円】

ⅰ
◎（再掲：第２－２－①－文－ⅰ）「問題行動に対する地域における行動連携推進事業」に係る経
費を措置した。

ⅱ

◎平成１８年度において、教員や教育支援センター（適応指導教室）指導員の研修、家庭への訪
問指導など不登校対策に関する中核的機能（スクーリング・サポート･センター）を充実し、学校・
家庭・関係機関が連携した地域ぐるみのサポートシステムを整備するとともに、新たにひきこもり
がちな不登校児童生徒やその保護者に対応するための訪問指導員を指定地域に配置し、効果
的な訪問指導の在り方について調査研究を行うため「スクーリング・サポート・ネットワーク整備事
業（ＳＳＮ）」に係る経費（８３６百万円）を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、不登校児童生徒に多様な支援を行うため、実績のあるＮＰＯ、民間施
設、公的施設に対し、効果的な学習カリキュラム、活動プログラム等の研究を委託するとともに、
新たに「あそび・非行」型の不登校児童生徒の立ち直りや学校復帰を支援するための効果的なプ
ログラム開発を委託するため「不登校への対応におけるＮＰＯ等の活用に関する実践研究事業」
に係る経費（１０４百万円）を措置した。

ⅳ

◎平成１８年度において、ひきこもりなど社会との関係が希薄な青年や不登校等の子どもたちに
対し、社会体験、自然体験及び生活体験に取り組む事業を実施し、青少年の社会的自立の遅れ
や不適応に対応した取組の推進を図る「青少年の自立支援事業」にかかる経費を１８５百万円措
置した。

ⅰ ◎（再掲：第１ー３－②ー厚）精神保健福祉相談の実施。

ⅱ

◎　思春期精神保健対策事業
　精神保健福祉センター、保健所、医療機関等の医師、保健師、精神保健福祉士等に対して、思
春期精神保健専門家研修を実施している。さらに、各都道府県・指定都市・中核市等へ研修修了
者名簿を提供し、人材の有効活用を図っている。

ⅲ
◎平成１８年度において、思春期精神保健対策のため、思春期精神保健対策事業費（１６百万
円）を措置した。

ⅳ

◎　「ひきこもり」ガイドラインの作成・普及
　精神保健福祉センター、保健所等の相談機関で相談・支援業務に携わる保健師、精神保健福
祉士等の専門家向けに「ひきこもり」対応ガイドライン」を作成、配布し、相談業務の充実を図って
いる。

文部科学省

厚生労働省

経済産業省

⑬　不登校、ひきこもりの少年に対する社会参加の支援
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ⅴ

◎　思春期精神保健ケースマネジメント
　平成１３年度から平成１５年度まで７都県において「ひきこもり」を含む思春期の問題行動につい
て、地域の関係機関が連携してチームを編成することにより的確な支援を行う「思春期精神保健
ケースマネジメントモデル事業」を実施した。平成１７年４月に地域における思春期精神保健活動
の参考として利用できるよう報告書の作成を行い都道府県・指定都市へ送付した。

⑭　児童自立支援施設の充実等

厚生労働省 ⅰ

◎平成18年度において、児童自立支援施設の充実等を図るため、国立更生援護所運営費（812
百万円）、児童入所施設措置費等負担金（児童自立支援施設関係（3,126百万円））、児童自立生
活援助事業費（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業（1,783百万円の内数））を措置した。

内閣府 ⅰ

◎非行少年等に対して、予兆の把握、深刻化する前の段階での対応等を可能とするための少年
サポート体制の在り方に関する政府としての基本的な考え方をまとめた「関係機関等の連携によ
る少年サポート体制の構築について」を平成１６年９月１０日、少年非行対策課長会議において
申し合わせ、地方公共団体に対して周知し、取組の一層の普及促進を図っている。

ⅰ
◎平成１６年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、少年サポートチームの普
及促進及び活動の活性化について指示した。

ⅱ
◎各都道府県において進められている関係機関との連携のうち、実効性の高い施策を「関係機
関と連携した少年非行防止対策の在り方と先進事例」としてまとめた。

ⅲ
◎（再掲：第２－１－⑥－警－ⅰ）「少年非行防止法制の在り方について（提言）」の公表。

ⅳ

◎（再掲：第２－２－⑪－警－ⅲ）非行少年の早期発見・立直り支援対策関係機関担当者ブロッ
ク別研修会に係る経費の措置。

警察庁

３　少年を非行から守るための関係機関の連携強化

①　関係機関等の連携による少年サポートチームの普及促進
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文部科学省 ⅰ

◎（再掲：第２－２－①－文－ⅰ）「問題行動に対する地域における行動連携推進事業」に係る経
費を措置した。

②　少年問題に関する共同研究

ⅰ

◎平成１７年度より、少年による非行事案の再発予防と少年非行の防止に資するため、学識経
験者及び関係省庁等の職員で構成する「少年非行事例等に関する調査研究」企画分析会議を
開催し、関係省庁等連携による非行等の少年問題に関する継続的な共同研究を実施している。

ⅱ
◎平成１８年度において、当該研究の実施のため「少年非行事例等に関する調査研究事業費」
（１０百万円）を措置した。

ⅰ

◎平成１６年１月に内閣官房に設置された「空港・港湾水際危機管理チーム」の会合を適宜行
い、必要な情報共有、対処体制の確認等を実施。(平成１８年５月現在、１０回実施）

ⅱ

◎同時に枢要な国際空港(2)・港湾(5)に設置された空港・港湾危機管理官により、当該空港・港
湾における事態対応合同訓練等を逐次実施するとともに、保安委員会等において必要な調整等
を推進。

ⅲ

◎その他の国際空港(23)・港湾(118)においては、管轄警察機関等から指名された空港・港湾危
機管理担当官により、訓練・調整等を逐次実施。

内閣府
水産庁

ⅰ

◎漁船を利用した密輸等の犯罪防止に資するため、漁業取締船による操業許可の確認等の取
締活動を通じた不審船か否かの見極め、関係機関への迅速な情報提供を実施。

ⅰ

◎平成17年中において、覚せい剤密輸入事犯27件を検挙し、平成17年5月には、タイルートの覚
せい剤密輸入事件を検挙し、覚せい剤約13㎏を押収するなど、薬物の密輸を水際で阻止するた
め、関係機関等と連携した水際対策を推進している。

ⅱ

◎平成17年中において、けん銃等密輸入事件３件を検挙し、４丁のけん銃を押収したところであ
るが、引き続きこの種の事件の取締りを強化するなど、けん銃の密輸を水際で阻止するため、関
係機関等と連携した水際対策を推進している。

ⅲ
◎平成18年度予算において、沿岸対策の強化のため、密航監視哨に係る経費（532百万円）を措
置した。

ⅰ
◎財務省及び各税関において「密輸防止に関する覚書」（ＭＯＵ）等を締結している関係業界団
体に対し、不審情報の提供を求めている。

警察庁

内閣官房

②　海上警備・沿岸警備の強化

財務省

内閣府
警察庁

①　国際海空港における連携体制の確立

第３　国境を越える脅威への対応

１　水際における監視、取締りの推進
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ⅱ ◎洋上取引や不開港等からの密輸を取締るため、税関監視艇による巡回を強化している。

ⅰ

◎密輸・密航の水際阻止、不法出入国等の重大犯罪の関与が疑われる不審船・工作船への確
実な対処による警備体制を万全とするため、関係機関等との合同パトロール、警戒活動を実施。
また情報収集、機動的な広域捜査の展開、外国船舶への立入検査の実施を強化している。

ⅱ ◎平成１８年度において、海上警察力の充実強化のための経費（６８２百万円）を措置した。

ⅰ
◎平成１８年度において、港湾保安体制の整備・強化のため港湾保安調査官の増員（１人）を措
置した。

ⅱ
◎平成１８年度において、ポートステートコントロールの体制整備等海事保安体制の整備・強化
のため海事技術専門官（外国船舶監督官）について増員２人を措置した。

ⅲ

◎平成１８年度において、船舶油濁損害賠償保障法に基づく入港通報処理業務等及び立ち入り
検査、国際船舶・港湾保安法に基づく船舶保安立ち入り検査のための経費（２百万円の内数）を
措置した。

ⅰ
◎国際航海船舶の検査を実施し、船舶保安証書の交付を行っている。

ⅱ ◎保安規程の承認を受けた国際埠頭施設の立入検査を行っている。

ⅲ

◎平成１８年度において、ポートステートコントロールの体制整備等海事保安体制の整備・強化
のための経費を要求した。また、港湾施設におけるフェンスや監視カメラの設置等港湾保安体制
の整備・強化を図るとともに、さらにその質を向上するため、港湾保安に関する人材育成、保安
の確保と物流の効率性の両立を図る港湾施設の出入管理の高度化等のための経費（１０８百万
円）を措置した。

ⅳ
◎平成１８年度において、港湾保安体制の整備・強化のため港湾保安調査官等の増員（３２人）
を措置した。

ⅰ
◎国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく本邦の港に入港する
船舶に対する規制を適切に実施し、もって船舶や港湾施設等に対するテロ防止に努めている。

ⅱ
◎平成18年度において、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づ
く事前入港通報に対応するための経費（２３百万円）を措置した。

国土交通省
海上保安庁

ⅰ

◎改正されたSOLAS条約の附属書の国内担保法として｢国際航海船舶及び国際港湾施設の保
安の確保等に関する法律（国際船舶・港湾保安法）｣が、平成16年４月に公布され、同年７月に施
行された（一部４月施行）。

海上保安庁

海上保安庁

財務省

内閣府

③　改正ＳＯＬＡＳ条約への対応

国土交通省
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ⅰ

◎国土交通省を中心に関係省庁で「安全かつ効率的な国際物流の実現のための施策パッケー
ジ」を平成１７年３月３０日に策定し、連携して施策を推進中。平成１７年８月９日に、関係省庁及
び関係団体からなる「安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」を設置し、施策パッケージに
基づく施策の推進状況の点検・評価を行い、平成１８年３月に物流事業者による保安措置の強化
に関するガイドライン、情報交換の方法及び責任分担のあり方に関するガイドライン等をとりまと
めた。

ⅱ

◎物流セキュリティの強化と物流の効率化を図る観点から、平成１７年度関税改正において、コ
ンプライアンスの優れた者に対する輸出通関制度を導入した。（平成１８年３月施行）（財務省）

ⅲ

◎平成１８年度において、施策パッケージ全体の推進や電子タグ等の活用普及方策の検討及び
調査研究等を行うための経費（１４２百万円）を措置した。（財務省・国土交通省）

ⅰ
◎（再掲：第３－１－②－警－ⅰ）薬物の密輸を水際で阻止するため、関係機関等と連携した水
際対策を推進。

ⅱ
◎（再掲：第３－１－②－警－ⅱ）けん銃の密輸を水際で阻止するため、関係機関等と連携した
水際対策を推進。

ⅰ
◎コンテナ貨物大型Ｘ線検査装置・車載式後方散乱線Ｘ線検査装置をはじめとする各種取締機
器を増配備し、監視・取締体制の強化を図るとともに、警察、海上保安庁等関係機関との合同船
内検査等を実施している。

ⅱ
◎平成１８年度関税改正において、生物テロに使用されるおそれのある病原体等を「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正に併せて、輸入してはならない貨物に
追加した。

ⅲ ◎平成１８年度において、テロ対策・密輸取締機器整備経費（６，７０７百万円）を措置した。

ⅳ
◎平成１８年度において、監視艇運航経費等その他監視取締関係経費（２，１５１百万円）を措置
した。

ⅴ ◎平成１８年度において、密輸ダイヤル等ＰＲ経費（２７百万円）を措置した。

ⅰ
◎薬物密輸組織に対する視察内偵活動等を強化し、関係機関とコントロールド・デリバリーを実
施する等、密輸事犯を摘発した。

ⅱ
◎薬物密輸組織等によって行われる密輸事犯に対するコントロールド・デリバリー捜査の積極的
活用による捜査体制を強化するための麻薬取締官の増員等（１９人）を措置した。

ⅰ
◎情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進し、国内外関係機関との連携を強化している。
　

ⅱ
◎平成１８年度において、薬物銃器の密輸入対策の強化等のための経費（410百万円）を措置し
た。

ⅲ ◎国外における情報収集活動を強化するため、国際組織犯罪対策基地職員を長期派遣してい
る

警察庁

海上保安庁

総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

財務省

④　物流セキュリティの強化

⑤　社会悪物品等の密輸入の防止

厚生労働省
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省庁名 実施状況施策名

警察庁 ⅰ
◎平成17年中の希少野生動植物種の国内不正取引等に係る種の保存法違反の検挙件数は29
件、検挙人員は18人であった。

財務省 ⅰ
◎ワシントン条約の規定の適正な運用を図るため、輸入規制物品に該当するおそれのある貨物
については、条約の管理当局である経済産業省に確認するなど、慎重な審査・検査を実施し、輸
入規制物品の不正輸入の防止に努めている。

経済産業省 ⅰ

◎ワシントン条約締約国会合等での決議及び議論を踏まえて、適正な手続きを確保するととも
に、関係国管理当局や条約事務局と緊密な連絡をとり、適正かつ厳格な審査を行い、違法取引
の防止に努めている。また、ワシントン条約に違約する違法輸入を防止するためにパンフレットの
作成・配布等を行い、また我が国におけるワシントン条約の輸出入手続き等に関するホームペー
ジを整備し、広く啓蒙普及を図っている。

環境省 ⅰ

◎ペット業者等への立入検査や実地調査、インターネットでの希少野生動植物種の違法陳列等
の有無の確認を行い、必要に応じて指導するとともに、普及啓発パンフレットの作成・配布を実施
している。また、関係省庁と連携し、違法取引等についての情報交換、監視、捜査協力等を行っ
ている。

内閣官房
警察庁
環境省
外務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省

ⅰ

◎関係省庁間で構成する「ワシントン条約関係省庁連絡会議」を開催し、条約の適切な執行に努
めている他、違法取引の取締り及び対応等について関係省庁において積極的な情報交換を行っ
ている。

ⅰ

◎財務省の発表資料に基づき、銃器及び不正薬物の密輸仕出国の郵政庁に対し、我が国にお
ける銃器及び不正薬物の輸入制限について郵便職員のほか、利用者へも周知を図るよう協力を
要請する旨の文書を個別に発出したところ、多数の国から徹底する旨の回答を得た

ⅱ

◎万国郵便連合（ＵＰＵ）国際事務局を通じて全加盟国郵政庁に対し、我が国の銃器及び不正薬
物の輸入制限を通報するとともに、郵便物の引受検査の徹底による我が国への銃器及び不正薬
物の密輸防止への協力を要請した。総務省

⑦　国際郵便を利用した密輸入の防止

⑥　希少野生動植物の密輸入・違法取引の防止
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ

◎国際郵便関係施設内において、税関による国際郵便物の検査が効果的に行われるよう、日本
郵政公社に対して要請したところ、公社から、Ｘ線検査装置等の設置場所の税関への施設提供、
税関からの要請に応じた郵便物の差出国別提示などの協力を行い、両者の連携により検査が効
果的に行われた旨の報告を受けた。

ⅰ
◎日本郵政公社に対し、薬物及び銃器等の密輸仕出国の可能性が高い国からの郵便物をそれ
以外の国の郵便物とは別に呈示を行うこと、Ｘ線検査装置や麻薬探知犬による検査に必要な場
所を確保することを要請するなど連携を図っている。

ⅱ ◎平成１８年度において、Ｘ線検査機器等整備のための経費（２４４百万円）を措置した。

財務省 ⅰ
◎不法に窃取された文化財のおそれのある貨物を発見したときは、「文化財の不法な輸出入等
の規制に関する法律」等の所管官庁である文化庁に確認するなど、盗難文化財の輸出入の防止
に努めている。

文部科学省
経済産業省

ⅰ

◎平成１８年度において，引き続き，特定外国文化財の鑑査作業の充実及び国内の関係機関へ
の周知徹底等を図るため， 「文化財不法輸出入等防止推進費」(６百万円）を措置した。

ⅰ
◎盗難自動車等の不正輸出を水際で阻止するため、警察からの盗難自動車等に係る情報及び
国土交通省からの自動車登録情報を活用し、審査・検査を強化している。また、大型Ｘ線検査装
置を活用し、効果的かつ効率的な検査を実施している。

ⅱ

◎改正道路運送車両法の施行に伴い、平成１７年７月から税関においては、関税法第７０条の規
定に基づき、輸出抹消仮登録証明書等の確認ができない限り輸出を許可していない。また、同年
７月以降、旅具通関扱いする輸出貨物の範囲から、船舶乗組員等が携帯して輸出する自動車
（自動二輪車及び原動機付自転車を含む。）を除外し、業務通関に一本化を行った。

ⅲ
◎平成１８年度において、コンテナ貨物大型Ｘ線検査装置運営経費（３，７８９百万円）を措置し
た。

ⅳ ◎平成１８年度において、車載式後方散乱線Ｘ線検査装置整備経費（９９百万円）を措置した。

ⅰ

◎自動車盗難等防止に関する官民プロジェクトチームにおいて、不正輸出防止を目的として、
「埠頭の管理強化マニュアル」を策定し、同マニュアルに沿って、情報交換等を推進している。

ⅱ

○平成１６年７月１日の改正ＳＯＬＡＳ条約発効に伴い、国際埠頭施設にフェンス等が設置され
た。これらを活用した港湾における盗難自動車の不正輸出防止対策を確立するため、モデル港
において地方整備局、港湾管理者、警察、税関、運輸支局、検数協会等の官民の関係者が連携
した実証実験を実施し、その結果を踏まえ全国への展開を検討する。

⑧　文化財の不法な輸出入の防止

財務省

⑨　盗難自動車等の不正輸出の防止

財務省

警察庁
財務省
国土交通省
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ
◎平成１８年度において，出入国審査の一層の厳格化，不法入国者・不法滞在者の大幅な縮減
等を図るため，入国管理官署職員の増員（１９６人）及び３９，９３１百万円を措置した。

ⅱ
◎平成１７年２月，名古屋入国管理局中部空港支局に偽変造文書対策室を設置した。

外務省 ⅰ ◎平成１８年度において、査証審査の強化のため、査証官の増員（７人）を措置した。

ⅰ
◎平成16年2月1日より、査証免除国であるコロンビアに対し、査証取得勧奨措置を実施。（マ
レーシア、ペルーについては、これ以前より実施）

ⅱ
◎平成１８年２月２日より、日系人に係る査証審査の厳格化を実施。

③　査証広域ネットワーク（査証ＷＡＮ）の導入
外務省 ⅰ

◎平成１８年度において、査証ＷＡＮの管理などのため、予算（７２６万円）を措置した。

ⅰ

◎留学生・就学生が，真に勉学の意思や能力，また，経費支弁能力を有しているか否かを重要
な審査項目とし，平成１８年度も引き続き留学生・就学生に係る審査を厳格に行っている。

ⅱ

◎平成１８年度において，実態調査の強化を始めとする審査の厳格化を図るとともに，関係機関
相互の情報交換を密にして取締りを強化するため，２，３７１百万円を措置した。

ⅰ
◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅰ）情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進し、国内外関係
機関との連携を強化

ⅱ ◎平成18年度において、外国関係機関との連携強化のための経費（10百万円）を措置した。

ⅲ ◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅲ）国外における情報収集活動強化のための職員の派遣

ⅰ
◎入国管理の厳格化及び国際犯罪等に係る捜査・調査の効率化を図るため，事前旅客情報シ
ステムの運用を平成１７年１月から開始した。

ⅱ ◎平成17年中、指名手配被疑者を始めとして合計17人を検挙した。（警察庁）

ⅲ
◎平成１７年（１年間）にＡＰＩＳ情報を基に上陸拒否事由に該当する等として退去命令を発出した
事案は約３５０件である。（法務省）

ⅳ
◎平成18年度予算において、事前旅客情報システム運営のため、改修整備に要する経費（36百
万円）を措置した。（警察庁）

ⅴ ◎平成１８年度において，事前旅客情報システム運営のため，８８百万円を措置した。（法務省）

ⅵ
◎平成１８年度において、事前旅客情報システム等整備運営経費（２６５百万円）を措置した。（財
務省）

①　出入国管理に係る体制・施設・装備等の充実強化
法務省

②　査証審査の厳格化と査証免除措置の見直し等

外務省

④　入国審査時における在留資格審査等の厳格化

⑤　出入国関連情報の相互利活用の推進

法務省

⑥　事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）の導入・活用

２　不法入国・不法滞在対策等の推進

海上保安庁

警察庁
法務省
財務省
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省庁名 実施状況施策名

ⅶ

◎ＡＰＩＳの運用状況を踏まえ，平成１８年５月１７日，第１６４回通常国会において，航空機及び船
舶の長等に乗員・乗客に関する事項の事前報告の義務化等を内容とする出入国管理及び難民
認定法の一部を改正する法律が成立し，公布（５月２４日）から１年を越えない範囲内において政
令で定める日に施行されることとなっている。（法務省）

ⅷ
◎平成１８年度関税改正において、外国から本邦に到着する外国貿易船等の旅客及び乗組員に
関する事項の事前報告の義務化を措置した。（財務省）

警察庁 ⅰ
◎平成18年度予算において、旅券等の偽変造対策の強化のため、不法滞在者対策用装備品
（可搬式偽変造旅券判定機等）の整備に係る経費（44百万円）を措置した。

ⅰ

◎我が国及び諸外国におけるＩＣ旅券の発給に伴い，平成１８年度において，ＩＣ旅券に搭載され
た生体情報（バイオメトリクス）を読み取る端末機器を配備して出入国審査へ活用するため，１，３
３４百万円を措置した。

ⅱ
◎平成１８年度において，偽変造文書発見のための鑑識機器等を強化するため，１２０百万円を
措置した。

ⅲ
◎（再掲：第３－２－①－法ーⅱ）名古屋入国管理局中部空港支局に偽変造文書対策室を設
置。

ⅳ
○ＩＣ旅券に搭載されたバイオメトリクスを活用した出入国審査体制の構築に向けて準備を進め
ている。

ⅰ ◎平成１８年度におけるＩＣ旅券発給に係わる経費を措置（６，７２０百万円）した。

ⅱ

◎券面情報の一部及び顔画像を電磁的方法により記録することができる旨規定した旅券法改正
案の成立を受け、平成１８年３月２０日の申請分からＩＣ旅券の発行を開始した。

ⅰ
◎世界的な電子パスポートの導入の動きに対応し、その相互運用性を確保するための国際検証
セッションの開催や国際的な認証ネットワークの構築等を実施した。

ⅱ

◎平成１７年１１月に、（財）ニューメディア開発協会において、各国の電子パスポート及び読み取
り装置を対象に相互運用性の検証を開始しており、平成１８年度においては、各国の電子パス
ポート等の相互運用性検証を引き続き行うとともに、その結果に基づいて国際標準化に向けた提
案を検討する。

ⅰ

◎旅券のＩＣ化とそれを活用した出入国管理の強化等を検討するために設置された「ｅ－Ｐａｓｓｐｏ
ｒｔの導入・活用に関する関係府省連絡会議」（平成16年5月25日関係各府省申合せ）において緊
密な意見交換を行っている。

ⅱ
◎（再掲：第３－２－⑦－経ーⅱ）平成１７年１１月に、（財）ニューメディア開発協会において、各
国の電子パスポート及び読み取り装置を対象に相互運用性の検証を開始し、検討を行う。

外務省

経済産業省

⑦　旅券等の偽変造対策及び不正受給対策の推進

法務省

内閣官房
警察庁
法務省
外務省
経済産業省
国土交通省

46



省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎毎年６月中を「来日外国人犯罪対策及び不法滞在・不法就労防止のための活動強化月間」に
指定しており、平成17年は来日外国人犯罪の取締りの徹底、国際犯罪組織の実態解明の推進
及び不法滞在・不法就労防止のための指導啓発活動の推進等を図った。

ⅱ

◎平成17年における来日外国人に係る出入国管理及び難民認定法違反の検挙件数は12,199
件、検挙人員は10,658人で、そのほかに同法第65条の規定に基づき、5,706人を逮捕後に入国
警備官に引き渡した。これらを合わせると、同年における同法違反の被疑者数は16,364人で、前
年に比べ1,218人増加した。

ⅲ ◎（再掲：第３－２－⑦－警－ⅰ）不法滞在者対策用装備品の整備に係る経費を措置した。

ⅰ
◎検察当局において，関係諸機関と連携しつつ，悪質な不法滞在事件について，厳正に対処し
ている。

ⅱ
◎平成１８年度において，不法滞在者の摘発を強化し，退去強制を効率的に行うため，３，７９４
百万円を措置した。

ⅲ
◎平成１８年度に大阪入国管理局に近畿２府４県を管轄する摘発方面隊を設置するため，入国
警備官の増員（３６人）を措置した。

ⅳ

◎平成１８年５月１７日，第１６４回通常国会において，退去強制の迅速・円滑化を図るため，退
去強制令書の発付を受けた者のうち自費出国の許可を受けた者については，本国送還の原則を
緩和して本国以外の受入れ国への送還を可能とすること等を内容とする出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する法律が成立し，同年１１月２４日から施行されることとなっている。

ⅰ
◎効率的な退去強制手続を推進するため、全国警察と法務省との間で、平17年９月１日までに、
出入国管理及び難民認定法第65条の活用拡大について合意し，実施している。

ⅱ

◎平成１８年３月に開催された「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」において、警察・入
国管理局による合同摘発に向けた更なる連携の強化について合意した。

ⅰ ◎外国人登録証明書の見方及び不法就労防止に関する広報パンフレットを作成・配布している。

ⅱ
◎不法滞在者からの新規登録申請について，居住事実確認の厳格化を行った。

ⅲ

◎平成１８年度において，外国人登録証明書を合法滞在を装うために悪用されないよう外国人登
録制度の運用を厳格化等するため，５，６３９百万円を措置した。

ⅳ
◎偽変造防止対策のため，外国人登録証明書のデザインを一部変更した。

法務省 ⅰ
◎平成１８年度において，外国人研修生等に対する指導及び実態調査を充実させるため，１０６
百万円を措置した。

⑧　不法滞在者の摘発強化と退去強制の効率化

警察庁
法務省

警察庁

⑩　留学生・就学生、研修生等の受入れに関する諸対策の
　推進

法務省

⑨　外国人登録制度の運用の厳格化

法務省
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文部科学省 ⅰ

◎平成１８年度において、真に勉学を目的とした留学生等の受け入れを一層図るため、留学生交
流関係予算（４６，４９９百万円）を措置した。

警察庁
法務省

ⅰ

◎警察庁、法務省等からなる「調査・捜査協力プロジェクト調整会議」を設置し、不法就労等の目
的で「日本人の配偶者等」、「留学」、「就学」等の在留資格で入国する者やこれらの者を仲介して
いるブローカー等の徹底した取締りを図るための緊密な情報交換等を実施している。

警察庁
法務省
外務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

ⅰ

◎留学生の受入れに関し、諸施策の充実及びその円滑かつ効果的な推進を図るため、平成17
年２月、関係省庁からなる「留学生交流に関する関係省庁連絡会議」（課長級）を開催し、留学生
を装った不正入国・不正滞在を防止するための実行ある具体的施策について討議した。

ⅰ

◎平成１８年度において、外国人児童生徒の受入体制の包括的な整備を行うため、地域におけ
る日本語指導、適応指導の充実を図る支援体制モデルの構築を行う「帰国・外国人児童生徒教
育支援体制モデル事業」に係る経費（５０百万）を措置した。

ⅱ

◎平成１８年度において、外国人の子どもの教育機会の確保を図る観点から、関係機関等が連
携して不就学の実態・要因分析を行い、あわせて就学支援に関する実践研究を行う「不就学外
国人児童生徒支援事業」に係る経費（１９百万円）を措置した。

ⅲ

◎平成１７年５月に、日本の学校制度等を説明した「就学ガイドブック」（７言語に翻訳）を作成し、
都道府県及び市町村教育委員会に配布するとともに、平成１８年３月には、全国の入国管理局
及び市町村の外国人登録部局にも配布した。

厚生労働省 ⅰ

◎平成１８年度において、日系人失業者及び不就学又は不就労の若年者が多く集住する地域に
おける、職業ガイダンス、キャリア形成相談等、これらの者の早期就職を支援するために日系人
関係就労適正化対策費（３８百万円）を措置した。

⑫　在留資格取消し制度の新設

法務省 ⅰ

◎平成１６年５月，第１５９回通常国会において，在留資格取消制度の新設等を内容とする出入
国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立し，施行されている。

法務省 ⅰ

◎平成１８年度において，外国人が就労等を行う際に，不法に就労させないよう雇用主等に対す
る広報を充実・強化するため，２０百万円を措置した。

ⅰ
◎旅館業法施行規則を改正し、日本国内に住所を有しない外国人が旅館等に宿泊する場合に
ついて国籍及び旅券番号を宿泊者名簿の記載事項とした（平成１７年４月１日施行）。

文部科学省

⑪　日系外国人の就労・就学の支援

⑬　外国人の就労、宿泊時の身分確認の厳格化等
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ⅱ

◎都道府県等に対し、旅館等の営業者に、日本国内に住所を有しない外国人宿泊客については
その旅券の写しの保存を求める旨の通知を発出するとともに、関係業界団体に対して各営業者
への周知を依頼（平成１７年２月）し、さらに平成１７年７月及び１１月にも都道府県に対して営業
者に対する周知を依頼するなど、継続的な周知に努めている。

ⅲ

◎平成１８年度において、不法就労防止と外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保を図る
ためのパンフレットを作成し、事業主に対する広報啓発を推進するため、事業主指導関係費（２８
百万円）を措置した。

内閣官房
内閣府

ⅰ

◎治安対策を年間を通じて内閣の重点広報テーマとして位置付け、関係府省による広報連絡会
議（課長級）を開催するとともに、来日外国人対策とテロ対策に関し政府が行う施策について、政
府広報等を活用した重点的な広報を実施している。

ⅰ
◎平成17年中の人身取引事犯の検挙件数は81件、検挙人員は83人であり、117人の被害女性
等を確認した。

ⅱ
◎（再掲：第３－２－⑧ー警ーⅰ）「来日外国人犯罪対策及び不法滞在・不法就労防止のための
活動強化月間」における取締りの徹底及び不法滞在・不法就労防止のための指導啓発活動等
の推進。

ⅲ
◎平成18年度予算において、人身取引の被害者に警察が保護する旨を呼びかけるリーフレット
に係る経費（２百万円）を措置した。

ⅳ
◎人身取引事犯の取締り強化と被害者保護の適正を図るため、平成17年12月に人身取引対策
事務担当者による第２回コンタクトポイント会議を開催した。

法務省 ⅰ
◎（再掲：第３－２－⑬－法ーⅰ）外国人が就労等を行う際に，不法に就労させないよう雇用主等
に対する広報を充実・強化するため，２０百万円を措置。

厚生労働省 ⅰ
◎（再掲：第３－２－⑬－ⅲ）事業主に対する広報啓発を推進するため、事業主指導関係費（２８
百万円）を措置した。

警察庁
法務省
厚生労働省

ⅰ

◎「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」（局長級）（平成18年３月）及び「不法就労外国人
対策等協議会」（課長級）（同年5月）を開催し、「事業主団体等に対する行政指導及び啓発活動
の強化」「不法就労防止に向けた国内及び海外広報の積極的実施」等について重点的に取り組
むことを合意した

ⅰ
◎毎年６月に「風俗実態把握強化期間」を、11月には「風俗関係事犯取締り強化期間」を設定し、
人身取引事犯を含めた外国人雇用関係事犯における悪質ブローカー、雇用主等の摘発を強化し
ている。

ⅱ ◎平成17年の外国人労働者に係る雇用関係事犯の検挙件数は381件、検挙人員は448人であっ
た。

ⅲ
◎（再掲：第３－２－⑧ー警ーⅰ）「来日外国人犯罪対策及び不法滞在・不法就労防止のための
活動強化月間」における取締りの徹底及び不法滞在・不法就労防止のための指導啓発活動等
の推進

ⅳ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅹⅱ）風俗営業の許可の欠格事由への人身売買罪（刑法に新設）
の追加、店舗型性風俗特殊営業等を営む者に対する接客従業者の就労資格確認の義務付け等
を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の
施行。

厚生労働省

警察庁

⑭　不法滞在・不法就労防止のための広報啓発活動の推進

⑮　悪質ブローカー、雇用主等の摘発・指導の強化

警察庁
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ⅰ
◎検察当局において，関係諸機関と連携しつつ，悪質な不法就労助長事件等について，厳正に
対処している。

ⅱ
◎平成１８年度において，悪質ブローカー，雇用主等の摘発・指導の強化を含む不法就労対策の
ため，３１１百万円を措置した。

厚生労働省 ⅰ
◎（再掲：第３－２－⑬－ⅲ）事業主に対する広報啓発を推進するため、事業主指導関係費（２８
百万円）を措置した。

警察庁
法務省

ⅰ

◎（再掲：第３－２－⑩－警法ーⅰ）警察庁、法務省等からなる「調査・捜査協力プロジェクト調整
会議」において緊密な情報交換等を実施。

警察庁
法務省
厚生労働省

ⅰ

◎平成１８年６月、警察庁、法務省及び厚生労働省からなる「不法就労外国人対策等協議会」
（課長級）は、日本経済団体連合会等の経営者団体に対して不法就労防止に関して説明会を実
施して、外国人の不法就労の防止に関する協力依頼を行った。

ⅰ

◎平成１７年６月１６日、第１６２回通常国会において、人身売買罪及び旅券等の不正受交付罪
等を新設するなどするとともに、上陸拒否事由、退去強制事由、運送業者の旅券等の確認義務
及び外国入国管理当局に対する情報提供に係る規定の整備等を内容とする刑法等の一部を改
正する法律が成立し、一部の規定（条約刑法関連）を除き施行されている。

ⅱ
◎平成１８年３月１３日，「人身取引対策行動計画」に基づき，在留資格「興行」に係る出入国管
理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の一部改正を行った（同年６月１日施
行）。

外務省 ⅰ
◎平成１７年の通常国会において、国際組織犯罪防止条約人身取引議定書及び密入国議定書
の締結につき国会の承認を得た。

内閣官房
警察庁
法務省
外務省
厚生労働省

ⅰ

◎平成１６年４月に，内閣官房副長官補を議長とし，関係省庁の局長級を構成員とする，　「人身
取引対策に関する関係省庁連絡会議」が設置され，平成１６年１２月に、人身取引の防止・撲滅
と被害者の保護を含む包括的・総合的な人身取引対策を早急に講じることを目指して策定された
「人身取引対策行動計画」に基づき、関係省庁が連携して、行動計画に掲げられた施策の着実
な推進を図っている。

ⅰ

◎平成１６年５月，第１５９回通常国会において，不法滞在者に係る罰則の強化，出国命令制度
の新設及び在留資格取消制度の新設等を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正
する法律が成立し，施行されている。

⑯　人身取引等に係る行為を処罰するための法整備に関する
　検討

法務省

⑰　不法滞在外国人を減少させるための法整備

法務省
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ⅱ

◎平成１８年５月１７日，第１６４回通常国会において，出入国の公正な管理を図り，ひいては国
民の生命と安全を守るため，①上陸審査時に特別永住者等を除く外国人に指紋等の個人識別
情報の提供を義務付け，②テロリストの入国時の規制を適切に行うための退去強制事由の整備
等を行い，③本邦に入る船舶等の長に乗員・乗客に関する事項の事前報告を義務付けることを
内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立した（①は同法律の公布
の日から起算して１年６月を越えない範囲内において政令で定める日から，②は同年６月１３日
から，③は同法律の公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から，
それぞれ施行されることとなっている。）。

厚生労働省 ⅰ

◎平成１８年度において、諸外国の受入れ制度の運用実態及びその問題点等を調査するととも
に今後の受入れのあり方について検討するため、雇用対策費（２百万円）を措置した。

警察庁
外務省
法務省
国土交通省
公安調査庁

ⅰ

◎中国国民訪日団体観光の対象地域拡大に関して、本制度の適正運用、濫用された場合の対
処措置、不法滞在・不法就労等各種犯罪の問題解決のため、日中関係者間の協力・協議の仕組
みを立ち上げ、平成17年７月、日中治安当局間協議において団体観光分科会を開催した。

ⅰ

◎警察庁の組織改正により、来日外国人犯罪対策、薬物銃器犯罪対策、暴力団対策等の組織
犯罪対策を一元的に所掌する組織犯罪対策部を設置したほか、来日外国人犯罪に関する高度
な捜査指導等による統一的な対策等を推進するとともに、海外捜査機関との高度な折衝事務を
的確に実施するため、同部に政令職である国際捜査管理官を設置した。

ⅱ

◎（再掲：第１ー３ー④ー警ーⅱ）平成16年10月、「組織犯罪対策要綱」を発出し、来日外国人犯
罪の捜査に当たっては、国際犯罪組織、暴力団その他の犯罪組織との関係を視野に入れ、国際
犯罪組織については、その活動実態、組織の運営方法及び資金獲得活動の実態等について解
明を行うとともに、組織実態に即した効果的な取締りを重点を定めて行うよう指示した。

ⅲ
◎来日外国人犯罪の取締りを強力に推進しているところ、平成17年中の検挙状況（刑法犯、特
別法犯）は、47,865件、21,178人で前年比でそれぞれ737件増加、664人減少した。

ⅳ
◎平成18年度予算において、繁華街における組織犯罪集中取締り対策等に係る経費（167百万
円）を措置した。

ⅴ
◎平成18年度において、来日外国人犯罪組織の実態解明・摘発の推進に要する経費（31百万
円）を措置した。

ⅰ
◎検察当局において，関係諸機関と連携しつつ，悪質な来日外国人犯罪について，厳正に対処
している。

ⅱ
◎平成１８年度において，外国人犯罪対策の充実強化を図るため、７２１百万円を措置した。

警察庁

法務省

⑱　犯罪情勢を見据えた外国人受入れ方策の検討

３　来日外国人犯罪捜査

①　来日外国人犯罪の取締りと適切な刑事処分の推進

法務省
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ⅰ
◎警察職員の語学能力向上のため、警察庁では、国際警察センターにおいて国際捜査に関する
語学教養、海外研修等を実施したほか、都道府県警察においても、実務的な語学教養等を実施
した。

ⅱ
◎都道府県警察においては、高い語学能力を備えた者を警察職員として採用し、通訳体制の整
備に努めた。

ⅲ
◎警察部内で対応することが困難な言語については、部外の通訳人の協力を確保する体制の
整備に努めた。

ⅳ
◎部外通訳人に対しては、「通訳ハンドブック」等の配布や、各種研修会等の開催により刑事手
続等への理解を深められるよう努めた。

ⅴ
◎通訳人の運用に当たっては、都道府県警察に通訳センターを設置するなどして、その体制の
整備に努めた。

ⅵ
◎外国人被疑者等との意思疎通の困難性が円滑な捜査活動の妨げとなっている現状等にかん
がみ、平成18年度予算において、通訳体制の確立に係る経費（1,457百万円）を措置した。

ⅰ

◎検察当局における有能な通訳人の確保という観点から，通訳人セミナーの開催等を講じ，通
訳人の質的・量的な充実を図っている。

ⅱ ◎（再掲：第３－３－①－法－ⅱの一部）通訳体制の充実強化を図るため，６４５百万円を措置し
た

厚生労働省 ⅰ
◎平成１８年度において、引き続き通訳体制の確立・維持のための予算（１７百万円）を措置し
た。

ⅰ

◎密輸・密航、その他外国人犯罪の被疑者との意思疎通の困難性が円滑な捜査活動の妨げと
なっている現状に鑑み、多様な言語に対応した通訳担当職員の育成、有能な民間通訳人の確保
等を積極的に実施している。

ⅱ
◎平成１８年度において、通訳体制の充実強化のための経費（３４百万円）を措置した。

法務省 ⅰ
◎平成１８年度において，国際捜査共助の充実を図るため，３２百万円を措置した。

ⅰ
○アジア諸国をはじめとする他国との刑事共助条約の締結につき積極的に検討していくこととし
ている。

ⅱ
◎平成１８年度において、刑事共助条約の締結のための予算（0.62百万円）を措置した。

ⅰ
◎日米刑事共助条約の締結につき、第１５９国会において、国会の承認を得た。同条約につき、
近日米側と批准書を交換する予定（同条約は、批准書の交換の日の後３０日目の日に効力を生
ずる）。

法務省

警察庁

外務省

４　外国関係機関との連携

②　通訳体制の確立

海上保安庁

①国際捜査共助の充実化と条約締結の検討
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ⅱ
◎平成１６年１１月，韓国との間で刑事共助条約の締結交渉を開始し、平成１８年１月、署名を
行った。平成１８年５月、同条約の締結につき、第１６４国会において、国会の承認を得た。

ⅲ
◎平成１７年６月、中国との間で日中間の刑事分野における国際約束の締結に関する予備協議
を実施し、刑事共助条約の締結については、今後、中国側と引き続き協議を行うこととなった。

ⅳ
◎平成１７年７月、日中治安当局間協議（第４回）を実施し、迅速な捜査協力のための協力体制
について協議。刑事共助条約について協議を継続していくことで一致。

ⅴ
◎平成１８年３月、ロシアとの間で日露間の刑事共助条約の締結に関する予備協議を実施し、刑
事共助条約締結のための正式交渉を本年中に開始することを改めて確認し、引き続き協議を行
うこととなった。

警察庁
法務省

ⅰ

◎日米刑事共助条約の締結に向けて、国際捜査共助の充実を図るため、警察庁と法務省の共
同請議により「国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
の一部を改正する法律案」を第１５９回通常国会に提出し、平成１６年６月に成立した。（６月９日
公布，同月２９日施行（ただし，一部につき１２月９日施行））また，この法改正に伴い，「国際捜査
共助等に関する法律施行令」を同年１１月に公布した。（１２月９日施行）

ⅰ

◎外国の関係機関との連携については、ＩＣＰＯルート、外交ルートによる捜査共助、情報交換を
実施した。特に、中国公安部との間では連携を強化しており、出張捜査による捜査協力をはじめ
緊密な情報交換等の国際捜査共助を実施した。

ⅱ

◎平成16年１月、国家公安委員会委員長が、「国境を越える犯罪に関するＡＳＥＡＮ＋３閣僚会
議」に出席して国境を越える犯罪に対する協力の在り方等について意見交換を行ったほか、国家
公安委員会委員長が中国公安部副部長と、警察庁刑事局長が同部刑事偵査局長等と会談を行
い、今後一層の連携強化に努めることを確認した。

ⅲ

◎平成17年１月、国家公安委員会委員長が訪中し、中国公安部長との会談で、日中警察協力を
更に発展強化させることを確認した。これを受け、同年７月、第４回日中治安当局間協議が開催
され、日中警察協力に関する意見交換等を行ったほか、10月、警察庁と中国公安部との協議が
開催され、情報交換等を行った。

ⅳ
◎平成17年６月、英国において開催されたＧ８司法・内務閣僚会合に法務省事務次官とともに、
警察庁次長が出席した。

ⅴ
◎平成17年７月、日米捜査当局による「警察庁／ＦＢＩ組織犯罪に関するワーキンググループ」を
開催し、組織犯罪全般に係る問題について情報交換や捜査技術の紹介を行った。

外務省
警察庁
法務省

②　外国関係機関との連携の強化

53



省庁名 実施状況施策名

ⅵ

◎平成17年９月、昨今の国際組織犯罪や国際テロの広がりに対抗するためには、世界各国が相
互に協力して取り組むことが急務になっていること、また、我が国の治安を確保する観点からも国
内対策を充実させるだけでは十分でなくなっていること等の事情から、「国際協力推進要綱」を制
定し、これに基づいて、知識、技術の移転を始めとする国際協力に従来以上に積極的に取り組
んでいくこととした。

ⅶ
◎平成17年10月、中国公安部幹部らと、北京においてＩＣＰＯルート等による捜査協力の迅速化
等について協議を行った。

ⅷ

◎平成17年11月、「第2回東アジア地域組織犯罪対策会議」を開催し、巧妙化、凶悪化、国際化
する組織犯罪に対処するため、韓国、フィリピン、ロシアなど東アジア各国の治安機関と組織犯
罪に関する情報交換を行い、国際的な連携を図った。

ⅸ
◎平成17年11月、第8回日韓ＩＣＰＯ実務担当者会議を東京で開催し、ＩＣＰＯルートを通じた捜査
協力体制の強化等について協議を行った。

ⅹ

◎平成17年11月、国家公安委員会委員長がベトナムにおいて開催された「第２回国境を越える
犯罪に関するＡＳＥＡＮ＋３閣僚会合」に出席し、テロリズム、薬物犯罪その他の国境を越える犯
罪に対する参加国関係機関間の連携強化について議論した。また、国家公安委員会委員長は
ベトナム公安大臣と会談し、日越公安当局間の今後の連携強化の重要性を確認した。

ⅹⅰ
◎平成17年12月、ロシア極東連邦管区内務総局職員が来日し、日ロ間の警察協力に関する意
見交換等を積極的に行った。

ⅹⅱ
◎平成18年２月、ロシアにおいて開催された「Ｇ８ローマ／リヨン・グループ２月会合」に、担当課
長等が出席し、積極的に議論を行った。

ⅹⅲ
◎平成18年４月、ロシアにおいて開催された「Ｇ８ローマ／リヨン・グループ４月会合」に、担当課
長等が出席し、国内治安対策の推進を見据えた検討課題の設定等に積極的に関与した 。

ⅹⅳ
○平成18年６月、ロシアにおいて開催される「Ｇ８司法内務閣僚会合」に、警察庁次長が出席予
定。

ⅹⅴ

◎外国警察への技術協力として、平成16年には26人、平成17年には38人の職員を派遣し、ま
た、海外からは平成16年には220人、平成17年には245人の外国警察職員を受け入れて研修を
行い、外国警察との関係を強化した。

ⅹⅵ ◎平成17年度において、ＩＣＰＯ犯罪情報システムが利用可能となるＩ－24／７システムを整備し
た

ⅹⅶ
◎平成18年度予算において、外国治安機関との連携の強化に係る経費（４百万円）を措置した。

ⅹⅷ
◎平成18年度予算において、我が国の治安対策として重要な国又は地域を選定し、戦略的な外
国警察職員に対する研修の実施に係る経費（12百万）を措置した。

ⅹⅸ
◎平成18年度予算において、海外における捜査協力体制の強化に要する経費（１百万円）を措
置した。

警察庁
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ⅹⅹ

◎平成18年度予算において、ＩＣＰＯ派遣者が派遣後に業務を円滑に遂行できるようにするため、
外国語委託教養に要する経費（３百万円）を措置した。

ⅹⅹ
ⅰ

◎平成18年度において、国際的な犯罪に係る情報交換及び捜査協力の推進のため、「国際刑事
警察機構憲章」第38条、第39条に基づく国際会議分担金等に係る経費（638百万円）を措置した。

ⅰ

◎不正薬物、銃器、知的財産侵害物品等の水際取締りに関する各国税関との協力が重要であ
ることから、不正薬物等の情報交換を盛り込んだ二国間税関相互支援協定等の締結に努めてい
る。平成１８年３月にはＥＣとの間で税関相互支援協定の実質合意、同年４月には中国との間で
税関相互支援協定の締結に至っている。

ⅱ
◎世界税関機構（ＷＣＯ）のアジア大洋州地域内における情報交換ネットワークの拠点である地
域情報連絡事務所（ＲＩＬＯ）や、薬物等の密輸ルートとなる国・地域への職員派遣を通じ、薬物等
の密輸情報の収集や情報交換に努めている。

ⅲ

◎主としてアジア・大洋州地域の開発途上国の税関職員を我が国に受け入れ、薬物を含む密輸
の取締りに資するため、情報分析能力の強化等を目的とした研修を実施するとともに、我が国税
関職員の専門家を海外に派遣して、薬物等の取締りに係る情報収集・分析等に関する技術協力
を実施し、関係強化を図っている。

ⅳ ◎平成１８年度において、密輸情報収集等に係る職員海外派遣経費（６０百万円）を措置した。

ⅰ
◎国連麻薬委員会、アジア・太平洋地域麻薬取締機関長会議（ＨＯＮＬＥＡ）等に出席し、情報交
換を実施するとともに国際協力の促進に努めた。

ⅱ ◎平成１８年度において、引き続き外国捜査機関との連携強化のための予算（７百万円）を措置
した。

ⅰ

◎日本周辺国である中国、韓国、ロシア及び東南アジア諸国等の関係取締機関との間で国際会
合や合同訓練を実施するなど、多国間及び二国間での連携・協力を強化している。

ⅱ ◎平成１８年度において、国際間捜査協力等の推進のための経費（２３百万円）を措置した。

ⅲ
◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅲ）国外における情報収集活動強化のための職員を派遣

ⅰ
◎平成１７年７月、日韓領事当局間協議を行い、韓国に対し、新型旅券の早期導入や犯罪対策
の強化などについて申し入れた。

ⅱ
◎平成１７年８月、治安問題に関する日韓協議を行い、偽変造旅券対策、犯罪対策、刑事共助等
の協力体制強化を両国で確認した。

ⅲ
◎平成１８年４月、日・トルコ領事当局間協議を行い、トルコ政府に対し、我が国へ入国したトルコ
人の不法滞在、犯罪の問題につき、トルコ側が取るべき措置を申し入れた。

外務省

財務省

厚生労働省

海上保安庁
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ⅳ
◎平成１８年６月、日中領事当局間協議（第１２回）を行い、中国政府に対し、中国人の不法出入
国、不法滞在、犯罪の問題につき、中国側が取るべき措置を申し入れた。

ⅰ

◎在日ブラジル人による日本国内での犯罪、及び、犯罪を犯したブラジル人の国外逃亡の増加
を受け、平成１８年４月に麻生外務大臣から伯外相に対して、この問題の解決のため両国が一致
して取り組むことが重要である旨申し入れた。

ⅱ
○今後、ブラジルでの国外犯処罰に向けた取組、ブラジルとの犯罪人引渡条約締結の可能性
等、具体的方策につきブラジル側と協議を進めていく。

ⅰ
◎平成１８年度において，被退去強制者についての中国当局による管理の徹底を要請するた
め、１百万円を措置した。

ⅱ
◎平成１６年６月、法務当局において訪中の上、中国公安当局等に対して不法滞在防止策等に
ついて申し入れた。

外務省 ⅰ

◎平成１７年７月、日中治安当局間協議（第４回）において、組織的な密航者の送出、受入に対
する取締強化につき一致。旅券発給手続の厳格化、管理の強化を要請。包括的個別送還の具
体的協議の推進で一致。

ⅰ
◎平成１７年６月に日中政府間において領事協定締結交渉（第４回）を実施。

ⅱ ◎平成１８年６月、日中領事当局間協議（第１２回）を実施し、第５回交渉の開催につき一致。

ⅰ
◎平成１７年６月、日中間の刑事分野における国際約束の締結に関する予備協議において、日
中間の受刑者移送に関する我が方の問題を提起し、締結交渉の開始につき中国側に提案した。

ⅱ
◎平成１７年７月、日中治安当局間協議（第４回）において受刑者移送条約の締結交渉を開始す
べく日本側から提起。

ⅲ
◎平成１８年６月、日中領事当局間協議（第１２回）を実施し、日中間の受刑者移送の必要性につ
き日本側より提起。

⑥　日中間における税関相互支援協定締結の検討

外務省
財務省

ⅰ
◎平成１８年４月２日、日中税関相互支援協定を締結。現在、同協定を通じて、薬物等の密輸入
に関する情報交換の促進に努めている。

⑤　日中間における受刑者移送条約の早期締結等

外務省

外務省
警察庁
法務省

③　被退去強制者についての中国当局による管理の徹底の
　　要請

④　日中間における領事関係国際約束の早期締結

第４　組織犯罪等からの経済、社会の防護

外務省

１　組織犯罪対策、暴力団対策の推進

法務省
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ⅰ

◎（再掲：第３－３－①－警－ⅰ及び第１－３－④－警－ⅱ）組織犯罪対策部の設置及び「組織
犯罪対策要綱」の発出。

ⅱ
◎平成18年度予算において、組織犯罪対策統合検索システム等の改修に係る経費（47百万円）
を措置した。

ⅲ
◎（再掲：第３－３－①－警－ⅳ）平成18年度予算において、繁華街における組織犯罪集中取締
り対策等に係る経費（167百万円）を措置。

ⅳ ◎平成18年度予算おいて、犯罪組織に係る分析体制の強化に要する経費（22百万円）を措置。

法務省 ⅰ
◎検察当局において，担当検察官・検察事務官の設置や，関係諸機関との連携強化を通じて，
組織犯罪情報の集約・活用を図っている。

財務省 ⅰ
◎「密輸出入取締対策会議」等を通じて、最新の密輸手口及び新たな形態の薬物等に関する情
報の共有化を図っている。

厚生労働省 ⅰ

◎密輸出入取締対策会議や薬物対策関係取締機関情報交換会等の会議に積極的に参加し、
関係機関との積極的な情報交換を実施し、取締りの効率化を図った。

ⅰ
◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅰ）情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進し、国内外関係
機関との連携を強化

ⅱ
◎平成１８年度において、薬物銃器の密輸入対策、不法入国者対策の強化等のための経費（４３
６百万円）を措置した。

ⅲ ◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅲ）国外における情報収集活動強化のための職員を派遣

ⅰ

◎平成17年において、規制薬物の密輸入に関してコントロールド・デリバリーを43件実施して組
織の中枢に至るまでの摘発に努めているほか、同年において、組織的犯罪処罰法の組織的な犯
罪の加重処罰に係る規定を適用して65件検挙するなどし、厳正な科刑が実現されるよう努めて
いる。

ⅱ
◎（再掲：第１－３－④－警－ⅱ）「組織犯罪対策要綱」の発出。

ⅲ
◎平成18年度予算において、暴力団壊滅に向けた戦略的情報収集活動の強化に係る経費（45
百万円）を措置した。

ⅳ
◎（再掲：第３－３－①－警－ⅴ）平成18年度予算において、来日外国人犯罪組織の実態解明・
摘発の推進に要する経費（31百万円）を措置。

ⅰ

◎全国から検察官が参加して行う会議等を開催するなどして情報及び意見の交換等を行う一
方，関係諸機関と連携しつつ，マネー・ローンダリング犯罪をも含む各種法令を積極的に活用す
るとともに，疑わしい取引に関する情報の活用を含め，様々な捜査手法を駆使して犯罪組織の中
枢に至るまでの捜査を行い，厳正な科刑の実現及び犯罪収益等の的確なはく奪を図っている。

警察庁

①　組織犯罪情報の集約、相互利活用等の推進

警察庁

法務省

海上保安庁

②　組織犯罪の取締り強化と厳正な処分
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ⅱ ◎（再掲：第３－３－①－法－ⅱ）組織犯罪対策の推進を図るため、７２１百万円を措置した。

ⅰ
◎（再掲：第３－１－⑤－厚－ⅰ）関係機関とコントロールド・デリバリーの実施等による密輸入事
犯の摘発。

ⅱ

◎薬物密売組織の摘発に当たって麻薬特例法の加重処罰規定の適用に努めた結果、同法の
「業としての譲渡罪」等の規定を適用した事件を摘発した。

ⅲ
◎暴力団が組織的にインターネットを利用してＭＤＭＡを密売していた事案について、おとり捜査
等を実施するなどして摘発した。

ⅳ
◎平成１８年度において、引き続き組織犯罪等に対する取締のための予算（５５８百万円）を措置
した。

ⅰ
◎組織犯罪に対しては、様々な捜査手法を駆使して、組織の中枢に至るまでの摘発に努めてい
る。

ⅱ

◎（再掲：第４－１－①－海－ⅱ）平成１８年度において、薬物銃器の密輸入対策、不法入国者
対策の強化等のための経費を措置

ⅰ
◎警察庁内に組織犯罪に対する有効な捜査手法等を研究するためのワーキンググループを設
置するなどして、その導入・活用に向けた制度や捜査運営の在り方についての検討を実施してい
る

ⅱ
◎平成17年４月、警察大学校に組織犯罪対策教養部を新設したほか、採用時教育、各級昇任時
教育等のカリキュラムを見直し、組織犯罪に関する捜査要領等の教育を充実・強化した。

ⅰ
◎おとり捜査，通信傍受等の活用方策等について検討を行っている。

ⅱ

◎いわゆる前提犯罪の拡大等の犯罪収益規制関係規定の整備を含む「犯罪の国際化及び組織
化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を第１６３回特
別国会に提出し，第１６４回通常国会において継続審議とされた。

ⅰ
◎（再掲：第３－１－⑤－厚－ⅰ）関係機関とコントロールド・デリバリーの実施等による密輸入事
犯の摘発。

ⅱ
◎（再掲：第４－１－②－厚－ⅲ）暴力団が組織的にインターネットを利用してＭＤＭＡを密売して
いた事案について、おとり捜査等を実施するなどして摘発した。

ⅲ
◎（再掲：第３－１－⑤－厚－ⅱ）薬物密輸組織等によって行われる密輸事犯に対するコントロー
ルド・デリバリー捜査の積極的活用による捜査体制を強化するための麻薬取締官の増員等（１９
人）を措置した。

ⅰ
◎犯罪組織等に関する情報の収集、集約、分析を行い組織犯罪の組織の中枢に至る摘発に努
めている。

警察庁

③　組織犯罪に対する有効な捜査手法等の活用・検討

法務省

厚生労働省

海上保安庁

厚生労働省
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ⅱ
◎平成18年度において、入港した外国船舶の立入検査・監視を強化するため部署に国際取締官
20名を増員した。

ⅲ
○１８年度において、組織犯罪に有効な立入検査や捜査手法等について取りまとめ、これを全管
区に周知・徹底させることにより、摘発水準の向上を図る。

警察庁 ⅰ

◎犯罪収益の剥奪の徹底を図るため、平成17年において、組織的犯罪処罰法、麻薬特例法に
基づく警察の請求による起訴前の没収保全命令をそれぞれ８件ずつ請求し、犯罪組織から剥奪
すべき犯罪収益の確実な保全に努めている。

法務省 ⅰ
◎（再掲：第４－１－②－法－ⅰ）検察部内の意見交換等及び関係諸機関との連携をするととも
に，各種法令の積極的な活用等により厳正な科刑の実現・犯罪収益等の的確な剥奪を図ってい
る。

厚生労働省 ⅰ

◎犯罪収益の剥奪を実現すべく、積極的に麻薬特例法の適用を行うため、薬物密売組織を摘発
した。

ⅰ

◎資金獲得活動に関わる違法行為を徹底的に検挙する等により、犯罪組織が保有する犯罪収
益の剥奪に努めている。

ⅱ

◎（再掲：第４－１－①－海－ⅱ）平成18年度において、薬物銃器の密輸入対策、不法入国者対
策の強化等のための経費を措置

ⅲ

◎(再掲：第４－１－③－海－ⅱ）平成18年度において、外国船舶への立入検査・監視強化のた
めの部署国際取締官を20名増員

ⅰ

◎平成17年において、組織的犯罪処罰法、麻薬特例法に基づく（薬物）犯罪収益等隠匿・収受事
件をそれぞれ107件、５件検挙するなど、マネー・ローンダリング犯罪等の摘発の徹底を図ってい
る。

ⅱ
◎金融庁から提供を受けた疑わしい取引に関する情報を効果的に活用するため、平成17年3
月、都道府県警察において照会可能な疑わしい取引に関する情報管理システムを稼働開始し
た。

ⅲ
◎（再掲：第４－１－①－警ⅱ）平成18年度予算において、組織犯罪対策統合検索システムの維
持経費等の改修に係る経費（22百万円）を措置。

ⅳ
◎平成17年11月、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において、警察庁がＦＡＴＦ勧告を実
施するための法律案を作成するとともに、ＦＩＵを金融庁から警察庁に移管することが決定され
た。

ⅰ

◎組織的犯罪処罰法（平成12年2月施行）により、金融機関等はマネー･ローンダリングに係る疑
わしい取引の届出義務が課されており（疑わしい取引の届出制度）、金融庁は、当該届出情報を
一元的に集約し、整理･分析をした上、犯罪捜査等に資すると認められる情報を捜査機関等に提
供している。これらの情報は捜査機関等において犯罪捜査等の端緒等として活用されている。

④　犯罪収益の剥奪

警察庁

金融庁

海上保安庁

海上保安庁

⑤　マネー・ローンダリング対策の推進
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ⅱ
◎平成18年度において、マネー･ローンダリング対策の強化のため、FIUに関する経費（73百万
円）を措置した。

法務省 ⅰ
◎（再掲：第４－１－②－法－ⅰ）検察部内の意見交換等及び関係諸機関との連携をするととも
に，各種法令の積極的な活用等により厳正な科刑の実現・犯罪収益等の的確な剥奪を図ってい
る。

厚生労働省 ⅰ

◎マネーロンダリング犯罪の前提犯罪となる暴力団やイラン人等外国人密売組織等の薬物密売
組織の摘発に努めるとともに、金融庁から提供を受けた疑わしい取引の情報の分析に努めた。

ⅰ

◎マネー・ローンダリング犯罪及びその前提犯罪に関し、組織的犯罪処罰法に基づいて金融機
関等から届出された疑わしい取引の情報で、金融庁において的確に集約・整理・分析された情報
を活用するとともに、そのより効果的な活用法について見直しを実施している。

ⅱ

◎（再掲：第４－１－①－海－ⅱ）平成18年度において、薬物銃器の密輸入対策、不法入国者対
策の強化等のための経費を措置

警察庁 ⅰ ◎（再掲：第３－３－①－警－ⅰ）組織犯罪対策部及び国際捜査管理官の設置。

ⅱ

◎国際捜査管理官においては、都道府県警察の行う国際組織犯罪捜査の推進状況を的確に把
握し、広域的に敢行される国際組織犯罪に対して、積極的な合同・共同捜査を推進させるなど、
戦略的な事件調整を行うとともに、それらに関するＩＣＰＯルート等による外国捜査機関との捜査
協力を一層推進し、被疑者検挙のために必要な情報交換等を行っている。

ⅲ
◎（再掲：第３－４－②－警－ⅹⅶ）平成18年度予算において、海外における捜査協力体制の強
化に要する経費（１百万円）を措置した。

法務省 ⅰ

◎組織的犯罪の共謀罪及び証人等買収罪の新設並びに犯罪収益規制関係規定及び国外犯処
罰規定の整備を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑
法等の一部を改正する法律案」を第１６３回特別国会に提出し，第１６４回通常国会において継続
審議とされた。

外務省 ⅰ
◎平成１５年５月、国際組織犯罪防止条約の締結につき国会の承認を得た。

⑧　執行妨害犯罪及び倒産犯罪に関する罰則の整備

法務省 ⅰ

◎①強制執行妨害については，「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処す
るための刑法等の一部を改正する法律案」を第１６３回特別国会に提出し，第１６４回通常国会に
おいて継続審議とされた。②倒産犯罪については，破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律案を同国会に提出し，平成１６年５月成立した。（６月２日公布）

ⅰ
◎全国都道府県警察に対して、各地方公共団体に対しコンプライアンス条例・要綱等の制定に
向けた働き掛けを強化するよう指示した。平成17年末現在、全国の地方公共団体の87.9％にお
いて制定されている。

⑦　国際組織犯罪防止条約の早期締結及び関連法の整備

⑨　暴力団排除活動と行政対象暴力対策の推進

⑥　都道府県警察の行う国際組織犯罪捜査への積極的関与

海上保安庁
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ii
◎プロ野球暴力団等排除対策協議会において暴力団排除対策官が現状と対策について説明を
行うなど、プロ野球球場等からの暴力団等排除活動を推進した。

iii
◎民事介入暴力対策啓発ビデオ「シャットアウト」（平成18年３月完成）を制作し、全国の企業や
行政機関の職員等に広く民事介入暴力等の実態とこれに対する諸対策を周知させることにより、
暴力団排除を啓発した。

iv
◎平成17年中、廃棄物処理法の規定に基づき22業者を産業廃棄物処理業から排除し、また、平
成15年に改正され、平成16年１月から施行された貸金業法の規定に基づき41業者を貸金業から
排除するなど暴力団等による各種業への介入を阻止している。

v
◎平成15年７月に設置された関係省庁等からなる「行政対象暴力に対する関係省庁等連絡会
議」（平成17年10月）を開催し、行政対象暴力対策の取組みの強化を図った。

vi

○民事介入暴力による被害の防止及び回復並びに暴力団勢力の拡大阻止を図るため、警察大
学校において、都道府県警察の民事介入暴力対策の担当者に対し、「民事介入暴力対策専科」
を実施し、民事介入暴力への対応要領、民事手続きの基礎的知識とその活用方法について教養
することとしている（平成18年７月実施予定）。

vii
○全国暴力追放運動推進センター、都道府県警察及び都道府県暴力追放運動推進センターとと
もに、関係機関・団体の後援を得て、「全国暴力追放運動中央大会」（平成18年11月開催予定）を
開催し、暴力排除意識の高揚と暴力追放運動の活性化を図ることとしている。

ⅷ
◎平成18年度予算において、暴力団排除意識の高揚を図るため、全国暴力追放運動中央大会
経費等に係る経費（16百万円）を措置した。

ⅸ
◎全国暴力追放運動推進センター等と連携し、国の行政機関に対し、「行政対象暴力に関する
アンケート」（平成17年８月）を実施し、暴力団の行政対象暴力の実態把握を推進した。

警察庁
国土交通省

ⅰ

◎公共工事からの暴力団排除を推進するため、警察庁及び国土交通省が協議を行い、平成１７
年６月、指名を行わない業者の対象の明確化、都道府県警察と地方整備局との連携強化等につ
いて、警察庁は都道府県警察に対して、国土交通省は地方整備局及び北海道開発局に対して
それぞれ通知した。

⑩　暴力団の代表者等に対する責任追及の徹底

警察庁 ⅰ

◎対立抗争等に伴う指定暴力団員による凶器を使用しての暴力行為により生じた損害につき、
当該指定暴力団の代表者等が無過失損害賠償責任を負うこととすることなどを内容とする暴力
団対策法の一部を改正する法律を第１59回通常国会に提出し、平成１６年４月に成立した。

２　薬物乱用、銃器犯罪のない社会の実現

警察庁
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ⅰ
◎国民の理解と積極的な協力を得るため、「薬物及び銃器取締強化期間」（５月及び10月）を中
心に、新聞、テレビ、雑誌等の各種媒体を活用して重点的な広報を実施している。

ⅱ

◎国連薬物乱用根絶宣言支援事業として行われる「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」をはじめ、「青
少年の非行問題に取り組む全国強調月間」（７月）、「全国青少年健全育成強調月間」（11月）等
において、青少年及び青少年育成関係者に対し、薬物乱用の危険性や薬物乱用防止のための
指導方法等についての広報啓発活動を展開している。

ⅰ
◎平成16年４月、「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」を発出し、薬物乱用防止教室の開催
その他の啓発活動の充実による少年の薬物乱用の根絶について指示した。

ⅱ
◎平成16年２月、「少年によるＭＤＭＡ等の乱用防止対策の推進について」を発出し、少年による
ＭＤＭＡ等事案に係る実態把握及び取締りの徹底等について指示した。

ⅲ

◎平成16年９月、平成17年９月に「麻薬・覚せい剤乱用防止運動への協力について（通達）」を発
出し、厚生労働省及び都道府県が主催する麻薬・覚せい剤乱用防止運動に協力し、薬物乱用防
止に対する国民の理解と協力の確保に努めるよう指示した。

ⅳ
◎平成16年10月、「大学生を対象とする薬物乱用防止のための広報啓発活動の推進について
（通達）」を発出し、各大学と連携した広報啓発活動の推進について指示した。

ⅴ

◎（再掲：第１－３－②－警－ⅳ）「学期末・新学期における少年の非行・犯罪被害の防止と有害
環境の浄化対策の推進について」を発出し、街頭補導等を通じた薬物乱用少年の早期発見・補
導及び非行防止教室や薬物乱用防止教室の開催を始めとする広報啓発活動の強化について指
示。

ⅵ

◎平成17年５月、平成18年５月、「薬物乱用防止広報の強化期間の実施について」を発出し、薬
物乱用防止教室等の効果的な実施、関係機関・団体が実施する広報啓発活動との連携等につ
いて都道府県警察に指示した。

ⅶ

◎（再掲：第１－１－③－警－ⅷ）「学年末及び新学期における少年の非行及び犯罪被害防止対
策の推進について」を発出し、薬物乱用少年の早期発見・補導及び薬物乱用防止のための広報
啓発活動の強化等について指示。

ⅷ
◎平成18年度予算において、少年の薬物乱用防止対策として、広報啓発用パンフレットの印刷
等に係る経費（28百万円）を措置した。

ⅸ
◎平成18年度予算において、啓発の充実等による青少年の薬物乱用の根絶を図るため、イン
ターネット上のポータルサイトを利用した薬物銃器関連の情報収集に係る経費（８百万円）を措置
した

財務省 ⅰ
◎税関職員による講演会や税関見学会等を実施するに当たり、児童生徒等に薬物乱用の危険
性・有害性等を分かりやすく、かつ、正しく理解させることを目的として、薬物等の密輸防止啓発
ビデオを上映するとともに、「模造麻薬見本」を展示した。

警察庁

①  啓発の充実等による青少年の薬物乱用の根絶

内閣府
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文部科学省 ⅰ
◎（再掲：第２－２－⑧－文－ⅰ）学校における薬物乱用防止教育の充実を図るため、63百万円
を措置した。

ⅰ

◎(再掲：第２－２－⑧－厚－ⅰ)薬物乱用防止キャラバンカーの派遣や「『ダメ。ゼッタイ。』普及
運動」の全国展開による広報啓発活動等を実施している。

ⅱ
◎(再掲：第２－２－⑧－厚－ⅱ)平成１８年度において、引き続き薬物乱用防止キャラバンカーの
派遣等を実施するための予算（１６６百万円）を措置した。

ⅲ

◎(再掲：第２－２－⑧－厚－ⅲ)平成１８年度において、ＭＤＭＡや大麻の乱用に対応するための
予算（１５百万円）を引き続き措置した。

ⅰ

◎平成17年中において、麻薬特例法違反（業としての薬物の譲渡し等）47件を検挙し、平成17年
3月には、暴力団組長らによる覚せい剤密売事件について麻薬特例法を適用するなど、麻薬特
例法の活用等による総合的な組織犯罪対策を推進し、薬物密売組織の壊滅に努めている。

ⅱ
◎平成18年度予算において、薬物密売組織を壊滅するため、薬物取締用車の増強整備等に係
る経費（499百万円）を措置した。

ⅲ
◎（再掲：第３－３－①－警－ⅳ）平成18年度予算において、繁華街における組織犯罪集中取締
り対策等に係る経費（167百万円）を措置した。

ⅰ
◎（再掲：第４－１－⑤－金ーⅰ）マネー･ローンダリングに係る疑わしい取引の届出情報を一元
的に集約し、整理･分析をした上、犯罪捜査等に資すると認められる情報を捜査機関等に提供し
ている。

ⅱ

◎（再掲：第４－１－⑤－金ーⅱ）平成18年度において、マネー･ローンダリング対策の強化のた
め、FIUに関する経費（73百万円）を措置した。

ⅰ
◎検察当局において，関係諸機関と連携しつつ，麻薬特例法等を積極的に活用するなどして，
厳正な科刑の獲得及び薬物犯罪収益のはく奪に努めている。

ⅱ
◎平成１８年度において，薬物犯罪対策の強化を図るため，６百万円を措置した。

ⅰ

◎（再掲：第４－１－④－厚）犯罪収益の剥奪を実現すべく、積極的に麻薬特例法の適用を行う
ため、薬物密売組織を摘発した。

ⅱ
◎（再掲：第４－１－②－厚－ⅲ）暴力団が組織的にインターネットを利用してＭＤＭＡを密売して
いた事案について、おとり捜査等を実施するなどして摘発した。

ⅲ

◎（再掲：第３－１－⑤－厚－ⅱ）薬物密輸組織等によって行われる密輸事犯に対するコントロー
ルド・デリバリー捜査の積極的活用による捜査体制を強化するための麻薬取締官の増員等（１９
人）を措置した。

警察庁

厚生労働省

厚生労働省

②　薬物密売組織の壊滅

法務省

金融庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎平成17年中において、覚せい剤事犯被疑者13,346人を検挙するなど、覚せい剤事犯の大半を
占める末端薬物乱用者に対する取締りを徹底するとともに、広報誌「DRUG」の作成、配布等を行
い、薬物の乱用を許さない環境作りに努めている。

ⅱ
◎平成18年度予算において、末端薬物乱用者の取締りを徹底するため、尿中覚せい剤等簡易
鑑定試薬等に係る経費（108百万円）を措置した。

ⅲ
◎（再掲：第４－２－①－警－ⅳ）平成18年度予算において、インターネットのポータルサイトを利
用した薬物銃器関連の情報収集に係る経費（８百万円）を措置。

厚生労働省 ⅰ

◎末端乱用者に対する徹底した取締りとともに、各地方厚生局麻薬取締部に設置されている「麻
薬・覚せい剤」相談電話等の相談窓口を活用し、相談業務を実施した。

ⅰ

◎平成16年10月、「組織犯罪対策要綱」を発出し、薬物の密輸入の実態解明に努め、国内外の
関係機関等との連携の下に、水際検挙の徹底を図り、我が国への薬物の供給を遮断することを
薬物対策の重点の一つとしている。

ⅱ
◎（再掲：第３－１－②－警－ⅰ）薬物の密輸を水際で阻止するため、関係機関等と連携した水
際対策を推進。

ⅲ
◎平成18年度予算において、薬物密輸を水際で阻止するため、高解像度衛星画像解析システム
の運用に係る経費（239百万円）を措置した。

ⅳ
◎平成18年度予算において、錠剤型麻薬プロファイリングに関する研究に係る経費（11百万円）
を措置した。

ⅴ
◎（再掲：第４－２－②－警－ⅱ）平成18年度予算において、薬物取締り用車の増強整備等に係
る経費（499百万円）を措置。

ⅰ
◎密輸ダイヤル周知ＣＭ等を活用して、密輸ダイヤル（０１２０－４６１－９６１）を積極的に広報
し、薬物等の密輸入情報の提供を一般国民に対し広く要請している。

ⅱ
◎インターネット上の「税関ホームページ」等により、広く一般国民に対し税関における水際取締
対策等を広報するとともに、薬物等の密輸入情報の提供を要請している。

ⅲ ◎（再掲：第３－１－②－財－ⅰ）ＭＯＵ締結団体に対する不審情報の提供依頼。

ⅳ ◎（再掲：第４－１－①－財－ⅰ）会議等を通じての情報の共有。

ⅴ
◎（再掲：第３－１－⑤－財－ⅲ）テロ対策・密輸取締機器整備経費（６，７０７百万円）を措置し
た。

警察庁

警察庁

財務省

③　末端薬物乱用者の取締りの徹底

④　薬物密輸の水際での阻止
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ⅵ
◎（再掲：第３－１－⑤－財－ⅳ）監視艇運航経費等その他監視取締関係経費（２，１５１百万円）
を措置した。

ⅶ ◎（再掲：第３－１－⑤－財－ⅴ）密輸ダイヤル等ＰＲ経費（２７百万円）を措置した。

ⅰ ◎関係機関との情報交換会を密にし、情報の共有及び連携の強化を一層推進した。

ⅱ
◎麻薬・覚せい剤原料物質の輸出入や国内における流通について法令に基づく審査を厳格に行
う等横流しの防止に努めた。

経済産業省 ⅰ

◎麻薬等原料物質の不正輸出入を防止するため、国内法（麻薬及び向精神薬取締法：厚生労働
省所管）で麻薬向精神薬原料と指定されている物質を外為法に基づく輸出入の承認制等の対象
とし、厳格な審査を実施。

ⅰ
◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅰ）情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進し、国内外関係
機関との連携を強化

ⅱ
◎（再掲：第４－１－①－海－ⅱ）平成18年度において、薬物銃器の密輸入対策、不法入国者対
策の強化等のための経費を措置

ⅲ ◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅲ）国外における情報収集活動強化のための職員を派遣

ⅳ

◎(再掲：第４－１－③－海－ⅱ）平成18年度において、外国船舶への立入検査・監視強化のた
めの部署国際取締官を20名増員

ⅰ

◎「アジア・太平洋薬物取締会議（ＡＤＥＣ）」（平成16年２月、17年２月、18年２月）、「薬物犯罪個
別招へいセミナー」（平成16年３月）、「薬物犯罪取締セミナー」（平成16年10月、17年10月）を開
催するなどして、情報交換、技術移転等薬物対策のための国際協力を推進している。

ⅱ
◎（再掲：第４－２－④－警－ⅲ）平成18年度予算において、アジア・太平洋地域薬物取締り担当
実務者会議の開催等に係る経費を措置。

ⅰ
◎（再掲：第４－１－⑤－金ーⅰ）マネー･ローンダリングに係る疑わしい取引の届出情報を一元
的に集約し、整理･分析をした上、犯罪捜査等に資すると認められる情報を捜査機関等に提供し
ている。

ⅱ

◎マネー･ローンダリングに対する国際的な監視体制の強化を図るため、外国の機関との情報交
換取極の締結交渉を進めるとともに、国際会議等への積極的な参加を通じ、国際機関との連携
の強化を図っている。

ⅲ
◎（再掲：第４－１－⑤－金ーⅱ）平成18年度において、マネー･ローンダリング対策の強化のた
め、FIUに関する経費（73百万円）を措置した。

⑤　薬物対策に関する国際協力の推進

厚生労働省

金融庁

警察庁

海上保安庁
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法務省 ⅰ

◎「麻薬・覚せい剤関係日韓連絡会議」，「ＡＤＬＯＭＩＣＯ（国際協力のための麻薬対策連絡官会
合）」等の各種国際会議への参加を通じ，世界的な薬物乱用問題につき情報を共有するととも
に，その協力関係の強化に努めている。

ⅰ
◎開発途上国の薬物犯罪取締機関職員に対し、能力向上のための研修を実施してきており、平
成1８年度も継続して実施中。

ⅱ
◎平成１８年度において、国連薬物統制計画基金拠出金（２４８百万円）を措置した。

ⅰ ◎（再掲：第３－４－②－財－ⅲ）技術協力の実施。

ⅱ
◎（再掲：第３－４－②－財－ⅳ）密輸情報収集等に係る職員海外派遣経費（６０百万円）を措置
した。

ⅰ
◎（再掲：第３－４－②－厚－ⅰ）国連麻薬委員会、アジア・太平洋地域麻薬取締機関長会議（Ｈ
ＯＮＬＥＡ）等へ出席。

ⅱ
◎（再掲：第３－４－②－厚－ⅱ）平成１８年度において、引き続き外国捜査機関との連携強化の
ための予算（７百万円）を措置した。

ⅰ
◎国連麻薬委員会（ＣＮＤ）、国際麻薬統制委員会（ＩＮＣＢ）の行う麻薬等の国際統制、情報収集
への協力を実施。

ⅱ

◎麻薬新条約の発効に伴い、ＩＮＣＢでは同条約が対象とする麻薬等の原料物質に関わる情報
収集や評価活動を行っており、これらの活動に協力するため、我が国の麻薬等の原料物質の輸
出入動向に関する情報提供を実施。

ⅰ

◎国連麻薬委員会等国際会議への積極的な参加、主にアジア諸国を対象にした技術移転等を
目的とする「密輸・密航海上取締セミナー（ODA事業）」、「海上犯罪取締り研修（JICA事業）」等の
実施を通じ、連携・協力を強化している。

ⅱ
◎平成１８年度において、薬物取締りに関する国外関係取締機関等との情報交換のための経費
（１２百万円）を措置した。

ⅲ
◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅲ）国外における情報収集活動強化のための職員を派遣

警察庁 ⅰ
◎覚せい剤110番等を通じて、薬物乱用に関する相談を受理するなど、薬物の再乱用防止に向
けた取組みを推進している。

ⅰ
◎覚せい剤等薬物事犯者に対する保護観察処遇の充実強化の一環として，覚せい剤事犯の仮
釈放者に対して本人の自発的意思に基づく簡易尿検査を平成１６年度から実施している。

経済産業省

⑥　治療、社会復帰支援による薬物再乱用の防止等

法務省

外務省

海上保安庁

財務省

厚生労働省
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ⅱ
◎平成１８年度においては，覚せい剤等薬物事犯者に対する保護観察の充実強化のため，３４
百万円（うち再掲３百万円）を措置した。

厚生労働省 ⅰ

◎保健所、精神保健福祉センターで実施されている薬物相談窓口事業に全国から多数の相談を
受け付けるとともに、精神保健福祉センターでは、家族教室、個別相談、指導等を実施し、薬物
依存・中毒者の社会復帰支援と再乱用防止を継続して推進した。

警察庁 ⅰ

◎広報啓発活動等を通じて、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）の有害性・危険性についての
周知徹底を図るとともに、関係機関との情報交換等を行うなど、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッ
グ）対策を推進している。

ⅰ
◎インターネット広告監視や製品の買上調査を通じて、違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）の把
握に努め、薬事法違反事例については、関係都道府県による指導取締りの強化を図った。

ⅱ
◎違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）のうち３物質を、科学的根拠に基づいて依存性、精神毒
性等が確認されたため麻薬に指定した。

ⅲ

◎平成１８年度において、引き続き違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）とされている物質のうち、
麻薬と同様の有害性を有する物質を速やかに麻薬に指定するための予算（１５百万円）を措置し
た。

ⅳ

◎幻覚等の作用を有する一定の薬物を厚生労働大臣が指定して、その製造、輸入、販売等を禁
止するとともに、指定した薬物である疑いがある物品に関し、検査を受けることを命ずることがで
きるようにすること等所要の措置を講ずることにより、迅速かつ実効ある取締りを担保するための
薬事法の改正法案が第１６４回通常国会において成立した。

ⅰ

◎平成16年10月、「組織犯罪対策要綱」を発出し、国内外の関係機関等との連携を強化し、水際
における密輸事犯の摘発や密売・密造事犯の摘発を徹底し、国外からはもとより国内においても
銃器の供給を遮断することを銃器対策の重点の一つとしている。

ⅱ

◎平成17年中において、暴力団から243丁のけん銃を押収するなど、犯罪組織等による銃器事
犯の摘発を推進するとともに、国内外関係機関と情報交換等を行い、銃器密輸・密売組織及び
ルートの解明、摘発に努めている。

ⅲ
◎平成18年度予算において、水際対策を始めとする銃器事犯捜査等の徹底を図るため、銃器密
輸捜査セミナー等に係る経費（17百万円）を措置した。

ⅳ
◎（再掲：第４ー２－④ー警ーⅲ）水際対策等を始めとする銃器事犯捜査等の徹底を図るため、
高解像度衛星画像解析システムの運用等に係る経費を措置した。

ⅰ ◎検察当局において，関係諸機関と連携しつつ，銃器事犯について厳正に対処している。

ⅱ
◎（再掲：第３－３－①－法－ⅱ）銃器犯罪対策の推進を図るため，７２１百万円を措置した。

警察庁

⑧　水際対策を始めとする銃器事犯捜査等の徹底

法務省

法務省

⑦　いわゆる脱法ドラッグ対策の推進

厚生労働省
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ⅰ ◎（再掲：第３－１－⑤－財－ⅰ）取締機器を活用した検査の実施。

ⅱ
◎（再掲：第３－１－⑤－財－ⅲ）テロ対策・密輸取締機器整備経費（６，７０７百万円）を措置し
た。

ⅰ
◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅰ）情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進し、国内外関係
機関との連携を強化

ⅱ
◎（再掲：第３－１－⑤－ⅱ）平成１８年度において、薬物銃器の密輸入対策の強化等のための
経費を措置

ⅲ ◎（再掲：第３－１－⑤－海－ⅲ）国外における情報収集活動強化のための職員を派遣

ⅳ
◎(再掲：第４－１－③－海－ⅱ）平成18年度において、外国船舶への立入検査・監視強化のた
めの部署国際取締官を20名増員

ⅰ
◎模様等の特徴からの照会を可能とした新システムによる銃砲登録照会業務の運用を、平成17
年１月４日から開始した。

ⅱ

◎猟銃等所持許可時の厳格な審査、的確な行政処分による不適格者の排除、火薬類取扱場
所、武器又は猟銃等の保管場所への立入検査等を推進している。（平成17年中の不許可、不更
新処分17人、取消処分53人、113丁。火薬類取扱場所への立入検査は27,078回実施。）

ⅲ
◎エアガン等のうち一定以上の威力を有する「準空気銃」の所持の禁止等を内容とする銃砲刀
剣類所持等取締法の一部を改正する法律を第164回通常国会に提出し、平成18年５月、可決・
成立した。

内閣府 ⅰ ◎（再掲：第４－２－①ーⅰ）各種媒体を活用して重点的な広報を実施している。

ⅰ

◎猟銃等講習会、一斉検査、関係団体への資料提供等により、猟銃の所持許可者等に対し、関
係法令の遵守を徹底している。また、経済産業省と連携し、猟銃等保安対策講習会に担当職員
を派遣し、銃器対策に関する啓発に努めている。

ⅱ

◎銃器犯罪根絶意識の醸成を図るため、民間ボランティア団体等と連携し、市民参加型の「銃器
犯罪根絶の集い」（平成17年10月）を開催するなど、官民一体となった積極的かつ効果的な広報
啓発活動の実施に努めている。

ⅲ
◎平成18年度予算において、銃器対策に関する国民の理解と協力の確保等を図るため、銃器シ
ンポジウムの開催等に係る経費（14百万円）を措置した。

ⅳ
◎（再掲：第４－２－①－警－ⅳ）平成18年度予算において、インターネットのポータルサイトを利
用した薬物銃器関連の情報収集に係る経費（8百万円）を措置。

ⅴ
◎改造エアガンに係る犯罪を防止するため、関係団体等との連携を図るとともに、取締りを強化
している。

警察庁

財務省

⑨　適正な銃砲・火薬行政の推進

⑩　銃器対策に関する国民の理解と協力の確保等

警察庁

海上保安庁
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ⅵ
◎エアガン等のうち一定以上の威力を有する「準空気銃」の所持の禁止等を内容とする銃砲刀
剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行に向け、業界団体とも連携の上、準備を進めて
いる

ⅰ
◎「許しません、白い粉　通しません、黒い武器」をキャッチフレーズとし、リーフレット等を作成・
配布するとともに、街頭キャンペーン、税関展、講演等の開催を通じ、銃器等の密輸取締りに対
する国民の理解と協力を要請している。

ⅱ ◎（再掲：第４－２－④－財－ⅰ）密輸ダイヤル（０１２０－４６１－９６１）周知ＣＭの放映。

ⅲ ◎（第４－２－④－財－ⅱ）税関ホームページ等による水際取締対策の広報。

ⅳ ◎（再掲：第３－１－⑤－財－ⅴ）密輸ダイヤル等ＰＲ経費（２７百万円）を措置した

水産庁 ⅰ
◎都道府県に対し銃器犯罪に関する情報提供について、漁業者等への広報・啓発活動を積極
的、計画的に行うよう関係会議を通じ要請した。

ⅰ

◎銃器対策推進本部「銃器対策推進要綱」（平成７年）に基づき、武器等製造法及び銃砲刀剣類
所持等取締法尊守の観点から業界６団体に対し、毎年モデルガン・ソフトエアガンの生産におけ
る慎重な対応、販売における慎重な対応、消費者に対する啓発活動の推進等を文書で要請。ま
た、平成１６年４月に警察庁の協力も得て業界６団体に対し、法令尊守のための説明会を開催。

ⅱ
◎平成１７年度においても、猟銃等の製造・販売事業者を対象とした保安対策等に関する講習会
を実施。

ⅰ
◎海の情報提供ボランティア組織「海守」等との連携協力等により、銃器対策に関する、広報・啓
発活動を積極的に実施し、国民の理解と協力の確保に努めている。

ⅱ
◎密輸・密航防止に関するリーフレットを作成し、海守会員等に配布した。

警察庁
外務省
経済産業省

ⅰ

○国際組織犯罪防止条約銃器議定書の締結に向けて、関係省庁間における検討、協議を推進
している。

ⅰ
◎小型武器関連会合や国際会議に参加し、制度の確立、各国の取組支援を行った。国連総会に
小型武器に関する決議を共同提案国の一つとして提出し、平成１７年１２月に採択された。

ⅱ
◎平成１８年度において、小型武器問題への取組強化の為の小型武器担当官（１名）の増員及
び専門家会合、国際会議への参加旅費（11.3百万円）を措置した。

財務省

経済産業省

⑪　銃器対策に関する国際協力の推進

３　組織的に敢行される各種事犯の対策の推進

海上保安庁

外務省
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ⅰ
◎５月の消費者月間に啓発ポスターを作成し、都道府県・政令指定都市、全国の事業者団体、
消費者団体に配布した。また、鉄道会社の主要駅へもポスター掲出を実施。

ⅱ

◎架空請求に関する消費者トラブルが増加しているため、関係省庁と連携して、ワンクリックによ
る不当請求・架空請求への注意を呼びかけるポスターを作成し、都道府県・政令指定都市をはじ
め、警察署、金融機関、郵便局、携帯ショップ、カラオケスタジオ等多くの場所に幅広く配布・掲示
を行った。

ⅲ

◎住宅リフォームに関して、悪質な事業者による高齢者を中心とした消費者トラブルが社会問題
となっていることから、関係省庁等と協力を行い、リーフレットを作成し、都道府県・政令指定都
市、消費生活センター、防犯協会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連
合会等を通じて、高齢者やそのその周りの方々等に配布を行い、啓発を行った。

ⅳ

◎平成１８年度において、消費者問題に対する啓発及び５月が消費者月間であることについての
周知強化のため、消費者啓発用のポスター及びリーフレット作成等に係る消費者月間関連事業
費(34百万)を措置した。

ⅰ

◎悪質商法に対する取締りを強化するとともに､平成17年 ５月に行われた「消費者月間」に合わ
せて、消費者被害の未然防止・拡大防止のため､ 政府広報、ホームページ等を活用した広報啓
発活動を推進し、消費者の防犯意識を高めるよう努めた。

ⅱ
◎平成17年７月及び９月、高齢者を対象とした悪質な住宅リフォーム工事に関して、関係省庁担
当課長会議に参加した。

ⅲ

◎平成17年中の特定商取引等事犯検挙事件数は124事件、検挙人員は330人で、そのうち訪販
リフォーム事犯の検挙事件数は64事件、検挙人員は185人、被害人員等は2万4,173人、被害額
等は約223億円であった。

ⅳ
◎平成17年中の資産形成事犯の検挙事件数は９事件、検挙人員は41人、被害人員等は3,251
人、被害額等は約107億円であった。

ⅰ

◎近年急増している悪質な訪問販売やマルチ商法等に起因するトラブルに対応するため、行政
規制の強化及び民事ルールの整備を内容とする「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の
一部を改正する法律案」を平成１６年通常国会に提出。同法案は、同年４月２８日に成立し、１１
月１１日に施行されたところ。

ⅱ

◎平成１６年１２月以降、訪問販売業者や電話勧誘販売業者に対し、指示処分を経ずに業務停
止命令を行う等の抜本的な執行強化を図り、平成１７年３月３１日には、通信販売業者に対して、
改正特定商取引法第１２条の２（合理的な根拠を示す資料の提出）を初めて適用する等の積極
的な取り組みの結果、行政処分件数（国と都道府県合計）は、平成１６年度に４０件、平成１７年
度には８０件となった。

ⅲ

◎悪質な住宅リフォーム訪問販売について、特定商取引法に基づく取締りを行いやすくするため
同法の通達を改正、都道府県に対し法執行強化を要請するとともに、リフォーム訪問販売業者に
対する業務停止命令処分を行った（平成１７年８月）。併せてこれらの悪質な事業者の排除のた
め、関連業界に対する指導を行った。また、個人事業者等を狙った悪質な電話機等リース訪問販
売についても、法解釈を明確化する特定商取引法の通達改正を実施（平成１７年１２月）、関連業
界に対する指導を行った。

①　消費者保護対策の強化

経済産業省

内閣府

警察庁
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ⅳ

◎「知的財産推進計画２００５」（平成１７年６月１０日決定）を踏まえたインターネット・オークション
における特定商取引法執行強化のため、特定商取引法の規制対象となる「販売業者」の判断基
準を明確化するガイドラインを策定するとともに（平成１８年１月）、平成１８年度においては、オー
クションサイトのモニタリング費（５４百万円）の増額及びインターネットオークション担当者２名の
定員増を措置した。

警察庁 ⅰ

◎都道府県警察に改正貸金業法の内容が盛り込まれたマニュアルを作成・配布するなどして、そ
の取締要領等について周知・徹底させ、本改正を踏まえた厳正な取締りに努めた結果、平成17
年中は、無登録業者の広告禁止違反８事件、12人、高金利要求罪１事件、２人及び取立て行為
規制違反６事件、12人をそれぞれ検挙した。

金融庁 ⅰ

◎登録要件の強化に伴う的確な登録審査の実施など改正貸金業規制法に基づく厳正かつ適切
な監督に努めるとともに、ヤミ金融対策法パンフレットの作成・配布、貸金業者への説明会の実
施など改正法の周知を行った。

③　ヤミ金融事犯の徹底した取締り

警察庁 ⅰ

◎改正貸金業法の施行を受けて、全国の都道府県警察に集中取締本部を設け、徹底した取締り
を推進した結果、平成17年中のヤミ金融事犯の検挙事件数は343事件、検挙人員は719人であっ
た。

④　ヤミ金融被害対策の推進

警察庁
金融庁

ⅰ

◎「ヤミ金融等被害対策会議」を全国に設置し、情報の共有等、関係当局・団体間の連携強化を
図るとともに、金融庁、警察庁連名で広告掲載関係団体に対し、無登録業者や携帯電話番号を
用いた広告禁止について要請を行った。また、ヤミ金融等に関する預金口座不正利用に係る情
報は金融機関へ速やかに提供しており、当該金融機関において口座凍結等の措置が講じられて
いる。

内閣官房 ⅰ

◎平成18年6月8日の知的財産戦略本部会合において、模倣品・海賊版拡散防止条約の早期実
現や個人輸入等の取締り強化など約５０項目の模倣品・海賊版対策を盛り込んだ「知的財産推
進計画2006」を決定した。

ⅰ ◎平成17年８月、不正商品対策協議会が制作した不正商品撲滅の広報啓発ポスターに協賛し
た

ⅱ
◎平成17年中の知的財産権侵害事犯の検挙事件数は492事件、検挙人員は805人で、平成２年
の統計開始以降最多であった。

ⅲ

◎平成１７年度において、知的財産侵害事犯対策を強化するため警察庁生活安全局に知的財
産保護対策官を設置した。

ⅳ
◎平成18年３月、不正商品対策協議会が主催する知的財産の保護及び不正商品の排除を目的
とした「アジア知的財産権シンポジウム2006」を後援した。

ⅴ
◎平成17年11月、（財）社会安全研究財団提供のケーブルテレビ番組「エイジングジャパン」にお
いて模倣品・海賊版の排除を題材とした広報啓発コーナーを監修した。

②　改正貸金業法の厳正・適正な運用

⑤　模倣品・海賊版対策の推進

警察庁
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ⅰ

◎平成１８年度関税改正において、次の内容を盛り込んだ「関税定率法等の一部を改正する法
律案」を第１６４回通常国会に提出し、平成１８年３月２９日に成立した。（同月３１日公布）
　①輸入差止申立て手続及び疑義物品に係る侵害の該否の認定手続において専門委員に意見
を聴く仕組み等を導入。（４月１日施行）
　②知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを導入。（育成者権については６月１日施行、特許
権等については平成１９年１月１日施行予定）

ⅱ ○「知的財産推進計画２００６」を踏まえ、必要に応じ、制度改善の検討を行う。

ⅲ
◎警察との「模倣品・海賊版対策情報連絡会議」の開催、二国間援助技術協力受入研修の実施
など、知的財産推進計画の内容を着実に実施している。

ⅳ
◎税関ホームページに税関の知的財産侵害物品取締りに関するサイト（認定手続や申立手続等
を案内）を作成し掲載している。

ⅴ
◎空港等での知的財産侵害物品の輸入の注意を呼びかける啓発ビデオの上映やパンフレットの
配布や街頭キャンペーンの実施のほか、ポスターを作成し、全国の駅舎等に掲示した。

ⅵ ◎財務省税関研修所において、専門事務研修「知的財産コース」を実施している。

ⅶ
◎平成１８年度において、外部専門家を活用した侵害認定経費や税関職員の能力向上を図るた
めの知的財産担当職員研修外部委託経費、知的財産侵害物品持込防止ＰＲポスター作製経費
など知的財産侵害物品取締対策経費（３０８百万円）を措置した。

ⅷ
◎平成１８年度において、アジア諸国税関の能力構築のため、知的財産侵害物品取締等に関す
る二国間援助経費（１５百万円）を措置した。

外務省
財務省

ⅰ ◎（再掲：第３－４－②－財－ⅰ）税関相互支援協定等の締結への取組みの推進。

ⅰ

◎平成１８年度においては、二国間協議による侵害発生国への取締強化の要請、途上国対象の
研修事業等の実施、権利者向けの手引書の作成及びセミナーの実施など、我が国の企業の諸
外国での権利執行の支援、アジア地域の一般国民を対象とした著作権保護意識の向上のため
の著作権教材の開発、官民合同ミッションの派遣、著作権関連団体が行う著作権侵害実態調査
等の支援など、官民の連携の強化等を実施するため、「海賊版対策事業費」(５0百万円）を措置
した。

財務省

文部科学省
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ⅱ

◎平成１８年度においては、世界知的所有権機関（WIPO）の要請により、主としてアジア地域諸
国を対象とした著作権法制度の整備、集中管理団体の育成、著作権のエンフォースメントの充実
を目的として、国際シンポジウム、研修等の開催等を実施するため、「アジア地域著作権制度普
及促進事業費」（５1百万円）を措置した。

ⅰ

◎中国商務部等との政府間定期協議や官民合同での訪中ミッションの派遣などを通じて、中国
政府に対し模倣品・海賊版対策の強化を要請。また、ＪＥＴＲＯ等を活用し、現地取締機関職員を
対象とするセミナーの開催等の人材育成支援事業を行うとともに、日本国内の消費者を対象とし
た啓発活動を実施。

ⅱ

◎平成１６年８月末、知的財産推進計画２００４に基づき、経済産業省内に政府模倣品・海賊版対
策総合窓口を設置し、平成１７年１２月末までに２４０件の相談を受理した。国内においては警察
と連携して対応しているものもある。

ⅲ

◎平成１８年度において、模倣品・海賊版対策として、アジアを中心とした各国における知的財産
関連行政庁等関係者の人材育成支援、海外におけるわが国企業の模倣品被害実態調査・分析
の実施等に必要となる予算１，８４２百万円を確保。

ⅰ
◎改正廃棄物処理法・地方税法を適用した強力な取締りを推進している。

ⅱ

◎平成17年中の廃棄物事犯の検挙事件数は4,735事件、検挙人員は6,458人であり、それぞれ
統計開始（平成２年）以降最多であった。

ⅰ

◎関係機関等と連携しつつ、一斉取締りの実施等により、廃棄物不法投棄事犯等の海上環境事
犯の取締りを強化。併せて情報収集・分析能力の強化、監視体制の検討を行うとともに、より効
果的な証拠保全のための現場鑑識の実施方法について検討を実施している。

ⅱ
◎平成１８年度において、環境犯罪取締り強化等のための経費（１９４百万円）を措置した。

ⅰ

◎廃棄物の無確認輸出や無許可営業、マニフェスト制度違反に対する罰則強化等を盛り込んだ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」を第162回通常国会に提出し、
平成17年５月11日に成立した。

ⅱ
◎産業廃棄物の不適正処理事案への迅速な対応を図るとともに、廃棄物処理システムの透明性
を向上させるため、電子マニフェスト普及促進事業を実施している。

ⅲ
○産業廃棄物処理業の優良化を推進し、さらには資源循環ビジネスの育成と活性化を図るた
め、産業廃棄物処理業優良化推進事業を実施している。

ⅳ
◎不法投棄現場等への緊急時の立入検査など法令上の権限を機動的に行使するため、平成17
年10月に現行の地方環境対策調査官事務所と自然保護事務所を統合整理した地方環境事務所
が発足した

ⅴ

◎全国７カ所の地方環境事務所を中心にブロック内関係機関とのネットワークを構築し、不法投
棄の撲滅と環境犯罪の取締り強化を図るため、産業廃棄物不法投棄防止ネットワーク強化事業
を実施している。

⑥　不法投棄の撲滅と環境犯罪の取締りの強化

経済産業省

海上保安庁

環境省

警察庁
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警察庁
環境省

ⅰ

◎産業廃棄物処理業からの暴力団排除を徹底するため、産業廃棄物処理業暴力団対策連絡協
議会を開き、暴力団対策の強化を図っている。

警察庁
環境省
海上保安庁

ⅰ

◎環境犯罪の取締りを強化するため、環境犯罪対策連絡会議等を開催する等、関係省庁間の
連携を図っている。

環境省
総務省
警察庁
経済産業省

ⅰ

◎硫酸ピッチの不法投棄を撲滅するため、硫酸ピッチ不法投棄事案関係省庁会議を開催する
等、関係省庁間の連携を図っている。

ⅰ ◎(再掲：第４－３－⑥－警－ⅰ）改正廃棄物処理法・地方税法を適用した強力な取締りの推進。

ⅱ
◎平成17年中の硫酸ピッチの不適正処理事犯の検挙事件数は８事件、検挙法人は５法人、検挙
人員は63人であった。

ⅰ

◎　軽油引取税の脱税防止対策の強化（不正軽油の撲滅に向けた取組）
・　平成１６年度税制改正において、脱税犯の罰則の引上げ、いわゆる不正軽油等譲受罪の創
設、法人重科の導入等の罰則の強化に係る改正を行った（平成１６年６月１日施行）。
・　平成１７年度税制改正において、夜間の強制調査を行うことができる税目に軽油引取税を追
加するなどの改正を行った（平成１７年４月１日施行）。
・　平成１８年度税制改正において、いわゆる供給者罰則の創設、元売業者の指定の取消しの要
件の追加、徴税吏員の質問検査権に係る規定の整備を行った（平成１８年４月１日又は６月１日
施行）

ⅱ
◎不正軽油対策協議会等については、全４７都道府県において設置済である。

環境省 ⅰ

◎不法投棄又は不法焼却を目的とする廃棄物の収集運搬を行った者に対する罰則の創設等を
盛り込んだ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」を第159回通常国会
に提出し、平成16年４月21日に成立した。

環境省
総務省
警察庁
経済産業省

ⅰ

◎（再掲：第４－２－⑥－環、総、警、経－ⅰ）硫酸ピッチ不法投棄事案関係省庁会議を開催等、
関係省庁間の連携。

内閣府 ⅰ

○平成18年度において、沖縄総合事務局所管の排他的水域内の漁業の指導・取締体制の強化
のため、漁業監督指導官２人の増員を措置した。

⑧　密漁事犯の根絶

⑦　不正軽油の撲滅

総務省

警察庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ
◎平成17年９月、平成17年度第１回密漁防止等推進委員会に参加し、密漁事犯の実態、防止対
策等について情報交換を行い、関係団体との連携強化を図った。

ⅱ
◎平成17年中の密漁事犯の検挙件数は658件、検挙人員は850人であった。

ⅰ
◎関係機関等と連携を図りつつ、悪質・巧妙化、かつ広域化する違反操業に対する取締りを強化
した。

ⅱ
◎平成１８年度において、我が国２００海里水域内等における漁業の指導・取締強化のため、指
導監督及び取締費１０，０９０百万円、漁業監督指導官８人の増員を措置した。

ⅰ

◎関係機関等と連携しつつ、悪質な密漁事犯の取締りを強化。特に暴力団や外国人等による密
漁事犯を重点対象として取締りを強化。併せて情報収集・分析能力の強化、監視体制の検討、
捕捉能力の向上等に向けた検討を行うとともに、より効果的な証拠保全のための現場鑑識の実
施方法について検討を実施している。

ⅱ
◎平成18年度において、密漁事犯取締りの強化等のための経費（１３０百万円）を措置した。

内閣官房 ⅰ

◎情報セキュリティに関する知識及び対策の普及促進のため、情報セキュリティ政策会議及び内
閣官房情報セキュリティセンターの活動のＷＷＷ（http://www.nisc.go.jp/）における公開やメール
マガジンの発行を行っている。

ⅰ
◎警察庁セキュリティポータルサイトを通じて、コンピュータ・ウイルス等に関する情報を迅速に提
供するとともに、国民個々のレベルに合わせたセキュリティ講座等のコンテンツの充実を図った。

ⅱ

◎国民の情報セキュリティに対する知識の向上及び対策の普及啓発のため、アクセス制御機能
に関する技術の研究開発の状況等に関する調査を実施しているほか、ホームページを随時更新
し、情報セキュリティに関する情報提供を行っている。

ⅲ
◎フィッシングの早期把握と被害防止の徹底を図るため、全都道府県警察に「フィッシング１１０
番」を設置した。

ⅳ
◎ＩＴ社会における相談需要に的確に対応し、効果的な防犯対策を推進するため「インターネット
安全・安心相談システム」の運用を開始した。

ⅴ
◎平成18年度予算において、情報セキュリティに関する広報啓発等のための経費（174百万円）
を措置した。

ⅵ
◎平成１７年７月、「警察庁情報セキュリティ重点施策プログラムー２００５」を策定し、警察庁とし
て当面、具体的に取り組むべき重点施策及びその内容を取りまとめた。

警察庁

警察庁

４　サイバー犯罪対策の推進

①　情報セキュリティに関する知識及び対策の普及啓発

海上保安庁

水産庁
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省庁名 実施状況施策名

経済産業省 ⅰ

◎社会全体のセキュリティレベルを向上しリスクを低減するため、一般ユーザを対象として、関係
団体や警察庁、各地の共催者の協力のもと、全国で「インターネット安全教室」を開催するととも
に、公募により募集した事業者により、メディア等を活用した情報セキュリティ対策に係る広報活
動等を実施中。加えて、関係府省庁のオブザーバを得て、関係事業者等からなる「フィッシング対
策協議会」を設立し、フィッシングに対する情報収集・提供、注意喚起等の活動を中心とした対策
を促進している。

警察庁 ⅰ

◎インターネット上の防犯技術の開発・普及のため、防犯設備に係る民間事業者等と情報セキュ
リティに関する情報交換等を推進している。

総務省 ⅰ

◎平成18年度において、サイバー攻撃の予防や不正アクセスやなりすまし等を防ぎ、利用者が
安心して安全にネットワークを利用することのできる環境を実現する技術の研究開発を実施する
ため、次の施策につき、予算措置を行った。
　・ネットワークセキュリティ基盤技術の推進（独立行政法人情報通信研究機構運営費交付金３
６，９６４百万円の内数）
　・高度ネットワーク認証基盤技術に関する研究開発（４６６百万円）

経済産業省 ⅰ

◎ネットワーク上の異常発生を早急に検知するため、民間事業者等の協力のもと、定点観測シス
テムを用いてネットワーク・トラフィック状況をリアルタイムで観測・監視しているところ。

ⅰ

◎平成１８年２月、情報セキュリティ政策会議において、情報セキュリティ問題を俯瞰した中長期
の戦略である「第１次情報セキュリティ基本計画」を決定した。

ⅱ

○平成１８年６月中に、情報セキュリティ政策会議において、上記「第１次情報セキュリティ基本計
画」を受け、平成１８年度における我が国の情報セキュリティ対策の政府の重点施策と平成１９年
度における重点施策の方向性を定める「セキュア・ジャパン２００６」が決定される予定。

総務省 ⅰ

○(再掲：第４－４－②－総－ⅰ)平成18年度において、次の施策につき、予算措置を行った。
　・ネットワークセキュリティ基盤技術の推進（独立行政法人情報通信研究機構運営費交付金３
６，９６４百万円の内数）
　・高度ネットワーク認証基盤技術に関する研究開発（４６６百万円）

経済産業省 ⅰ

◎ソフトウエア等の脆弱性関連情報の発見、報告、対策、公表といった取扱いにおいて、一般の
コンピュータ利用者やソフトウエアメーカなどが発見した脆弱性関連情報が、悪意の者の手に渡
る前に機密性を保持しつつ迅速に流通させ、ソフトウエアメーカ等による対策の策定・公表等に
つながる早期警戒体制の運用を行っている。

②　インターネット上の防犯技術の開発・普及

③　情報通信ネットワーク等の安全性及び信頼性の確保

内閣官房
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎平成１７年１２月、情報セキュリティ政策会議において、重要インフラの各事業において発生す
るIT障害から国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼさないよう重要インフラを防護し、重
要インフラ事業者等のサービスの維持及びIT障害発生時の迅速な復旧等の確保を図るため、内
閣官房を中心とした政府及び各重要インフラ分野において実施することが望ましい施策を具体化
した「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画」を決定した。

ⅱ

◎平成１８年２月、情報セキュリティ政策会議において、重要インフラ分野ごとの規範となる「安全
基準等」を策定するに当たり、規定が望まれる事項（対策を行うべき事項）について横断的に示し
た「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る『安全基準等』策定にあたっての指針」を決定し
た。

ⅲ

◎平成１7年１２月、情報セキュリティ政策会議において、各府省庁の情報セキュリティ対策の整
合化・共通化を促進し、政府機関全体としての情報セキュリティ水準の向上を図るため、「政府機
関の情報セキュリティ対策のための統一基準（２００５年１２月版（全体版初版））」を決定した。

ⅰ
◎サイバー攻撃に係る情報の収集・分析に係る体制を強化するための各種資機材の整備及び
サイバーテロ対策に従事する警察職員に対する技能向上のための教育等を実施した。

ⅱ
◎都道府県警察及びサイバーフォース（機動的技術部隊）が各重要インフラ事業者等を訪問し、
システム管理者に対する指導・助言、ペネトレーションテスト及び技術情報の提供等を実施した。

ⅲ ◎平成17年11月、サイバーフォースセンターがＦＩＲＳＴに加入した。

ⅳ
◎平成18年度予算において、サイバーフォース活動及びサイバーテロの情報収集・分析に係る
資機材等体制の強化のため、サイバーフォースの設置等に係る経費（574百万円）を措置した。

ⅴ
◎平成18年度予算において、サイバー攻撃に関する情報交換のため、FIRST加入に係る経費（２
百万円）を措置した。

ⅵ ◎（再掲：第４－４－①－警－ⅵ）「警察庁情報セキュリティ重点施策プログラムー２００５」の策定

総務省 ⅰ

◎通信業界における情報セキュリティ侵害事案の情報の収集、分析及び共有を目的として、平
成14年7月に電気通信事業者が中心となって設立されたTelecom-ISAC Japanを中核とした連
携・協力体制の確立を支援。平成17年7月には、有限責任中間法人ＪＰＣＥＲＴコーディネーション
センターとの共催で、ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣ＆Telecom－ＩＳＡＣ Ｊａｐａｎセミナーを開催し、情報セキュリ
ティに関する意見交換を実施。

警察庁

④　重要インフラを標的としたサイバー攻撃への的確な対応

内閣官房
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省庁名 実施状況施策名

経済産業省 ⅰ
◎電力分野における情報セキュリティ対策について、電力インフラにおける情報システムの安全
性確保のため、モデルシステムのセキュリティ評価等の取組みを実施中。

ⅰ

◎平成16年度より、生活安全局に情報技術犯罪対策課を設置し、サイバー犯罪に関する情報の
収集、分析や都道府県警察における捜査の指導体制の充実強化を図った。

ⅱ
◎平成18年度において、生活安全局情報技術犯罪対策課に情報技術犯罪捜査指導官を設置し
た。

ⅲ

◎サイバー犯罪捜査に係る各種資機材及び体制の整備、技能向上のための警察職員に対する
教育及び海外法執行機関との連携を通じたサイバー犯罪に係る技術対策の強化を実施した。

ⅳ
◎平成18年度予算において、サイバー犯罪に係る資機材整備等のための経費（267百万円）を
措置した。

ⅴ ◎（再掲：第４－４－④－警－ⅲ）平成17年11月、サイバーフォースセンターがＦＩＲＳＴに加入し
た。

ⅵ

◎平成18年度予算において、高度化、複雑化する犯罪に適切に対処するため、情報技術解析用
資機材の充実・強化に係る経費（177百万円）を措置した。

ⅶ
◎（再掲：第４－４－④－警－ⅴ）サイバー攻撃に関する情報交換のため、FIRST加入に係る経
費（２百万円）を措置した。

ⅷ
◎平成18年度予算において、ハイテク犯罪に関する技術対策要員の能力向上を図るため、ハイ
テク犯罪対策技術要員外部教養に係る経費（４百万円）を措置した。

ⅸ
◎平成18年度予算において、サイバー犯罪捜査に係る国際的な連携を強化するため、アジア・
太平洋地域サイバー犯罪捜査技術会議に係る経費（８百万円）を措置した。

ⅹ ◎（再掲：第４－４－①－警－ⅴ）「警察庁情報セキュリティ重点施策プログラムー２００５」の策定

法務省 ⅰ

◎検察当局において，この種犯罪への検察官等の知識教養の習得向上に努め，不正アクセス
行為の禁止等に関する法律等関係罰則の厳正な運用に努めている。

総務省 ⅰ

◎サイバー犯罪に関する条約を担保するため、第１５９回国会に違法な傍受に関する罰則の制
定等を内容とする「電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案」を平成１６年５月に提
出した。（平成１６年５月１２日成立、同年５月１９日公布、同年６月７日一部施行）

外務省 ⅰ
◎平成１６年４月、サイバー犯罪に関する条約の締結につき国会の承認を得た。

警察庁

⑥　サイバー犯罪条約の早期締結及び関連刑事法の整備

⑤　サイバー犯罪の徹底検挙と捜査の高度化
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省庁名 実施状況施策名

警察庁
総務省
法務省
外務省
経済産業省

ⅰ

◎第１６３回国会において、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するた
めの刑法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、第１６４回通常国会において継続審議と
された。
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎深刻化する治安情勢に的確に対応するため、警察力の更なる充実強化を目指した地方警察
官等の増員を図っており、平成18年度においては、地方警察官の増員（3,500人）及び警察庁職
員等の増員を措置した。

ⅱ ◎平成18年度予算において、地方警察官及び警察庁職員等の増員に係る経費（781万円）を措
置した。

ⅰ ◎平成１８年度において、検察庁職員の増員（２５７人）を措置した。

ⅱ ◎平成１８年度において、検察庁職員の増員に係る予算（６４９百万円）を措置した。

財務省 ⅰ
◎平成１８年度において、水際における治安対策の強化を図るため２１１人の新規増員を措置し
た。

厚生労働省 ⅰ

◎（再掲：第３－１－⑤－厚－ⅱ）薬物密輸組織等によって行われる密輸事犯に対するコントロー
ルド・デリバリー捜査の積極的活用による捜査体制を強化するための麻薬取締官の増員等（１９
人）を措置した。

国土交通省 ⅰ
◎（再掲：第３－１－③－国ーⅳ）平成１８年度において、港湾保安体制の整備・強化のため港湾
保安調査官等の増員（３２人）を措置した。

海上保安庁 ⅰ

◎平成18年度において、治安対策の執行体制の強化、外国船舶の監視・取締体制の強化、防犯
体制の強化、海賊対策の強化及び公安情報収集分析体制の強化を重点的事項として、治安対
策の強化のため現場要員を中心に204人を増員した。

ⅰ

◎（再掲：第３－２－①－法ーⅰ）平成１８年度において，出入国審査の一層の厳格化，不法入国
者・不法滞在者の大幅な縮減等を図るため，入国管理官署職員の増員（１９６人）及び３９，９３１
百万円を措置した。

ⅱ
◎（再掲：第３－２－①－法ーⅱ）名古屋入国管理局中部空港支局に偽変造文書対策室を設
置。

外務省 ⅰ
◎（再掲：第３－２－①ー外ーⅰ）平成１８年度において、査証審査の強化のため、査証官の増員
（７人）を措置した。

ⅰ
◎携帯電話やIP電話が犯罪に使用されたときに、捜査への的確な協力を得られるよう、関係事
業者に対し必要な働きかけを継続的に行っている。

ⅱ

◎犯罪捜査への国民の協力を確保するため、各種広報媒体を通じ、事件発生時の速やかな通
報、聞き込み捜査に対する協力、事件に関する情報提供等を広く国民に呼びかけているほか、
犯罪捜査への国民の協力を確保するため、必要に応じ、指名手配被疑者の写真を掲載したポス
ターを掲示している。

②　検察官等、税関職員、海上保安官等、麻薬取締官の増員

第５　治安回復のための基盤整備

法務省

①　地方警察官等の増員

警察庁

法務省

③　出入国管理に係る体制・施設・装備等の充実強化（再掲）

④　迅速・的確な犯罪捜査への協力の確保

警察庁
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省庁名 実施状況施策名

ⅰ

◎捜査に必要不可欠な情報がより迅速・的確に収集できるよう、総務省では、携帯電話において
特に問題があると思われるプリぺイド式携帯電話の販売時における本人確認の徹底について携
帯電話事業者各社に対し要請を行い、携帯電話事業者各社においては、平成１６年１２月まで
に、代理店店頭における本人確認実施後すぐに使える方式から、事業者において契約者情報を
確認後に使用を可能とする方式に切り替えた。

ⅱ
◎（再掲：第１－２－⑬－総－ⅲ）　携帯電話不正利用防止法の周知及び適切な運用に努める。

法務省 ⅰ
◎検察官等において，捜査や刑事裁判について国民に対する啓発に努めており，犯罪捜査への
協力を求めている。

海上保安庁 ⅰ
◎捜査関係事項照会関連の情報を収集し、迅速かつ効率的に取締りが実施できるよう努め、関
係機関と連携を強化している。

ⅰ

 
◎警察庁及び法務省において、刑事訴訟法第197条第２項に基づく捜査関係事項照会には回答
義務があることを前提にして、以下の各省庁と協議し、必要な措置をとった。
①社会保険庁：個人情報の観点からも提供が可能であることを確認し、平成17年１月、全国の社
会保険事務局長あてに所要の通知。
②総務省：回答しても地方税法上の守秘義務違反には当たらないことを確認し、平成17年３月、
地方公共団体あてに所要の通知。
③厚生労働省：医療機関では個人情報保護法施行後も従来どおりの対応が可能であることを確
認し、本年４月、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ
ン」について所要の改正を実施。
④経済産業省：本人の同意なく提供が可能であることを確認し、本年１月、「個人情報の保護に
関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するＱ＆Ａを修正して、今
後、同ガイドラインの見直しを検討することとした。

ⅱ
○警察庁、法務省が協力・連携し、捜査関係事項照会の実情について実態把握を進め、その結
果を踏まえ、関係省庁とともに具体的な対応を検討している。

法務省 ⅰ
◎検察当局において，検察・警察間で派遣研修を行ったり，関係諸機関と情報・意見交換を密に
行うなどして，関係諸機関との連携の強化を図っている。

財務省 ⅰ ◎（再掲：第４－１－①－財－ⅰ）会議等を通じての情報の共有。

海上保安庁 ⅰ
◎国内関係機関と相互に国際犯罪組織等に関する情報を交換する等、一層の連携の強化を
図っている。

ⅰ
◎（再掲：第３－２－⑥－警法財ーⅰ）事前旅客情報システムの運用開始。

ⅱ ◎（再掲）平成17年中（11月末現在）、指名手配被疑者を始めとして合計17人を検挙している。
（警察庁）

警察庁
法務省
総務省
厚生労働省
経済産業省

⑤　組織犯罪等の取締りのための関係機関の連携強化

総務省
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省庁名 実施状況施策名

ⅲ
◎（再掲：第３－２－⑥－警法財－ⅲ）平成１７年（１年間）にAPIS情報を基に上陸拒否事由に該
当する等として退去命令を発出した事案は３５０件である。

ⅳ

○（再掲：第３－２－⑥－警法財－ⅳ）平成18年度予算において、事前旅客情報システム運営の
ため、改修整備に要する経費（36百万円）を措置した。（警察庁）

ⅴ
◎（再掲：第３－２－⑥警法財ーⅴ）事前旅客情報システム運営のため，８８百万円(法務省)を措
置した。

ⅵ
◎（再掲：第３－２－⑥警法財ーⅵ）事前旅客情報システム等整備運営経費，２６５百万円（財務
省）を措置した。

ⅶ
◎（再掲：第３ー２－⑥－警法財－ⅷ）外国貿易船等の旅客及び乗組員に関する事項の事前報
告の義務化。（財務省）

ⅰ
◎防犯ビデオ等に撮影された犯人の二次元顔画像と、被疑者から取得した三次元画像をスー
パーインポーズにより異同識別する三次元顔画像識別システムを、平成17年度までに５府県に
拠点整備した。

ⅱ

◎犯罪現場等に残された資料に係るＤＮＡ型データベースを構築し、平成16年12月から運用を開
始した。また、ＤＮＡ型鑑定の結果から得られた被疑者に係るＤＮＡ型情報についてもデータベー
ス化すべく、17年９月に「ＤＮＡ型記録取扱規則」を施行し、同規則に基づいて「ＤＮＡ型記録検索
システム」の運用を開始した。

ⅲ
◎平成18年度予算において、鑑定効率化を図り、増加する鑑定依頼に対応するため、鑑定機材
の増強に係る経費（987百万円）を措置した。

ⅳ
◎平成18年度予算において、ＤＮＡ型情報の犯罪捜査への積極的活用を図るための調査・研究
に係る経費（４百万円）を措置した。

ⅴ
◎平成18年度予算において、科学捜査に関する研究・実験及びこれらを応用する鑑定・検査によ
り、先進的な捜査技術、犯罪及び少年の非行防止手法を確立するための経費（1,156百万円）を
措置した。

ⅰ
◎過去の犯罪捜査関連情報を整理・分析し、事件捜査等への効果的な活用を推進するととも
に、犯罪捜査をより効率的に遂行するための先進的な情報技術の活用方策について検討を実施
している

ⅱ
◎平成１8年度において、犯罪者に関する情報分析の推進のための経費（１８百万円）を措置し
た。

警察庁
法務省

ⅰ

○ＤＮＡ型鑑定結果の捜査への活用に向け、現状を踏まえ、意見交換を実施している。

警察庁
法務省
財務省

⑥　先進的な捜査技術の確立

海上保安庁

警察庁
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ⅰ

◎平成１６年度より、科学技術振興調整費「重要課題解決型研究等の推進」プログラムの対象課
題の一つである「犯罪・テロ防止に資する先端科学技術研究（認証・センサー技術等）」におい
て、「違法薬物・危険物質の非開披探知装置の開発」を採択し、研究開発を実施。

ⅱ

◎平成１７年度より、上記開発を継続すると共に、同じ課題において、「水中セキュリティソーナー
システムの開発」、「テロ対策のための爆発物検出・処理統合システムの開発」、「犯罪、行動異
常、犯罪被害等の現象、原因と、治療、予防の研究」を採択し、研究開発を実施。

ⅲ

◎平成１７年度より、（独）理化学研究所の運営費交付金にて、安全・安心な社会のための先端
センサー技術開発として、「ナノ加工薄膜を用いた高感度毒性ガス検知装置の開発」を実施。

ⅳ

◎平成１７年度より、（独）科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業の戦略目標「安全・安
心な社会を実現するための先進的統合センシング技術の創出」において、「セキュリティ用途向
け超高感度匂いセンサシステムの開発」、「全自動モバイル型生物剤センシングシステム」を採択
し、研究開発を実施。

ⅰ

◎留置場の整備に関しては、警察署の新築等に伴う留置場の整備、単独留置場の建設等を推
進しており、平成17年度予算では、単独留置場２場の建設に要する経費が新規に措置されてお
り、警察署の改築等を含め、平成17年度及び18年度予算において約1,400人分の収容人員が増
強される予定。

ⅱ
◎集中護送制度に関しては、平成15年4月においては21都道府県が実施していたところ、平成18
年４月現在、35都道府県で導入されている。

法務省 ⅰ
◎平成１８年度において，都道府県警察から拡充要請のあった地方検察庁の同行室整備のた
め，７６百万円を措置した。

⑨　刑務所等矯正施設の過剰収容の解消と矯正処遇の強化

法務省 ⅰ

◎平成１８年度において，刑事施設の保安警備･処遇体制の充実強化等，少年院の教育処遇体
制等及び少年鑑別所の観護処遇体制の充実強化のため，刑事施設５７７人，少年院３１人，少年
鑑別所１８人の増員及び２３２，７５７百万円を措置した。

ⅰ

◎平成１８年度において，仮釈放審理の強化及び社会内処遇機能の強化のため，更生保護官
署職員を増員（地方更生保護委員会３人，保護観察所４５人）及び２０，４３５百万円（うち再掲５５
百万円）を措置した。

ⅱ

◎平成１８年度において再犯防止対策の一環として，保護観察中に所在不明となった者に対す
る所在調査の体制を強化したほか，性犯罪者処遇プログラム及び刑務所出所者等の就労を一
層促進するための具体的な就労支援策を順次実施している。

ⅲ

◎近年における仮釈放審理事件の増加及び複雑困難化等に迅速かつ的確に対応するために，
地方更生保護委員会の委員の人数の上限を改める「犯罪者予防更生法の一部を改正する法
律」が，平成１８年３月に成立し，公布された。

法務省

⑧　留置施設の過剰収容の解消と留置管理業務の効率化

警察庁

⑩　更生保護制度の充実強化

⑦　産学官の技術力を結集した競争的資金等による研究開発
　　の推進

文部科学省
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ⅳ

◎保護観察付執行猶予者について，転居及び長期の旅行を届出制から許可制に改めるととも
に，特別遵守事項を課すことなどを内容とする「執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律」
が，平成１８年３月に成立し，公布された。

ⅰ
◎平成18年度予算において、警察官待機宿舎の整備に係る経費（74百万円）を措置した。

ⅱ
◎平成18年度予算において、第一線警察における科学捜査力の強化等のため、鑑識資機材の
整備等に要する経費（1,409百万円）を措置した。

ⅲ
◎平成18年度予算において、警察通信システムの更新及びセキュリティの強化のため、警察移
動通信システムの整備等に係る経費（48,008百万円）を措置した。

ⅳ
◎（再掲：第３－３－①－警－ⅴ）平成18年度予算において、来日外国人犯罪組織の実態解明・
摘発の推進に要する経費（31百万円）を措置した。

法務省 ⅰ
◎平成１８年度において，検察庁庁舎等の整備を図るため，５，２１８百万円を措置した。

ⅰ

◎尖閣諸島周辺海域における主権及び排他的経済水域等における我が国の海洋権益を保全す
るための監視警戒体制を強化する。またテロ、不審船等に的確に対処するための監視能力、対
処能力及び情報収集・分析能力を強化する。

ⅱ
◎平成１８年度において、海上における治安対策の強化のための経費（２８，１８０百万円）を措置
した。

ⅰ

◎平成１８年度において、大規模災害、特殊災害、テロ災害に備え、高度な技術・資機材を有す
る特別高度救助隊及び高度救助隊を整備し、緊急対応体制の充実・強化を図るため、備品費３０
４百万円を措置した。

ⅱ
◎平成１８年度において、  放射性物質・生物剤・化学剤（ＮＢＣ）テロ災害等に備えた広域応援体
制の強化を図るため、緊急消防援助隊の特殊災害部隊の資機材整備に要する消耗品費２１百
万円を措置した。

ⅰ ○平成１８年９月，公判担当検事協議会で充実・迅速な公判審理実現につき協議予定である。

ⅱ
◎裁判員法の施行に向け，最高検，法務省刑事局にプロジェクトチームを設置するとともに，検
察当局において，集中的審理の実現に努めている。

ⅲ
◎刑事訴訟法等の一部を改正する法律が平成１７年１１月に施行され，検察当局において，迅速
な審理の実現に努めている。

ⅳ
◎平成１８年度において，充実・迅速な公判審理の実現を図るため，５７２百万円を措置した。

⑬　凶悪犯罪等に関する罰則整備

法務省 ⅰ

◎凶悪犯罪の法定刑の引上げ，有期刑の上限の引上げを含む「刑法等の一部を改正する法律
案」を第１６１回臨時国会に提出し，平成１６年１２月成立した（１２月８日公布）。

警察庁

⑪　治安関係施設等の整備

消防庁

⑫　充実・迅速な公判審理の実現

法務省

海上保安庁
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ⅰ
◎先進諸国の例を調査しつつ、犯罪に関する行動科学的な統計分析や地理分析を行うととも
に、これらの分析に利用できるプロファイリングシステムの試作やその評価等の研究を行ってい
る。

ⅱ
◎平成16年度より生活安全局生活安全企画課に犯罪抑止対策室を設置し、犯罪の発生の抑止
に必要な情報の収集、分析及び提供等を行っている。

ⅲ
○犯罪情報地理分析システム（ＧＩＳ）について、平成17年３月までに、３県（群馬、三重、福岡）で
行われた試験的実施の結果を踏まえ、全国整備に向けて必要な検討を行っているところ。

⑭　犯罪の発生原因の総合的分析の推進

警察庁
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